
都道府県労働局労働基準部

労災補償課長殿

事務連絡

平成 26年 4月 1日

厚生労働省労働基準局労災補償部

補償課長補佐（医療福祉担当）

全国労災診療費担当者会議の出席予定者及び質疑事項の提出について

標記会議の開催については、平成 26年4月 1日付け基労発 0401第1号により通知

されたことから、貴局における出席予定者を別紙により、平成 26年4月8日（火）

までに当課医事係あて提出いただくようお願いします（電子メーノレ可）。

また、労災診療費算定基準の改定内容に関する質疑事項がある場合は、併せて提出

願います。

［提出先］

厚生労働省労働基準局労災補償部

補償課医事係

担当．黒川

電子メールアドレス・



~IJ紙

全国労災診療費担当者会議出席予定者及び質疑事項

労働局

出席予定者

役職名 氏 名

質疑事項

※労災診療費算定基準の改定内容に関する質疑のみ記載してください。また、質疑のポイントが明確
になるよう詳細に記載してください。



全国労災診療費担当者会議次第

平成 26年 4 月 22 日（火）

於：中央合同庁舎第5号館専用第18・19・20会議室（17階）

仁

議 事 標 題
所要

時 刻時間

分

開 dコ~、 13: 10 

補 償 課 長 挨 拶 10 13: 10～13:20 

1補償課医療福祉担当補佐説明 労災診療費の適正な審査・支払の徹底等について 30 13:20～13目50

保険局医療課担当官説明 健康保険の診療報酬の改定内容等について 60・13:50～14.50 

休 憩 10 14・50～15:00

補償課担当官説明 労災診療費算定基準の改定内容について 75 15:00～16：・ 15

業務 課 担 当官説明 労災レセプト電算処理システムにおける留意事項について 15 16：・ 15～16.30

質 疑 応 答 30 16・30～11:00

閑 ~ 、 11:00 

f」



全国労災診療費担当者会議配付資料一覧

資料 1 平成26年度診療報酬改定の概要

資料2 労災診療費算定基準改定の周知用資料（案）

0 資料3 労災診療費算定マニュアル（案）

資料4 労災診療費算定基準改定関係資料

心

資料5 労災診療費算定基準改定に関する質疑事項

資料6 労災診療費算定基準

資料7 労災診療費算定基準の一部改定に伴う運用上の留意事項

について（平成26年3月31日付け基労補発 0331，第5号）

資料8 労災診療費算定基準の一部改定に係る「労災電子化加算』

の周知用リーフレットの送付について（平成26年4月7日

付け補償課長補佐（医療福祉担当）事務連絡）

資料9 会計検査院指摘事項の分析結果等



資料 10 個人情報漏えい防止のための参考資料

資料 11 労災保険柔道整復師施術料金算定基準の一部改定につい

て（平成26年4月1日付け基発0401第 54号）

資料12 労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師

施術料金算定基準の一部改定について（平成26年4月1

日付け基発0401第 55号）

資料 13 柔道整復師の施術に係る受任者払いの事務取扱いの徹底

について（平成 22年3月24日付け補償課長補佐（医療

福祉担当）事務連絡）

資料 14 平成26年4月請求分の審査結果承認（課長承認）タイミ

ング

。
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平成26年度砂療報酬改定

ロ璽日

「

平成26年度診療報酬改定の概要

厚生労働省保険局医療課

• 2025年｛平成371年に向けて、医療提供体制の再構築、地域包括ケアシステムの

撞塞査園盈ac 1・入院医療・外来医療を含めた医療機閣の機能分化骨化と連携‘在宅医療の充実
等に取り組むの

全体改定率 +o. 10% ※（）内は、消費税率引上げに伴う医療機関等
の課税仕入れにかかるコスト増への対応分

診療報酬（本体） +o. 73%C+o. 63%) [ 約3,000億円（約2,600億円）】

医科「＋o.82% c+o. 71%) 【
歯科十＋o,99% c +o. 87%) 【
調剤し＋o.22% c +o. 1 8%) 【

約2,600億円（約2,200億円）】
約300億円 （約200億円）】
約200億円 （約100億円）】

薬価改定 .AO. 58% ( +o. 64%) 【企約2,400億円（約2,600億円）】
材料価格改定 企0.05%(+0. 09%) 【A 約200億円 （約400億円）】

※なお、別途、後発医薬品の価格設定の見麗し、うがい薬のみの処方の保険適用除外などの措置を講ずる。
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平成26年度診療報酬改斗成 26年度診療報酬改定の基本方針のポイント平臨時間6

社会保障審議会医療保険部会
社会保障審蟻会医療部会

基本認識
JO入院医療・外来医療を含めた医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実等に取り組み、医療提供体制の再構築、 ! 
！ 地域包括ケアシステムの構築を図る． ! 

改定の視点

｛瓦1雇主示扇~ti~泌－－函i逼面戸－ミ通語一一－司－－一一一白一向－－
がん医練の推進、精神疾患に対する医療の推進等 i 

．患者等から見て分かりやす〈納得でき、安心陶安全で質の商い医棟を実現する視点
医療安全対策の推進等、患者ヂー舎の提出等

・医療従事者の負担を軽減する視点
i 医療従事者の負担軽減m取組、救急外来由機能分化の推進、等
i・効率化余地がある分野を適正化する視点

し一竺~~！哩竺竺主f一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一_J ( 

将来に向けた課題

！超少；主会のF 示合附』融点p再牒地域泡高予子Z；ス子ムの属日つI叱l土直ちl
もので ：成26年度診療報酬改定以降も、引舎a 102Sf！匹股ヨ71重Eに陶けで‘質の百Eい医槽が槽4其'fr.れる＝舎纏輯酬休菜tE 

署聖り？守の穐肘も合め．医咽雇唱量聞の雄齢分化．強化』士遭機‘存罰巨医嬉の脅：Iii籍に取り組んでい〈弘事・ a ー

襲撃足…
社会保障審議会の『基本方針」
・医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実等

『よ二コF

軍点慢顕医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実等

1.入院医療について

①高度急性期と一般急性期を担う病床の機能の明確化とそれらの機能に合わせた評価

②長期療養患者の受け皿の確保、急性期病床と長期療養を担う病床の機能分化

③急性期後・回復期の病床の充実と機能に応じた評価

④地域の実情に配慮した評価

⑤有床診療所における入院医療の評価

2.外来医療の機能分化・連携の椎準について

①主治医機能の評価
②紹介率・逆紹介率の低い大病院における処方料等の適正化

3 存宅医療存担う医療機関の確保と質の富い在宅医療の推進について

4 医療機関相主の連携や医療・介誇の連携の評価について

3 
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平

医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実等

｜轡！篭関歯車謡館関器商i鰐醐路線鑓繊部長糟害事態三~f~~Ifii;//i'＇，~~宮島~ぞ： c ~~－，－－ - ＞.？~~ > 0' •·••·••• • 7；；：川

｜！寄贈持議議時議編輯砕部閉

~7対1 入院基本料について以下のよラな見直しを行う

仁｜①特定除外制度について、平成24年度診療報酬改定で見直しを行った
13対1、15対1一般病棟入院基本料と同様の見直しを行う。（※1)

②「一般病棟用の重症度・看護必要度jについて、名称と項目内容等の
見直しを行う。

③自宅や在宅復掃機能接持つ病棟、介護雄設へ退院した患者の割合

について基準を新設。
④短期滞在手術基本料3について、対象の手術を拡大し、検査も一部
対象とする。また、本点数のみを算定する患者について、平均在院回
数の計算対象から除外する。（※2)

⑤データ提出加算の届出を要件化。

※1 10対1入院基本料等についても同様の取扱い。
※2 7対1入院基本料以外の入院料（診療所等を除く）についても同様の取扱い。

5 
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論難翻欝欝議鑓議議畿鑓議しm

"?7対1、10対1の病棟についても特定除外制度の見直しを行う。
① 90日を超えて入院する患者について、出来高算定とするが、平均在院回数の計算対象とする。
② 901ヨを超えて入院する患者について、療養病棟と同等の報酬体系とする。｛平成26年3月31日に入院して
いる患者I立医療区分3と見なす）
①、②の取扱いについて、病棟単位で、医療機闘が選択することとする。
※本取扱いは平成；26年10月1日から実施することとする．また、②を選択する病棟のうち1病棟辻、平成27年9月30日まで、2
室4床までに限り、出来高算定を行う病床を設定できる。当該病床の患者は平均在院日数の計算対象から除外する。

く上記の②を選択した堀合の対応＞

90日を超えて入院している患者については療養病棟入院基本料1と同様に医療区分、 ADL区分
を用いて算定するが、以下の2点の対応を行う
1.平成26年3月31日に入院している患者については、当分の問医療区分を3と見なす。

2.平成27年9月30日までの聞は、当該病棟の2室4床を指定し、出来高算定が可能。

入院90日以肉の
患者は通常通り
出来高で算定。

8平成26年？皐

90臼を超えて入院している場合、
療養入院基本料1と同様の算定を
行うが、平成26年3周辺自に入践
している感者について医療区分3
とみなす。

パターン①

90日を超えて入院している場合であっ
ても、平成27年9月30日までの聞‘2
窒4皮定で．出来高箪'ii!が盲T骨量（平均
在院日数の計算対象から除外）。

0 90日を超えて入院する患者を対象として、出来高算定を可能とするが、平均在院

日数の計算対象とする。

点
数

圃E冨富摩書~圃

田開臨曹関圃 ＋ 

90日 入院期間

7 
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平成26年度診療「幽

パターン②

0 90日を超えて入院する患者を対象として、療養病棟入院基本料1と同じ評価
（医療区分及びAOL区分を用いた包括評価）を導入し、平均在院日数の計算
対象外とする。

点
数

盟盤盟露霊園

E間関盟理署

来1 実際は、ADL区分を
含めた 3X3の9区分で
の評価

90日 入院期間

｜※2ただし、平成26年3月31日に入院している患者については医療区分3とみなす。 I 9 

〉急性期病床における患者像ごとの評価の適正化を図るため、モニタリング及び処置等の項目（A項目）につい
て、急性期患者の特性を評価する項目とし、「一般病棟尽の重症度、医療・看!I必要度」に名称を変更する。

注込書畑処置ぶぐ：々：哨，＜•：
2 血圧測定

3時間原測定三 U

4 呼吸ケア

s；点滴予：子中一同時男対え主主：会泳法匂夜
6 心電図モニター

アラリミ空吻！？＇？ぬ使用い＼＇・；；.；；.：. ふ l'・ 

8 輸血や血漉製剤の使用

九：、
。.£呼吸ケア f障措血引由＂＂＂帽音響睦 <l

j旦三点滴辛子三問時3制 E.＜：々 ］主、：・.・・・・・：y,U 山！

~心電図モ＝ター ・1-61立各1点
互J科系元男被開プ五ヨ；：：；1引土①～⑪のいずれ
且輸血や血液製剤白使用 I かに該当した場合2点

：苓需輔諸墨：；4：ムEギ十い〆唾2一：：＂

n：号諜喜 ゐ鋭鋭想仔官3塑！白島f宅い点円～、：J ｜；（：：一塁騎富罰 了滋＠麗鶴F畳止畠萄寵ヂ聞， ～ 
※ B項自＝つ:t,元手まEなし． h晶抗 魁富田得点!ill~e:~持三初陣九日：

［経過措置］ 糊項目2点以上かつB項目点以上田故当患者割合 1割5分以上については置Eなし

・上記の取り扱いについては、平成田年10月 1 日から施行する.＊~諜盟主~ヲ~官；忠弘吋

10 



平成26年度診療報酬改定一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の見直しに伴う経過措置
諜「署箆補助体制加算（13封1λ院基本科］については省略.(10対1急性期看護補助体制と同様の対応圭行弘）

罰 10対1入院基本料

際脱出削縦画面総時鎖倒 附随嵯通雄踏溢麟l

割 1.1!且主 ｜ ｜輔自躍益2る蹄

隣雌縦厳溢溢溢樹

A項軍慰替っ
固項目S点以』乙である庖者

1.1!且よ

7対1入院謀本料

変革誕悩幽単組油泌泌総
一般病棟用の震症度者厳必要度
《以下町旦重量良重庫Jという）

A項目＂歳以上かつ B項目3点以上である愈者
1盟E盆且よ

一一じ怠曜綿密＇ml省晶体制加算 ''>! 

明開型f±~I
改
定
前

路総磁幽溢鐘溢基調組幽溢溢進畿溢樹
藍量盟段葺阜 : : 畳軍庫~車庫 ; 

: A項目，，..以上、っ ; : A項目2点以上方っ － 
! .項目S点以上である血管： ; B項目3点以上である血者 2
3 ー調書繕ι…J~ 坦旦4 : 

容器君主窓＂＂筑路間沼 Z

院窃寵稲蓄電 m・H ・H ・－
． 一般翁棟用のll盆夜、監量二看世必要度 － 
! 〈以下＇.Ii畢量級車庫」と川ラ｝ . 
; A項目2点以上泊つB項目S点以上である庖者
: im量且よ ： 

11 

改
定
後

（
経
遇
措
担
置
期
間
）

1ム監宣車
12.J,並点

特定集中治療窒管理料1
イ 7日以内の期間

ロ8日以上14日以肉の期間

｛新）

特定集中治療室管理料2（広範囲熱傷特定集中治療管理料の場合）

(1) 7日以内の期間 13.650点
(2) 8日以上60日以内の期間 12.319点

（新）

2 

4と玄.§i.。

［施設基準］
①専任の医師が常時、特定集中治療室内に勤務していること。当該専任の医師に、笠左差虫益壁
、の経験を5年以上有する医師存2名以上含む。

②特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の特定集中治療室を有しており、当該特定集中治
療室の広さは1床当たり辺監1弘よである。

③専任の臨床工学技士が‘常時‘院肉に勤務している。
④特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について、A項目3点以上金28項目3点以上
である患者が9割以上であること。

※従前の特'.ii=集申治療室管理料1. 2については．特宮集中治略宰管理料3

（ただし、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の基準は変更）
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13（経過措置］
・平成26年3月31固までに届出を行っている治療室については、平成26年9月30固までの従前のλ院料を算定する．
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平成26年度診療報酬改定【評価のイメージ】

改

定

特定集中治療事管理料 ハイケアユニット入院医療智濁料

看謹配置
4対1

＼一

前

改

定

i》

後
iνp  
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平

〉一定程度治療法が標準化し、短期間で退院可能な検査・手術が存在していることを

踏まえて、 21種類の手術・検査を短期滞在手術等基本料3の対象とした上で、包括範

囲を全診療報酬点数とする。

［留意事項］
①診療所についでは短期滞在手術等基本料3は算定せず、出来高で算定する（入院料等が病院
と異なること、診療所に関するデータが存在しないことが理由。）。

②入院5日目までに該当手術・検査を実施した患者については、原員I］として木点数を算定する。
また、本点数のみを算定した患者は平均在院日数の計算対象から除〈。

③特別入院基本料及び月平均夜勤時間超過減算を算定する場合は短期滞在手術等基本料3
を算定せず、出来高で算定する。

④それぞれの点数に対応する手術又は検査について、手術においては入院5日以内に当該手
術とは別の手術又は短期滞在手術等基本料3（こ係る検査を行った場合、検査においては入院5
日以内に手術又は短期滞在手術等基本料3（こ係る他の検査を行った場合についでは、短期滞
在手術等基本料3を算定しない。

⑤入 院5日以内に当該手術と閉じ手術を複数回実施したのみの場合については、短期滞在手術目
等基本料3を算定する。（例えば、眼科において、両眼の手術を行った場合等）

⑥入院5日以内に他の保険医療機関に転院した場合については、当該医療機関と転院先の医
療機関はどちらも短期滞在手術等基本料3を算定しない。
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0237終夜暖眠ポリグラフィー1 携帯用装置を使用した場合
0237終夜睡眠ポリグラフィ－2 多点感圧センサーを有する題眠評価装置を使用した場合
0237終夜際限ポリゲラフィー3 1及びE以外の場舎
0291-2小児食物アレルギ一色荷検杏

0413前立腺針生検法

KOOB轍奥府王手術2皮膚有毛部切除術
K093-2関節鏡下手担管関盈重量E
K196-2胸腔鏡下交感神経節切除術（爾側）
K282水晶体ili'.i聖書寄1 限肉レンズ持掃入する場合口その他のもの
K282水晶体溝建術2 限肉レンズを掃入しない婚合
K474取腺日首蕩摘出術1 長径Scm朱満
K617下肢静脈漕早術1 披去盟墜盤
K617下段静脈事富手術2 硬化療法
K617下枝静脈事E卒術3 富位結紫術
K633ヘルニア手術5 鼠径へルニア（15歳未満の場合）
K633ヘルニア手術5 鼠径ヘルニア（15歳以上の場合）
K634腹腔鏡下鼠径へルニア手術（15歳未満の場合）
K634腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（15歳以上の場合）
K121内視鏡的結腸ポリープ”粘膜切除術1 長径2cm未満
K121内祝鏡的結腸ポリーブ圃粘膜切除術Z 長径2cm以上
K743痔核手術2 liI化療法（四段階注射法）
K867子宮頚部t陸部l切除術
KS73乎宮鏡下手官筋禰摘出術
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1平成26年度診療報酬改定

今後の短期滞在手術・検査に係る算定のイメージ

匡固

轟 匡固

平

入院5日目までに手
術・検査を行った、金
策者についてj東副止し
で鮪期滞在手術某本

巡査皇室。

入院5日目までに手術・検査
を行ったが、退院が6日目以
降になった場合、旦E旦込E重
量血塗直｛DPC病院であって
主出丞宣車整蓋医筆室。

入院5日固までに手術・検
査が符われなかった場合
i主血ま直（DPC病院の場合
はDPC点数表）で算定。

~ 7対1入院基本料において、自宅や在宅復帰機能を持つ病棟、介護施設へ退院した

患者の割合’について基準を新設。

く計算式〉

1直近6月間に「自宅、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料（入院医療管理料）、
療養病棟（在宅復帰機能強化加算（後述1の届出病棟に限る）、居住系介護施設等、

介護老人保健施設（いわゆる在宅強化型老健施設、在宅復帰・在宅療養支援機能加算の届出施設に限る）」
に退院した患者（転棟患者を除く）

直近6月間！こ7対1入院基本料を算定する病棟から退院した患者（死亡退院・転棟患者・再入院患者を除〈）

=I豆監盤よ

［経遇措置・留意事項］
① 平成26年3月31日lこ7対1入院基本料を届け出ている病棟は平成26年9月30日までの間は本
基準を満たしているものとする。

②新しく7対1入院基本料を届け出る場合も、直近6月間の実績が上記を満たしている必要があ
る。

17 

18 



平

4月 5月

七ア九千h川H
I様式叶H
I .. 40「5Jll
ーが届出戸

6月 7月 自月

目出加露両扇面12ついて基準を新設する。

12月 1月 2月 3月

算定開始

平成26年唐ヂ－11揮出加算の参加の機会： 5月20目、8月20目、［11月20日J2月20日

［経過措置］
平成27年4月1日届出の期限

〉

平成26年3月31日に7対1入院基本料を届け出ている病棟は平成27年3月31固までの聞は本

基準を満たしているものとする。

総合入院体制加算について、一定の実績等を有する医療機関に対し、より充実した評価を行う。
なお、従前の総合入院体制加算については、総合入院体制加算2として引き続き評価を行う。

（新） 総合入焼体制加算1(1日につき圃14日以肉） Z生旦皐
［施設基準］

①全身麻酔による手術件数が年800件以上である。なお、併せて以下のアからカの全て存満たすこム
ア人工心肺を用いた手術 相件／年以上 ヱ放射線治療（体外照射法） 4,000件／年以上
イ悪性麗窃手術 •• 400件／年以上 オ化学療法 4,000件／年以上
ウ腹腔鏡下手術 100件／年以上 力分娩件数 叩0件／年以上

②救命救急医療｛第三次救魚医療）として24時間体制の救急を行っていること。
③医療法上の精神病床を右する医療機関であること内また．精神病棟入院基本料‘籍神秘救急入院料、結
神科急性期治療病棟入院料．結神科救魚・舎併症入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料のいずれ
か存届け出ており、現に精神疾患患者の入院存豊け入れているこι

④地域包括ケア病棟入院料‘的域伺l婿ケア入院医療管理料および療巷病棟入院基本料の届出存行ってい
ない医療機関であるこ止R

⑤当該保険医療機関の整並血が禁煙であること。
⑥総合入院体制加算2の要件を全て満たすこと。

総合入院体制加算2 (1日につき眠14日以肉） 120点
※新規に届け出る際［立、蝋域伺l括ケア病棟入険料‘矧I繊包括ケア入院医療管理料および療参病棟入院議

本料の馬出脊行っていない医療機関であるこ左n

9 



［算定要件］

①療養病棟入院基本料1を届け出ていること。

②在宅に退院した患者（1ヶ月以上入院していた患者に限る）が旦鍾単よであること。

③退院患者の在宅生活が1月以上（医療区分3は14日以上）継続することを確認していること。

④病床回転率が坦監製よであること。

〈②の計算式〉

直近6月間lこ「自宅、居住系介護施設等JIこ退院した患者

（退院した患者の自宅等での生活が1月以上【医療区分3の患者については14日以上】

継続する見込みであることを確認できた患者に限る）

直近6月間における退院患者数（当該病棟に入院した期聞が1月以上の患者）一再入院患者一死亡退院した

患者一病状の急性増悪等により、他の医療機関（当該医療機関と特別の関係にあるものを除く）での治療が

( I 必要になり転院した患者

平

＼ 

〈④の計算式〉

30. 4 

平均在院回数
※平均在院回数の算定は、

一般病棟入院基本料等の「平均在！境回数の算定方法」に準ずる

巾~·Pl鵬掲額納恥
〉急性期後の受入をはじめとする地壊包括ケアシステムを支える病棟の充実が求められていることから新た必評価を新設

する。

（新） 蝋域俺揺ケア病棟入険料（入院医療管理料）1 2.558点（60図まで）

蝋 域 伺L梧ケア痛棟入院斜（λ幌医療省建車;l.)2 2 058点（601ヨ定で〕

看護職員翫晋加算 150点

着譜補助者!a晋 加 算 150点

救魚”宅E宅 等 霊 極 病E主初期加算 150点（14日まで）

［施設基準等］

①疾患別リハビリテーシヨン又はがん患者リハビリテーシヨンを届け出ていること

②入院医療管理科は病室単位の評価とし、届出f;j;許可病床200床未満田医療機関で1病棟に限る．

③療養病床については、1病棟に限り届出することができる．

④許可病床200床未満の医療機関にあっては、入院基本料の届出がなく、地域包括ケア病棟入院料のみの届出であっても差し支えない．

⑤看護記置13対1以上、専従の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士1人以上、専任の在宅復帰支援担当者1人以上

⑥一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A項目1点以上の患者が10拍以上

⑦以下のいずれかを満たすこと 7）在宅療養支援病院、イ）在宅療養後方支援病院（新設・後述）として年3件以上の受入実績、ウ）二次
救急医療施設、エ）救急告示病院

③デ一書提出加算の届出を行っていること

⑤リハビリテーションを提供する患者について、1目平均2単位以上提供していること。

⑩平成26年3月31日に10対1、13対1.15対1入院基本科を届け出ている積院は地域包括ケア病棟入院料を届け出ている期間中、7対1入
院基本料を届け出ることはできない．

⑪在宅復帰率7割以上（地域包括ケア病棟入院料｛入院医痕管理料）1のみ）

⑫ 1人あたりの居室面積が6.4ni以上である（地域包括ケア病棟入院料（入院医療管理科）1のみ）

看護職員配置加算・看謹職員が最小必要人数に加えて50対1以上

看護補助者記置加算：看護補助者が25対1以上｛原則「みなし補助者」を認めないが、平成27年3月31固までは必要数の5割吉で認められる．）

1 

救急・在宅等支揮病床初期加算．他の急性期病棟（自院・他院を関わずL介護胞設、自宅等から入院または転棟してきた患者について算定 調z



平成田年度診捺報酬改定

在宅復帰率の計算方法について

く在宅復帰率の計算式＞

2直近6月間に「自宅、療養病棟（在宅復帰機能強化加算（後述）の届出病棟に限る｝、居住系介護施設等、
介護老人保健施設｛いわゆる在宅強化型老健施設、在宅復帰・在宅療養支援機能加算の届出施設に限る）』

に退院した患者＋療養病棟｛在宅復帰機能強化加算の届出病棟に限る）へ転棟した患者

直近6月間に当該病棟又は病室から退院した患者（死亡退院・再入院患者を除く）＋転棟した患者

＝盟鍾単」二

［留意事項］
平成26年3月31日に7対1、10対1入院基本料を届け出ている病棟については、平成26年9月30日までの
聞に地域包括ケア病棟入院料（入院医療管理料）を届け出る場合、上記を満たしているものとして取り扱う。

く参考（回復期リハビリテーション病棟）＞

直近6月間に「自宅、居住系介護施設等」に退院した患者

直近6月聞に当該病棟又は病室から退院した患者一再入院患者一死亡退院した患者一
病状の急性増悪等により、他の医療機関（当該医療機関と特別の関係にあるものを除く）での

治療が必要になり転院した患者

ヲ官

平成26年度診療報酬改定

平成26年3月31日時点で10対1、13対1、15対1入 院基本料脊算定する病棟の取扱い

平成26年3月31日に10対1、13対1、15対1入院基本料を届け出ている病院は地域包括ケア病棟

入院料を届け出ている期間中、 7対1入院基本料を届け出ることはできない。 2 
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＞病室や機能訓練室等の面積の測定に当たっては、一部の基準について、壁芯または内法により行うのか不明確であっ
たため、肉法による測定に統一し、平成27年4月1日より適用する。
＞ただし、平成26年3月31日までに届け出た場合については、壁芯による測定であっても、平成27年4月1日以降も有効
なものとして取り扱う。（ただし、当該病棟の増築文は全面的な改築を行ラまでの聞に限る。）
〉よって、平成27年4月1日以降に新規に届け出た場合は、内法による測定で面積基準等を満たしていなければならない。

壁芯による測定y 内法による測定－

ヘ.／＇＂,--""'" .... .... ヘノ豚ノJ 四

r-'－＇.：：.ー｛一一一一 ｜ρ「＿＿＿，£＿一一一－

[ -=・・ .. 

区一
医療資源の少ない地域（特定地域・30二次医療園町に配慮した評価について、対象医療圏は変

更せずに、地域包括ケア病棟入院料等の要件を緩和した評価を導入することとし、チーム医療等
＼ ｜に係る評価については、対象の範囲を拡大するとともに専従要件等を緩和ふそれに応じた評価と

する。 ※特定機能病院、2凹床以上の病院、DPC対象病院及び一般病様7対1、叩対1入院基本料費算定している病院を除〈

〉地域包括ケア病練入院料等について、要件を緩和した評価を行う。
（新） 地滋包括ケア病棟入院料1（特定地域〕 2.191点（1自につ割

（新） 地域包括ケア入院医噴管理科1（特定地域｝ 2.1°91点｛1固につき｝
〈萩） 地繊恒梧ケア療機入院料2（特定娩域） 1.763点（1日につき｝

（新） 地域包括ケア入院医療管理料2（特定地域） 1.763点（1自につき1
［施設基準］
看護職員配置が重盛li盆工以上、重畳QJ.常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚土1

名以上及び専任の在宅復帰支援担当者1人以上が配置されていること。等

〉看護要員の夜勤72時間要件の緩和対象となる特定一般病棟入院料について、一般病棟が1病
棟のみの病院を対象に加える。



〉チームで診療を行う入院基本料等加算について、専従要件を緩和した評価を新設する。
栄養サポートチーム加算｛特定地域） 100点（週1田〕（200点） ※（ ）は元の点数

緩和ケア診療加算［特定地媛） 200点（1自につき）（4οo点）
（新） 外来緩和ケア管理終［特聖地域1 150点（月1困） (300点）
4新） 糖尿病透析予防指準管理料（特定地域】 175点（貝1困） (350点）
（新） 栂療ハイリスク慮者ケア加算｛特定地域） 250点｛入院中1回） (500点）
（新） 退院翻整加算｛特定地域）（退院時1匝）

一般病棟等の場合 170点（14日以肉）（340点）
75点（15日以上30日以肉） (150点）
25点（31目以上）（50点）

療巻病棟害事の場合 400点（30回以内） (800点）
300点（31日以上90目以肉） (600点）
200点（91自以上120日以肉l(40P点）

［施設基準1 100点（121日以上） (200点）

①専従、専任、常勤要件を緩和する（ただし、医師は常勤とする。）

②専任チ一ムの設置を緩和し、指導等を行つた場合に算定可とずる 「 ｜（） 
戸－－（卸J第厚E主甑？雌草E賃理単φ摩鰻－墾一向”戸白－’．’”””””乙： 品墨壁翠~I:~に、以下から構成され晶鑑盟幽丘ム λ 以下両市構説品開時捻肝ームに抗議輯弔問＝回i

一 車問曲な官会曜が有われてい晶こと ー! 7糖尿病指導の経験を有する皇証金医師 「ー、〉 7 糖原病指導由経験を有する医師 i 
: 糖尿病指導の経験を有する重量鋪翻又は保健師 」ヲ／ イ糖尿病指導の舗を有する輔眠時間 ’ 

ウ糖尿病指導由経験を有する盟些型？住 ゥー轡蹄指導の静を有する管理栄養士

〉 一腹痛棟入院墓本料の届出についで、議麗毎の扇面を引吾語曇苛首是正予:t,c，。 27 



平成26年度診療報酬改定

〉

①常勤の管理栄養士の配置に関する経過措置を平成26年6月30日まで延長する。
②平成26年7月1日以降、常勤の管理栄養士を確保できない場合、

非常勤の管理栄養士または常勤の栄養士を確保している場合、入院料の所定点数から40点（1日につき）を控除し
た点数により算定。（ただし、平成24年3月31日において、①の経過措置に係る届出を行った医療機関に限る。）

( 店主··~日夜平時7時事諮問
随鐙詑竺竺型主主i

f1~絞·~＝~ぷ手記~，s;;;rr ：＇ ~iJ'';'if；：ぷ l

平成26年度鯵療報酬改定

〉月平均夜勤時間72時間要件Iま維持しつつ、当該要件のみを満たせない場合に、一般病棟7対
1及び10対1入院基本料と同様に8割相当の入院基本料を算定できるよう、各入院基本料！こ2

I 害lj減算の規定を設ける。

【現行】

A
V
 

【改定後】

rft•fl;j~ k；明基本山雄重量~：·.， 1
基本料25対心結綾摘棟入院基本料主婚

相病棟x院基本航障害者施設布告入院

：関経；{''.''!'1·)("1·；＇町~it·,'f !::_;·1r·1~ ：x~：1 

［算定要件］
①月平均夜勤時聞が72時間以下であるという要件のみ満たせなくなった場合については、直近3月に限り算定できる。
②最後に算定した月から起算して1年以内は算定できない
③毎月看護職員録用活動状況を報告
※当該点数算定期間中l士、特定の看護職員に夜勤時間が偏重することがないように配慮すること。

［緩和措置の対象外の入院基本料］
特定機能病院入院基本料、専門病院入院基本料

3 



［算定要件］
E進E且盤也副長ilk宜主J機宜護室鑑担重金量鼠匙民鎧J,l,.ユ1血盟主よ庄主A堕轟圭豊里且車」ふ遡畳盛盆座盆旦よ墨並走童紅色

有床睦療所λ韓基本軒1司 3については以下の聾件のうち2つ以上に該当すること．
．在宅相候養主揖診療所であって、過去1年間に訪問鈴棋を実施した実績があること．
．過去1年聞の急車時の入院件数が6件以上であること．
・夜間看盟配置加算1または2を届け出ていること．日夜間に看雄職員1人を含む2人以上音配置．加算2.夜間に看醸磯良1人以上を配置．｝
．時間外対応加算1を届け出ていること．〈患者からの電話等による問い合わせに対し．常時対応できる体制がとられていること.）
・過去1年聞の新調λ院患者のうち、他の保障臣線機闘の一般病床からの畳入が1割以上であること． .• 
－過去1年聞の当獣保障臣僚機間内における看取りの実績を2件以占有していること．
・過去t年聞の全身麻酔．脊維麻齢又は硬膜外麻酔（手術を実施した鳩舎に限る．］の息者数があわせて30件以上であること｛分娩を除＜J.
．医療資頴の少ない地織に属する有床診療所であること．
・過去t年聞にず~！置鼻障によるリハEリテーション．居宅療養管理指導又I~短期λ所担保養介謹等を実施した実織があること、又は指定居宅介盟交揖事業所であること．
．過去1年聞の分挽件数（帝王切開を含む｝が30件以上であること．
・過去1年聞に乳幼児加算・幼児加算．趨宜症児｛者）入院修療加算、準趨量症児〈者）；入院E参集加算又は小児療養環境特別加算を算定したことがあること．
看堕E置に係る基準については以下を議たすこと． 、
有床t参朝健所入院基本科1と4は看置職員配置7人以上であること．
有床替相候所λ院基本料2と51ま看誼磯良配置4人以上7人未請であること．
有床診様所入院釜本科3とeは宥陵職員配置1人以上4人朱満であること． 31 

〉 医療従事者の配置に係る加算を全ての有床診v療所入院基本料に拡大するとともに、

看護職員の配置をさらに評価し、看護補助者の配置の評価を新設する。

【現行】

2 

( 



( 

' 、

［算定要件］

・常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。等

離謹鱒髄額盤翻
〉栄養ケア・ステーションや他の医療機関と連携し、入院患者の栄養管理指導を行った

場合の評価を新設する。 【現行】

守点指燦諜震予存修，＇， _±3世髭：
［入院栄養食事指導料2の算定要件］

・診療所において、入院中の患者であって、特別食を医師が必要と認めたものに対し、当該保険医療機関以
外（栄養ケア・ステーション又は他の医療機関に限る）の管理栄養士が、医師の指示に基づき対面で必要な
栄養指導を行った場合に算定する。

※栄養管理実施加算と入院栄養食事指導料を併算定することはできない。

医療機関の機能分化”強化と連携、在宅医療の充実等

13 

34 



〉特定機能病院及び500）末以上の地域医療支援病院の紹介率凶逆紹介率を高める取り絡みをさらに推進す
るとともに、特定機能病院等を除く500）末以上の全ての病院（一般病床が200床未満の病院を除。）につ
いては、紹介なしに受診した患者等に係る初診料及び外来診療料を適正な評価とするとともに、保険外併
用療養費（選定療養）の枠組みの活用を推進し、病院及び診療所における外来機能の分化及び病院勤務
医の負担軽減を図る。

（新） 初診料 gog点（紹介のない場合）

（新） 外来診療料 54点
（他医療機関へ紹介したにもかかわらず、当該病院を受診した場合）

※ 保険外併用療巻善（喜望室療巷）安利用可姥

※対象病院については、一部の薬剤を除き、原則的に30自分以上の栓遂に係る評価｛処芳料‘
処方せん料、薬剤料）を60/100に適正化する。

※年に1困‘紹介率・逆紹介率等脊地方厚生（支）局長等に報告する｛毎年10周報告）

［経過措置］ 平成27年3月31日まで｛平成24年度政官のJM骨いについては‘平成27年3月31固まで継続】
［対象病院1

①特定機能病院と詮亙量産が500床以上の地域医療支緩病院のうち、紹介率盟監朱満かっ逆紹介率盟主生未満の施設 Il. / 
I ②許可病康教が500床以上の舎Tの痛鴎（特定機能病院および許可病床が500床以上の地域医療支援病院、並びに目 、，

一般病床が200床朱満の病院を除〈．）のうち、紹介率鎗艶未満かつ逆紹介率鐙笠朱満の施設
※②に係る紹介率等の定義については、地域医癒支援病院の定義に準ずる

（紹介患者数＋救急患者数） 逆紹介患者数
紹介率＝ 逆紹介率Z百宮古宮~初診の患者数 初診ゆ患者数

※初診の患者数等の定義については、医療法における業務報告と同様（主怠＆担
E舎の員岩盤の弓屯．権問叉I主休目に笹給したものの数l土険認。） 35 

平成26年度診療報酬改定

紹介率・渉紹介率の低い大病院における処方料等の滴E化の除外薬剤について

ア薬効分類が抗てんかん剤のもので、てんかんに対して用いた場合

イ薬効分類の小分類が甲状腺ホルモン製剤のもので、甲状腺の障害に対して用いた場合

ウ薬効分類が副腎ホルモン剤のもので、 i¥11］腎性器障害又は副腎皮質機能不全に対して用いた
場合

ヱ薬効分類が卵胞ホルモン及び黄体ホルモン売lのもので、卵巣除去後機能不全又はその他の
卵巣機能不全に対して用いた場合

オ薬効分類の小分類が合成ビタミンD製剤のもので、冨ij甲状腺機能低下症又は偽性冨lj甲状腺
機能低下症に対して用いた場合

カ薬効分類が乳幼児用剤のもので、フェニルケトン尿症、楓糖尿症、ホモシスチン原症文はガラ
ク卜ース血症に対して用いた場合

キアからカの内服薬と併用する薬効分類が健胃消化剤のもので、アからカに該当する疾患に対
して用いた場合

36 



( 

韓議鱒鐘轄欝輔髄離輯

瞳盟盤罷欝盤盟欝罷盤醸輔輔輯

ft~8議員長議議秘説錨鎖鎌謀議；~：＇＇＇~m::'0l＇：＇~＇ 1

｜毅繰議補綴議認識語j悦藤誠語表）（？！？？弓｜

平

〉 がん患者の精神的なケア、抗悪性纏蕩剤の副作用等の管理の重要性が増してきで
いることを踏まえ、医師又は看護師が行う心理的不安を軽滅するための介入及び医

I 師文は薬剤師が行う抗悪性腫蕩剤の副作用等の指導管理の評価を新設する。
【現行】

［施股基'Ill
1は世畢のがん愚者カウンセ穴リング科と同様．

2の堀合
①当 詰保障匝纏噛阻r＝掴臼＂＇ア白田修多修 7しが匪師＂＂＇寵停白署語師引手れ ＂＂＇＊＇－＇＂＂ l上F膏吉丸γL、る＂）－- . 
前 町r＝楓伴2,看措師1±.5隼以上古＜,1,1担者の看請に従事した語障参有しーカ.＜A,！患者ヘ由カウシセリンゲ等！こ係る適切な田信侶周回ト600時間以上】存修7しが者で

車晶玉主ι等

3の堀合
市当世保障匡集抽聞に化輩格字会由軒園事5怨l主主上右する匪師恐Ttii:停の麓嗣師日＂＇＇＊＇－＂＂＇＊＇－＇翁＂＇トP帝京hn、a~ ＞－－
同行、r＝坦 1~2'養剤師l土 3忽以上化事療法1＝伍＂＊＇暗に律事しが辞障害与右1 40時間以Jo由がんに係＂痛切な田修安倍 7しがん患者に討する薬鮒待望事指道拍車

誼’•sn務停i"l ト右オ＂＇＇骨ヤホ不亡ι等

I対象車者1
1の場合・が凶と診断された患者であって継続して治療を行う者．
2の場合．がんと診断された患者であって継続して治療を行う者のうち、訂AS-J{STAS回定需服） 't'？凶上の諸国治相垣間以上詰識すぷ者‘主l~ocslnid<ln0>/

Cnn何けなヨ1!1).an自民l上田ものであるこ~－
3由場合白票俳橿＂＇ H会聞きれ作事者由弓＂＇杭粟仲目軍事剖白骨盤支位浮射手量れでい＆岩ゐ，，.曾期間仕続票枠順調仮剖白骨筆書 L＜仕祥射由開始目前叩R"l肉‘叉

37 
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〉 外来化学療法加算は、本来、入院して行う必要のない化学療法を、外来で実施する体制を整備した施設の評価を目的として録定されたが、投

与方法の拡大等に伴い、加算白趣旨が不明瞭になりつつある．また、加算の対象となる薬剤に関する規定が不明確で晶ると由指摘がある．さら

に、一部の薬剤については、在宅自己注射指導管理科目対車薬剤になっており、二重評価になっていることから、外来化学療法田評価のあり方

について見直しを行弘 ’ 
圃園田園田園圃圃園田品髭温室温盗盛雄副圃圃圃圃圃圃園田園・

圃圃圃園時聖書！聖書惚甥理費国圃圃圃・

①GOOO皮肉、
皮下及び筋肉

注射且蛙
骨抗毒性既婚

盟問よ f
l、、

平成26年度診療報酬改定

〉精神科急性期治療病棟入院料1について、医師を16:1で配置した場合の評価を新設する。 I Ci 
（新） 精神料急性期医師盟置加箪 500点（1自につき）

［施設基準］
①新規入院患者のうち6割以上が入院日から起算して3月以内に退院し、在宅へ移行すること。
②時間外、休日又は深夜の入院件数が年B件以上であること。
③時間外、休日又は深夜の外来対応件数が年20件以上であること。

〉 急性期の精神疾患患者に対するチーム医療を推進し、早期退院を促すため、精神科救急入

院料、精神科救急・合併症入院料、精神科急性期治療病棟入院料（精神科急性期医師配置加
算を算定するものに限る）において、計画に基づいた医療を提供した場合の評価を新設する。

（新） 臨肉標 準診 療計 薗加 算 20Q点（退臨時1匝）
［対象患者］
①統合失調症、統合失調型障害及ひ凄想性障害、②気分（感情）障害
［算定要件］
入院した白から起算して7日以内に医師、看護師及び精神保健福祉士等が共同して、院内標準診

療計画書を策定し、当該計画書に基づき診療を行い、当該患者が60日以肉に退院した場合に退院時
1固に限り所定点数に加算する。

40 
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平成26年度診療報酬改定

［算定要件］
訪問診療を月1回以上及び精神科訪問看護を週2回以上〈うち月1回以上l土精神保健福祉士又は作業療
法士が訪問）実施している患者に対し、退院した日から起算して6月以内の期間に限り算定する。

［対象患者］
以下①～④のすべてを満たす者。
①1年以上精神病床に入院して退院した者又は入退院を繰り返す者。
②統合失調症、気分障害文は重度認知症の患者で、退院時のGAF40以下の者。
③精神科を標梼する保険医療機関への通院が困難な者。
④障害福祉サービスを利用していない者。

［施設基準］
①常勤精神保健指定医、常勤看護師又は常勤保健師、常勤精神保健福祉士及び常勤作業療法士の4名
から構成される専任のチームが設置されていること（いずれか1人は専従）。

②上記4人を含む多職種会議を週1回以上開催（月1回以上は保健所又は精神保健福祉センター等と共
同）すること。

③24時間往診及び看護師文は保健師による精神科訪問看護が可能な体制を確保していること。
④地域の精神科救急医療体制の確保に協力等を行っていること。

44 



〉 長期入院後の退院患者や入退院を繰り返す病状が不安定な患者の地域移行を推
進する観点から、保険医療機関と連携して行う訪問看護の評価を新設する。

（新） 精神科重症患者早期集中支撞管理連機加算 6.400円（月1回6月以内）

［算定要件］
①精神科重症患者早期集中支援管理料を算定する

患者の主治医が属する保険医療機関と連携し、当該
医療機関の職員と共同で会銀法行い、支援計画を策
定する訪問看護事業所であること．

②精神科訪閣看護を遅m昼よ実施していること。
③多職種会議を翠1旦旦＝ι開催し、うち、旦1旦弘よは

保健所又l立精神保健福祉セン告一等と共同して会識
を開催すること。

54（施設基準］
①精神科訪問看護療養費の届出を行っている訪問看護

事業所｝＇.＇あること。
② 24時間対応体制加算の届出のある訪問看護事業所

であること。

〉 精神科重症患者に対し、保険医療機関と連携しながら1日複数回の訪問看護を行う
場合についての評価を新設する。

｛医療機関）

( I （新） 精神科複数回訪問加算 450点（1回Z回）
（新） 精神科複数回訪問加算 800点（1日3回以上）

（訪問看護ステーション）

（新） 精神科複数回訪問加算 4.500円（1日2回）
（新） 精神科複数回訪問加算 8.000円（1日3回以上）

信諌報酬改定精神科重症者早期集中支援連携加算、精神科複数回訪問加算

醸藤毅遍議鱒議欝議欝欝鶴護瀦盤議議
’ 【管理科1(院内完結濯）］司、r I管理科1(連鵠型特別の関係由ST)] 、

、←

建一知一一
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平成26年度診療報酬改定

。！？持帰宅今季世件当衿持科目$：1#:I 

〉 1回の処方において、3種類以上の枕不安薬‘3穏類以上の隠眠薬‘4積類以上の杭うつ婆叉I土4種類以

上の杭精神病薬を投与した場合（以下．「向精神薬多剤投与！という0 ）、め精神科継続外来支援・指導料

は算定できないこととし、②処方せん料、処方料、薬剤料については減算する。

糊棉制措｝軍強制令万三；＇~川y；；続三日：；』

諜ただし、以下の繍合ま向輔持軍多剰設与と1，てI&わなL、
（イ）他の保障医鞭機関ですでに、向輔神車多嗣設与されている場合の連植した6ヶ月間．
開｝草剤の切り替えが必要であり、既に投与されている草剤と新しペ議λする草剤を一時的に併用する場合由連嶋した3ヶ月間．
（ハ｝臨時に投与した鳩合．
（ニ｝抗ラつ薬JI.I~杭精神晴薬に限仏精神科の診療に悟る軽肢を十分に有する医師｛諜｝が処方した場合．掠臨床桂監査5年以上有する‘適切な悟険医牒櫨聞におい
て3年以上回診療経肢を有する、掴当数回主語医として活担保した経瞳を有する．精神科車物療法に関する研修を催了していること等の要件を満たす医師をいう．
来向精神薬多掬控与を行った惇院医療櫨聞は、年に1回、向精神嘩多剤控与の状現を地方厚生（宜］局長に報告する． 49 
］＞）！措神秘蝉轄外来安樗・指鎌輯．処方せん割飢合魁.嗣科目電車I省＂全車両置 28年10飼司自之色白噌白血

平成26年度診療報酬改定

［抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬及び抗精神病薬の適正化についての除外規定］

i①初めて受診した日において、すでに他の． 保険医療機関で多剤投与されている場合

踏櫨誼届圃躍

！＠臨時に投与した場合

連続する投与期間が2週間以内又は

14回以内の投与

※投与中止期間が1週間以内の場合は ..  邑
連続する投与とみなす。 E理園.. 

※抗不安楽及び睡眠薬については臨時 a姻歯罰量’
に投与した場合も種類数に含める。 寝起型較

． ・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．”・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．，．．．．．．．．．．．．．．．． ・

i②薬剤の切り替え時 甥
新しく導入する薬剤を一時的に併用する場台~

ベ時間）

E思議抽院長遺書：~f<Jlll盛盤単霊園9.11・.................' 

④精神科の診療に係る経験を十分に有する医師

が、やむを得ず投与を行う必要があると認めた

場合（抗うつ薬と抗精神病薬に限る） r 
業精神科の診療に係る経験を十分に有する医師 /.l闘で＼
①～＠回全てを高たす者 くづ.... ~Y/k) 
①5年以上回臨床経験 .._.,, ""' . 
R＂年以上回適切な保険医痕機関における精神科白診据経験 : 
③国際療病分類の「精神及び行動の障害』における全ての

診断カテゴリーについて主治医として措療経験、 哩滞神科薬物暗法に関する適切な研修の修了



平成26年度診療報酬改定

() 

〉 救命救急入院料の急性薬毒物中毒加算について、対象を明確化するとともに、簡易な検査の評価を新設

t：~~~諸：：乾謹密ま戸度救命救急センターだ肘なく救命救急センターに拡大し、自殺対策｜ぐ
救命救急入院料 1 イ 91;169点（3日以内の期間）

急性薬毒物中毒加算1（機器分析｝ 5.000点
｛新｝ 急性薬毒物中毒加算2（その他I 350点

［算定要件］急件薬毒物中毒加算11機器分析Hこついては日本申毒噌会によるガイドラインに基づいた機
器分析を自院で行った場合に算定

［施設基準］高度救命救急センター及び救命救魚セン舎一

※新たな届出は必要ない

藤議語感品
〉 精神疾患を有する患者や急性薬毒物中毒患者については、搬送医療機関が決定するまでにかかる時間

が長いことから、夜間休日救急搬送医学管理料について、精神疾患の既往がある患者又は急性薬毒物中
毒の患者について評価を新設し、自殺対策を含めた救急医療等の推進を図る。

夜間休日救急搬送医学管理料 200点
｛新） 緒神疾患愚者等受入加算 400点
［算定要件］対象患者は深夜、土曜文は休日に救急用自動車及び救急医療用へリコプ事ーで搬送された患者のうち、過

去6月以内に精神科受診の既注がある患者又はアルコール中毒を除く急性薬毒物中毒が診断された患者
［施設基準3第二次救急医療機関であること

52 
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ADL維持向上等体制加算 25点（患者1人1自につき）

《L

［施設基準］

ただし、ADL維持向上等体制加算の対象となる患者
であっても、心大血管疾患リハビリテーション料、脳
血管疾患等リハビIJテ－$；3ン料、運動器リハビリ
テーション料、呼吸器リハビリテーション料、摂食機
能療法、視能訓練、障害児（者）リハビリテーション
料、がん患者リハビリテーション料、認知症患者リハ
ピリテ－$；3ン料及び集団コミュニケーション療法料
を算定した場合I立、当該療法多開始した目から当鞍
加算事箆jj?することはできないn

①当該病棟に専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚土が1名以上配置されている
こと。

②当該保険医療機関において、リハビリテーション医療に関する3年以上の経験及びリハピリテーション
医療に係る研修を修了した常勤医師が 1名以上勤務していること。

③研修は、医療関係団体等が開催する急性期のリハビリテーション医療に関する理論、評価法等に関する
総合的な内容を含む研修（2日以上ーかつ10時間以上で、修了証が交付されるもの）であり、次の内容を
含むものである。なお研修要件は平成27年4月1日より適用する。

5 

④当該病棟の 1年間の新規入院患者のうち、 65歳以上の患者が8割以上、又は循環器系の疾患、新生物叫
消化器系、運動器系または呼吸器系の疾患の患者が 6割以上であること。

⑤以下のいずれも満たすこと。
ア） 1年間の退院患者のうち、入院時よりも退院時等にADLの低下した者の割合が 3%未満

であること。
イ）入院患者のうち、院内で発生した祷癒患者の割合が 1.5%未満であること。 5, 



融機騒麟額融関

〉 脳卒中及び大腿骨盟部骨折の患者について、リハビリテーションの初期加算、阜期
加算を、入院中から引き続き実施する場合に限仏外来で算定可能とする。

〉 地域連携診療計画管理料等を算定した患者について、退院後の外来リハビリテー

ションを担う他医療機関に対して、リハビリテーション総合計画を提供した場合の評価
を行う。

（新） リハピリテーション総合計薗提供料 100点｛退院時1田）
（発握、手術又は急性増悪から 14日以肉に限り）

回一陣一

E
平
ー

｜入院リハと外来リハが同一医療被関で行われる場合｜

平日 巨苧ヨ~戸

55 

運動器リハビリテーション料（ill) 85点

56 
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〈対象患者〉下線部分一ーを追加 ｛注1）要介恒被保段者等に対する脳血管疾患等リハビリテーションは省略

＼・外科手術文〓…ーが：安！持川用齢制の｛刷出昨仙北票持続ーの患者であるだ：：；＿;t,'

；菱重関長叫ぷ識語｝世空軍物議誠意準認箆謹話~~~~~·t
：がA;最箸りハ芭リ千j午シ主シ料の対象とえ拍車者を除完治；；~＞i＇＇三＇＇••＇）＇•·•＇•＇／＂／；；以叫旬、下，，，当引いつ：二J山； ＞＇中ぷ三、＇＂

（注2）心大血管疾患リハビリテーシヨンE、運動器リハピリテーシヨシ料耳・置、要介護被保険者等に対する運動器リハビリテーシヨン桝I・ ll ・m、
呼吸器リハビリテーショシ料耳、障害虫〈者｝リハビリ子ーション料 6雌以上18蔵未満・18旗以上も5車引き上げ． .5 

回復期リハビリテーション病棟入院料1
（新） 体制強化加算 200点（1臼につき）

［施設基準］
①当該病棟に専従の常勤医師1名以上及び専従の常勤社会福祉士1名以上が配置され

ていること。
②医師については、以下のいずれも満たすこと。

アリハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有していること。
イ適切なリハビリテーションに係る研修を修了していること。

③研修は、医療関係団体等が開催する回復期のリハビリテーシヨン医療に関する理論、評
価法等に関する総合的な内容を含む数日程度の研修（14時間程度で、修了証が交付さ
れるもの）であり、次の内容を含むものである。なお研修要件については、平成27年4月1
日より適用する。

ア、回復期リハビリテーションの総論
ウ運動器リハビJJテーション
オ高次脳機能障害

lキ地域包括ケア

イ脳血管リハビリテーション、
ヱ回復期リハビリテーションに必要な評価
カ摂食店藤下、口腔ケア

④社会福祉士については、退院調整に関する3年以上の経験を有する者であること。 5 



［施設基準］
休日を含め、週7日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。

［経過措置］

平成26年3月31日に回復期リハビリテーション病棟入院料1の届出を行っている病棟で
あって、休日リハビリテーション提供体制加算の届出を行っていない医療機関については、
平成26年9月30固までの聞は上記の基準を満たしているものとする。

〉重症度・看護必要度の項目等の見直しを行う。

［経過措置］
平成26年3月31日に回復期リハビリテーション病棟入院料1の届出を行っている病棟については、平

成26年9月30日までの聞は上記の基準を満たしているものとする。

リハビリテーション総合計麗評価料
（新） 入院時訪問指導加算 150点（入院中 1困）

［算定要件］
①当該病棟への入院前7日以内又は入院後7日以内の訪問に限る。

②回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者！こ対して、医師、看護師、

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の少なくとも1名以上が、必要に応じて
社会福祉士、介護支援専門員、介護福祉士等と協力して、退院後生活する自宅等
を訪問し、住環境等の情報収集及び評価を行った上で、リハピ、IJテーション総合実

施計画を作成した場合に算定する。

60 
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創傷処置（6,000平方センチメートル以上）、熱傷処置（3,000平方センチメートル以上6,ooo平方セン
チメートル朱満、 6,000平方センチメートル以上）、リンパ管腫局所注入、ストーマ処置について、6歳未 v

満の乳幼児の場合は、 50点を加算する。

腹膜濯流について、6歳未満の乳幼児の場合は導入期の14日の問又は15日目以降30日目までの聞
に限り、それぞれ1日につき1,000点又は500点を加算する。 6 

〉

〉

磁気共鳴主νピニ正千主守断層鰻影＇（M~I撮影）’ワ
：司令長持俳句帥ι併柿会主；＇~！，（！（丸山りふ盟監か
2 1,sチスラ以上言テスラ朱満句機器tよる場合；J I 1,330点＼

本荷主誠~方自ザヘ：河川越息？？I

＼ 
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主
長時間にわたる検査や侵襲が大きい処置を実施する場合等、患者の安全を確保するため、よ

り厳重な監視を行う必要があるζとから、静脈麻酔の評価体系を見直し、より手厚い静脈麻酔

の体制の確保を推進する。

〉具体的には、下記の場合の静脈麻酔についての評価を新設する。

①常勤の麻酔科医が専従で静脈麻酔を実施した場合

② 3才以上6才未満の幼児に対して実施した場合

③実施時聞が2時間を超える場合

【現行】 【改定後】

静脈麻酔Ulι＇日 ι： 

~j軍閥的員長jよさが〆川町！：.,; , •. ｛；~ ~ flVi1' :; ・,,J ·i"'IJ!:x~：＃o.恥，.，.•• 
'2 ＋抽蜘明治れ時時閣のもの｛酬な堀合1ιl・:,: 600点・：.，

Jけや長時対ぞ堅持制対s内主持時~＇生以再来；，｝·：·ミ
：持1 3量目£8宣車溝由劫l/jlf＝到しマ軸白買取酔書·Jーリム；.~·ιー

f …，， .. , .. -, 
軒つが掴骨世帯宮古世1::.:rれ苧れ冊官事惜のmg*i去空主主さ＂！＇告
白101：：相当す·~·量動易相宜す昌二どJ ，：，.：·，に•＇· , • I ：早耳~手思
；以持主： 'iiiiづ成法拾す皆首長信議め岩前説聞説盛時間接ト l;'·c），~；·；：1半州よJ
溜佐場音伐に1出品悟誼艶雄揖めf''cc'c¥ !k!fi？）η！以1

諜 r被雑な場合』lま、常勤の府酔科医が奪提で当践麻酔を実施した場合をいう．

〉長時間にわたる麻酔管理は、患者への負担が大きくより厳重な管理が必要であり、

かつ麻酔実施者にかかる負担も大きいため、適切な管理体制が確保され~：~~ .~合
については、麻酔管理料（ I ）の加算として評価を新設する。 _:r・－一一一

〔算定要件〕

指定する手術のマスク又は気管内掃管による閉鎖循環式全身麻酔の

実施時聞が8時間を超える場合

【現行】

【対車となる手術1
K017 揖膏書店＃揖f酉惜樟＂血昔栢付告のもの L K02由自家措酎摘骨掴描移植術｛題微鏡τ巾信網柑巻町司~.白］

その他以下の区分番号白手術を対象とする。
K136-2 K151-2. K175 2. K379-2 2. K395‘K558 K 560 3イ‘ K5603ロ‘ K560 3ハ‘ K560 5‘ 
K 579-2 2 . K 581 3 . K 582 3 . K 584 2ふ K605-2. K 605-4、K645‘ K675 5‘ K 677-2 1.-K 697-5. 

KM7-7. K801 1 

6 

6 



w犠罷一
照射回数~減らす治療法の新設及び評価の見直し

1回照射線量を増加することにより、照射回数を減らせる場合について、患者の時間的負担軽減につながる
ことから、 5年局所再発率等の差が無いということが示されている全乳房照射の場合についてj日算を新設する。

【現行】 ' 【改定後】
体券：！~ ............. '"'" '" －… 。

〉

[1回線量増加加算に闘する施設益事1
・曲射線治療を専ら担当する常勤の匡師｛放射線治療の桂瞳を5年以上有するものに眠る．｝及び放射線治療を専ら担当する常勤のE参集曲射線桂師（肱射線描療の経駿を5
年以上有するものに限る．）がそれぞれ1名以上配置されていること．

・なお．当量常勧の医師又は診療曲射線怯師I志、曲射線治療専任加算、外来世射線治燦加算．強度変悶歓射線描穣（IMRT）‘圃像曹埠放射線治機加算．体外照射呼駁性
移動対策加算、定位放射線描療．皇位放射線描抱腹呼吸怯移動対策加算に罷る常勤の医師．醤線放射線技師を兼住することができる．

術中照射や転移性骨腫楊などに対する直線加速器による緩和的照射について、局所制御率の向上等の
有効性が示されていることから、評価の見置しを行う。

【現行

、j
ノ

〆，，‘、、

【改定後】。
。

〉

8平成26年度診療報酬改定

0検査の流れ
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医璽時点

ーー瞳註
診療報 （改定後）
酬点数 診療報酬点数
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平成田年度診療報酬改定

（参考）新たに施設基準の届出が必要な手術

今般の改定で、医療技術評価分科会等からの提案等により施設基準が新設された又
は見直しが図られたため、新たに届出が必要な手術について以下に示す。

、』S／
f
t
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)> 植込型中心静脈カテ一子ルについて、中心静脈栄養だけでなく化学療法等も一般に広く行われていることから、その
使用実態を踏まえて診療報酬上の名称等の見直しを行う。

一 一 － ー － 品 「'ktヨ髄櫨置置留置回包囲橿語圏圃盟理鶴箇箇圃
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平成26年度診療報酬改定

〉診療録管理体制加算について、コードに基づく診療録の管理や専従の職員の臨置等、

充実した診療録管理体制を有している場合の評価を新設する。

診療録管理体制加算（入院初日）

［施設基準］
①年間退院患者実数2,000名あたり1名以上の専任の常勤診療記録管理者が配置されており、

うち1名以上が専従であること。
②各退院患者の「氏名J、「生年月日」、「疾病名」及び「入院中の手術」等に関する電子的な一覧

表を有し、診療録の検索・抽出が速やかにできる体制を確保していること。
③前月に退院した全診療科の全退院患者のうち、退院日の翌日から起算して14日以内に退院

時要約が作成され、中央病歴管理室に提出された者の割合が9割以上であること。



〉代替の医療技術に置き換わり臨床上行われていない行為等については、医療技術
評価分科会における議論等を踏まえて、診療報酬点数表等の簡素化を図る。

【廃止を行う技術の例】

｜廃止の醐 ｜ 

〉画像診断管理加算及び遠隔画像診断における画像診断管理加算の算定について、
画像の読影等を行う外部の機関を利用した場合は、評価の対象とならないことを明確
にする。
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平成26年度鯵療報酬改定
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〉 勤務医の負担の大きな原因となっている、当直や夜間の呼び出しなど、時間外・休日・深夜の
対応lこついての改善を図るため、手術及び一部の処置の「休日・時間外・深夜加算」の見直し
を行つ。

【現行】手術・ 150点以上の処置 【改定後】手術・~以上の処置

対何事蝉i(it'.:\I~州南叫忠I¢ l' h係自頻繁；引：1り｜盟血皇、

※従来の~al直については加算「21止する

［施設基調
(1）及び（2)f;t当該加算を算定する診療科が実施していればよい。

(1) ~:E＝手術前の当芭（緊急陣rt出し当番杏舎む伺）の免除泌を実施していること。｛年12日までは実施しなくてもよい）

認偽善玉fjf!'.!3~~関鵠？蛸霊協和t訳、当番目時聞に当時問機関内での輔苦行わなかった場合、盟国の予定手術に

(2）下記のいずれかを実施していること。（診療科ごとに異なってもよい）
①玄盆勤漉盟主（常勤の医師3名以上告夜勤の翌日の日勤は休日、日勤と夜勤を連続させる場合は休憩を置〈こと）

等雑話議襲憶において制時間帯開われる闘については、酬を行う医師の昨よって実齢4ていること．ただし、間剛司件以上の問手

②宏之主塑！＜医師5人ごとに1人の緊急呼び出し当番を置き、休日・時間外・深夜の対応を一元化1.,，緊急呼び出し当番目翌日は林国務）

線開錦鶏盟諸謀議欝議総議鶏争聞には参加…－
＠時間外E休E・深夜の手術•1000点以上の処置の寝施に係る医師｛術者叉I土第一助手1の革当支給竺

※（ア］または｛イ）のどちらかを実施する．向容を就章規則に記搬し、地方車生局長等に届け出る＝と．｛記舷1ま21年3月31日までは実施していな〈てもよい．）
(7）その都度、休関手当‘時間外手当．罪夜手当、当証手当等とは別の手当を支給 ｛イ）年聞に行った数に応じた手当を宜絵 7 



［施設基準の続き］
(3）採血‘静脈注射及び留置針によ晶ルート確保について．原則として誤認医師以外が実施しているとkf新生現存除乙）
争終1教育的揖点から臨床窃修医1年目が実施する場舎を障〈．ただし、窃修医が所属する鯵療科で実施する鳩合で、研修プログラムに支障のない範囲院限る．
来2医師以外の医療提事者が、実障に患者に鼠みたが実胞が固雑であると判断した場合は医師が実施しても良い．｛患者を実際に観察し、穿剰を行う前に判断する

場合も含む．｝

(4）下記のいずれかに該当すること。
［亨｝高品忌議遍磁逼孟i高言”・・・・・・・ーーーー－－－－ーーーーーす古車時謹墨諮欝 百議了~耳甜位向
l イ）金量窓艶手帽を実施し.t＝場合に限晶）の患者監部·~畳且よで晶る 杢芸主主三三予定且盟盟凪盟盟九丘互理血盟盤底坦瞳＂＂＇主旦且監理 I
, ＿＿＿＿一一一一一一一・句”””・一一一一一一一ーーーーーーーーー一一一一一一一一一－－－＇
(5）下記の7及びイの勤務医負担軽減策を実施していること

: 7）当銭保融医療櫨関向に病院勤務医員担軽羅等のための置証書をE置して イ｝当該保験医療機関向に多職種からなる世割分担推進のための岳民会1
: いること 等を霞置し、改善計宙を作成すること． j 

［算定要件］
(1）手術文lま処置が保険医療機関又は保険医の都合により休日、時間外、深夜に行われた場合には算定できない。
(2）時間外加算は、入院外の患者に対してのみ算定できる。

j
 
a

’
 

’
h
 

（
 

［算定要件1
. (1）緊急肉視鏡検査である場合のみ算定し、内視鏡検査

が保険医療機関又は保険医の都合により休日、時間
外、深夜に行われた場合には算定できない。

主些些己j（幻時間外加算は、入院外の患者に対してのみ算定できる。7

平

0病棟での緊畠惨療
＆ 夜 勤 医 師

夜の翌日の日勤は休日

（日勤から夜勤の連続は可）
0救急外来からの
各科コール

轟＝
O緊急手術 ・同時2列目以上白手術の場合は、夜勤以外の医師を呼び出すことが可能．
（同時1"1Jまで｝・その場合、翌日の手術の術者等になっても差し宜えない．

… 轟 轟緊急呼び出し当番

3盈し／当番以外の医師 1手び出されて院内に
ぷ蜜語弘 ｛車則翌日手衡がない医師り
J匂想望書 輔のトめに岡村山lで品、 行った場合I土、翌日は
揺滋詣嘉 吉畳皇豊堅手当鮮が 休日
0緊急手術 菩~＝＇！~当直翠し切羽
対応＋ (12日以内。

急措以外の吐目前緊急呼び出し当番
〆， ~.，尊師同に剛拙l.:C:ti;· .呼び出されて院内に

行った場合は、翌日の

O緊急手術 T 同志A 相 手術の術者・第一助手

対応 4 半里日時巳セなえても品H A ー になれない
I 潔翠冨手術に噴砂mしても予定亭筒附の
！ 当直簿として数えなL、.(12日以肉でなえでもよL、，）

」 .与す＇＇L 綿，＇＂＇医師に革術亀車部
集中しないJ日なE虚‘存符号己k 8 

【③時閑外等の手術等に係る手当支給の場合】

玄呼踏顎~＇護ki＝~ご療

院外1~l＇~'cもよい一一一→臨調各科コール
手術や1曲。点以上の処IIを行った渇会It.手当を支給
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〉 急性期における夜間の看護補助者の配置について、評価を引き上げ、看護職
員の負担を軽減する体制の推進を図る。

川5；乞ちと：5.0対：モ：5,t
100対1

［施設基準］

夜間急性期看護補助体制加算

人：，.：；；う1;9：車京：＜＇：＇.以下ぜ

5点

_ .. ;J釘:t~!i

¢＇対臨時同
I ＜新） 盆盆工

｜ι（改手広告。対fi｛民＜ 1・

（改） 100対1

25対1、50対1又は75対1のいずれかの急性期看護補助体制加算を算定している病様であること。

（参考）急性期看護補助体制加算の施設基準
(1)一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料（一般病棟）及び専門病棟入院基本料であって7対1入院基本料又は

10対1入院基本料の届出病棟に入院している患者であること。
(2）総合周産期母子医療セン事ー又は年間の緊急入院患者数が200名以上の病院
伺）一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の書I）合が10対1入院基本料においては豆盤以上
(4）看護補助者に対し、急性期看護における適切お看護補助のあり方に関する院内研修会を行っている。

。
40対1 I 330点

で〈！；海州t.·~ ＂＇午、；J.I ¥'{'.2,弱点：SY
75対・， I 1ao点

そ？勾op対守c;;:•·>',: 
［施設基準］

担金虚

J人勺：盟必＜ ;・ 
壁旦皐

8 

一、盟主出
盟旦虚

忽旦怠ι

1旦旦A
μ；：一日室温；W

① 医師事務作業補助者の業務を行う場所について、呈旦笠単よを病棟又は外来とする。
②看護職員を医師事務作業補助者として届出することは不可。

※ 従前の医師事務作業補助体制加算については、看護職員を医師事務作業補助者として届出することは不可
とした上で、医師事務作業補動体制加算2とする内

2※病棟および外来とは、それぞれ入院医療、外来医療を行っている区域をいい、ス告ツフルームや会議室等を含む。（ただ
し、医局や、医師が診療や事務作業等を目的として立ち入ることがない診断書作成のための部屋及び医事課等の事務

室旦金主主ど斗



平成26年度診療報酬改定

平

療養病棟又は精神病棟において、薬剤師が4週目以降も継続して病棟薬剤業務を実
施していることを踏まえて、病棟薬剤業務実施加算の療養病棟圃精神病棟における評価
を充実する。

盟議騒騒騒墾翠鐙鑓欝欝懇盟離盤欝蕗閤

瞳欝欝欝璽醤鱗輯
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平成26年度診療報酬改定

( 

妥結率が低い場合は、医薬品価格調査の障害となるため、毎年9月末日までに妥結率が5
0%以下の保険薬局及び医療機関について、基本料の評価の適正化を図る。

〈診療趨酬＞

・許可病床が200床以上の病院において、妥結率が低い場合は、初診料・外来診療料・
再診料の評価を引き下げる。

（新〕 初診料 209点（妥結率50%以下の温合） ［還常： 282点］
｛新） 外来診療料 54点（妥結率50%以下の場合） ［盗常： 73点〕
（薮〕 茸惨料 53点（妥結率50%以下の場合） ［通常： 72点］

〈留剣報酬〉

・保険薬局において、妥結率が低い場合Iま、調剤基本料の評価を引き下げる。
｛新） 間剣基本料 3 1点（妥結慈50%以下の場合〕 ［遇常： 41点〕
｛新） 翻剤基本料の特例 19点｛妥結率50%以下の場合） f通常： 25点〕

卸売販売業者と当該保険医療機関等との聞での取引価格が定められた医療用医薬品
の薬価総額（各医療用医薬品の規格単位数量x薬価を合算したもの｝

当該保険医療機関等において購仇された医療用医薬品の薬緬総額
妥結率＝

※許可病床が200床以上の病院及び保険薬局においては、年に 1回妥結率の実績に
ついて、地方厚生局へ報告する。

妥結率の特例の実績期間と該当期間

~~~~~~I州日 l 叩日日旧互E

' 
＼ 

甲



（案） 匡回

労災診療費算定基準が改定され、平成26年
4月からの被災労働者の診療に適用されます

労災診療費算定基準が平成26年3月31日に改定され、平成26年
4月1日からの労災診療費の算定に適用されます。
改正点は、次の6点です。

1 初診料の引上げ
①初診料
②初診料（同一日の2つ目の診療科）

,2 再診料の引上げ
（~ ①再診料

②再診料（同一日の2つ目の診療科）

3 疾患別リハビリテーション料の引上げ
①心大血管疾患リハビリテーション料（II)
②運動器リハビリテーション料（ I ) 
③運動器リハビリテーション料（III)

④呼吸器リハビリテーション料（II)

4 術中透視装置使用加算の拡充
①対象部位 「舟状骨Jを追加

3,640円 → 3,760円
1,820円 → 1,880円

1,360円→ 1,390円
670円→ 690円

100点→ 105点
180点→ 185点
80点→ 85点
80点→ 85点

②対象術式 「骨折経皮的鋼線刺入固定術jを追加
③「脊椎に対して経皮的椎体形成術を行う場合」を追加

5 職場復帰支援・療養指導料の新設
0「再就労療養指導管理料」を廃止し、「職場復帰支援・療養指導料」を新設
O 医師又は医師の指示を受けた医療従事者が、医療機関等に赴いた事業
主等と面談の上で必要な指導を行う場合などを評価
①精神疾患を主たる傷病とする場合 560点
②その他の疾患の場合 420点

6 労災電子化加算の引上げ
労災電子化加算 3点→ 5点

→詳細は、次頁以降をご貫ください。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署



、

1 初診料の引上げ

今般の診療報酬改定により初診料が引き上げられたことから、労災保険でも金額を引き
上げまじた。これにより、初診料として、 3,760円を算定できます。

また、同一の医療機関において、業務上の事由又は通勤による傷病について、同一日に
複数の診療科を初診として受診した場合、 2つ目の診療科に限り、 1,880円を算定できます。

2 再診料、の引上げ

今般の診療報酬改定により再診料が引き上げられたことから、労災保険でも金額を引き

上げました。これにより、再診料として、 1,390円を算定できます。

また、同一の医療機関において、業務上の事由文は通勤による傷病について、同一日

に複数の診療科を再診として受診した場合、 2つ目の診療科に限り、 690円を算定できます。

3 疾患別リハビリテーション料の引上げ てj

今般の診療報酬改定により、疾患別リハピリテーション料が引き上げられたことから、労災
保険でも一部点数を引き上げました。
改定後の疾患別リハビリテーション料は、以下のとおりです（下線部が改定された点数）。

・心大血管疾患リハビリテーション料（ I ) (1単位）
・心大血管疾患リハビリテーション料（II)(1単位）
・脳血管疾患等リハビリテーション料（ I ) (1単位）
・脳血管疾患等リハビリテーション料（II)(1単位）
・脳血管疾患等リハビリテーション料（ill)(1単位）
・運 動 器リハビリテーション料（ I) (1単位）
・運 動 器リハビリテーション料（II)(1単位）
・運 動 器リハビリテーション料（皿） (1単位）
・呼 吸 器リハビリテーション料（ I)(1単位）
・呼 吸 器リハビリテーション料（II)(1単位）

250，長

盟主卓
250点
200点
100点

盟E主
180点
宣豆息
180，長

盟主 ’. 

4 術中透視装置使用加算の拡充

術中透視装置使用加算の対象部位にf舟状骨jを、対象術式に「骨折経皮的鋼線刺入
固定術」を追加するとともに、「脊椎」に対して「経皮的椎体形成術」を行う場合を追加しまし

た。
術中透視装置を、①「大腿骨j、「下腿骨」、「麗骨J、「上腕骨」、「前腕骨」及び与量並宜ょ

の骨折観血的手術又は骨折経皮的銅線刺入固定術を行う際、②「脊椎｜の「終皮的椎体

形成術｜争行う際に使用した場合に、 220点算定できます（下線部が追加された部分）。

請求に当たっては、レセプトの50.手術・麻酔欄に、回数及び合計点数を記載し、摘要欄
に「＊術中透視装置使用加算×回数Jを記載してください。
その際には、術中透視装置を使用したことを診療録（カルテ）に記載し明確にしておいて

いただく必要があります。

（注）本加算は、労災診療費算定基準の「四肢の傷病に係る処置等の加算」の対象には
なりません。

内
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5 職場復帰支援・療養指導料の新設

通院療養を継続しながら就労が可能な傷病労働者（入院治療後通院療養を継続しなが
ら就労が可能と医師が認める者又は入院治療を伴わず通院療養を3か月以上継続してい

る者で就労が可能と医師が認める者をいいます。）の職場復帰支援の充実を図るため、従

来の「再就労療養指導管理料」を廃止し、「職場復帰支援・療養指導料Jを新設しました。
以下の①から③の指導等を行った場合に、次の点数を算定できます。
0「精神疾患を主たる傷病」とする場合：月 1回560点
Oその他の疾患の場合：月 1回420点

なお、同一の傷病労働者に対しては、それぞれ3回が限度（慢性的な疾病を主病とし、
現在就労している傷病労働者については、医師が必要と認める期間）となります。

①傷病労働者に対し、傷病労働者の主治医又はその指示を受けた医療従事者（看護
職員（看護師及び准看護師）、理学療法士、作業療法士又はソーシヤノレワ｝カー（社会
福祉士及び精神保健福祉士に限る。））が、就労に当たっての療養上必要な指導事項
及び就労上必要な指導事項を記載した「指導管理築」を交付し、職場復帰のために必
要な説明及び指導を行った場合

②傷病労働者の主治医が、傷病労働者の同意を得て、所属事業場の産業医（主治医
が当該産業医を兼ねている場合は除きます。）に対して、文書をもって情報提供を行っ
た場合

③傷病労働者の主治医又はその指示を受けた医療従事者が、傷病労働者の同意を得
て、医療機関等に赴いた事業主（人事・労務担当者など傷病労働者の職場復帰に関す
る権限を有する方を含みます。）に面談の上、職場復帰のために必要な説明及び指導
を行い、診療録に当該指導内容の要点を記載した場合

請求に当たっては、レセプトの80.その他の欄に回数及び合計点数を記載し、摘要欄に
「※職場復帰支援・療養指導料（精神疾患を主たる傷病とする場合）560×回数」又は
f※職場復帰支援・療養指導料（その他の疾患の場合）420×回数）を記載してください。

（注）「指導管理築」は、労災診療費算定基準の別紙様式1～様式4又はこれに準じた文書
により作成する必要があります。

※「職場復帰支援・療養指導料」（新設）と「再就労療養指導管理料」（廃止）の比較

指導等の内容 変更点 変更内容

従来の「再就労療養指導管理料」では、主治医が傷

病労働者に対して指導等を行った場合にのみ算定可

上記① 拡 充 能としていましたが、「職場復帰支援・療養指導料」で

は、主治医の指示を受けた医療従事者が指導等を

行った場合にも算定できるようになります。

上記② 変更なし 従来の「再就労療養指導管理料Jと同様の内容です。

医療機関等に赴いた傷病労働者の所属事業場の事

上記③ 新 三見事刊λ 
業主に対して、主治医又はその指示を受けた医療従

事者が指導等を行う場合を、新たな評価対象として追
加したものです。
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6 労災電子化加算の引上げ

現在、電子レセフ。トiこよる労災診療費の請求がで、きるようになっていますが、電子レセプト

請求を実施する医療機関の負担軽減を図るため、平成26年4月診療分から、オンライン又
は電子媒体による労災診療費の請求を行った場合に、電子レセプト1件につき5点が算定
できます。（初診、再診を聞いません。）

（注1）平成26年3月診療分までは、電子レセプト1件につき3点の算定となります。
（注2）「労災電子化加算」の算定は、平成28年3月診療分までとなる予定です。
（注3）薬剤費レセプトは、「労災電子化加算」の対象とはなりません。

（注4）電子レセプト請求を開始するに当たっては、所定の手続きが必要となりますので、届
出・設定などの詳細は厚生労働省ホームページをご覧《ださい。

労災レセプト電算処理システム

労災診療費算定基準の別紙様式1～様式5については、厚生労働省ホームページ

( http:/ /wwy.i.mhlw.gojp/ stf I seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/ roudot』kijun/rous
ai_shinryouhi/kaitei.html）から入手できます。

別紙様式1・・・職場復帰支援・療養指導料の指導管理婆（精神疾患を主たる傷病とするもの（患者用））
様式2・・・職場復帰支援・療養指導料の指導管理皇室（精神疾忠を主たる傷病とするもの（産業医用））
様式3・・・職場復帰支援・療養指導料の指導管理豊富（精神疾患を主たる傷病としないもの（患者用））
様式4・・・職場復帰支援・療養指導料の指導管理築（精神疾患を主たる傷病としないもの（産業医用））

ー様式5・・・労災リハビ、日テーション実施計画書

・改定内容の詳細については、以下までお問い合わせください。

・・労働局労働基準部労災補償課
(TEL:eee-eee－・・・・）

-4-
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I 労災診療費算定基準（平成昌426年4月1日以降の診療）と留意点

労災診療費は、原則として、健康保険の診療報酬点数表（以下「健
保点数表Jという。）にしたがって算定しますが、次に掲げる項目に
ついては、労災保険独自の算定基準を定めていますので、この取扱い
にしたがって、労災診療費を算定して下さい。
なお、療養の費用を支給する場合（非指定医療機関に受診した場合）

の支給限度額の算定についても、下記の取扱いに準じて行います。

1 診療単価
診療単価は、 12円とします。ただし、以下に係るものについては、

11円50銭とします。 （円未満の端数切り捨て）

( 1 ）国及び法人税法（昭和 40年 3月31日法律第 34号）第2条第
5号に規定する公共法人

( 2）法人税法第2条第6号に規定する公益法人等で、あって、法人税
法施行令（昭和 40年 3月 31日政令第97号）第5条第 29号に掲
げる医療保健業を行うもの

なお、平成~26 年 3 月剖31 日における上記（ 1 ）及び（ 2）に
該当する医療機関は、参考:1 (26ページ）のとおりです。

注法人税法の規定により、医療保健業に課税されるものを課税医
療機関（診療単価 12円）、課税されないものを非課税医療機関（診
療単価 11円50銭）と呼びます。

2 初診料 医科、歯科ともGァ --&-4-Q-3 ' 7 6 0円
初診料については、健保点数表と異なり点数ではなく、上記金額で

算定します。
労災保険の初診料は、支給事由となる災害の発生につき算定できま

す。したがって、既に傷病の診療を継続している期間（災害発生当日
を含む。）中に、当該診療を継続している医療機関において、当該診
療に係る事由以外の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により
初診を行った場合は、初診料を算定できます。 （労災保険において継
続診療中に、新たな労災傷病にて初診を行った場合も、初診料
品-MQ3,760円を算定できます。）

ただし、健保点数表（医科に限る。）の初診料の注ふ5ただし書に
該当する場合（上記の初診料を算定できる場合を除く。）については、
初診料の半額のら担{fl,880円を算定できます。

その他の初診料の算定に係る取扱いについては健保準拠です。
初診料の算定例は、参考 2 (27ページ）のとおりです。

注初診料（医科に限る。）の注2から注4については、労災保険ではこ

れを適用しませんn
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3 救急医療管理加算 入院 6 00  0円（ 1日につき）
入院外 1' 2 0 0円

初診時（継続診療中の初診時を含む。） Iこ救急医療を行った場合、
入院した場合は 6,000円、入院外の場合は l,200円を算定すること
ができます。

ただし、これは同一傷病につき l回限り算定できるものであり、
健保点数表における「救急医療管理加算J、 「特定入院料Jとは重
複じて算定できません。

なお、入院については、初診に引き続き入院している場合に 7日
間を限度に算定することができます。

また、健康保険における「保険外併用療養費（初診時自己負担金） J 
とも重複して算定できません。

（例 1）救急医療管理加算が算定できる場合
① 傷病の発生から数日間経過した後に医療機関で初診を行った場

A 
口。

② 最初に収容された医療機関においては、傷病の状態等から応急
処置だけを行い、他の医療機関に転医した場合。 （それぞれの医
療機関で算定可）

③傷病の発生から長期間経過した後であっても、症状が安定して
おらず、再手術等の必要が生じて転医した場合。 （転医先におい
て算定可）

（例 2）救急医療管理加算が算定できない場合
① 再発の場合。
②傷病の発生から数か月経過し、症状が安定した後に転医した場
合。

③ じん肺症、振動障害等の慢性疾患あるいは遅発性疾病等、症状
が安定しており救急医療を行う必要がない場合。

④ 健保点数表（医科に限る。）の初診料の注ふ5ただし書に該当
する初診料（今8剖 1,880円）を算定する場合。

⑤ 上記の他、初診料が算定できない場合。

注 健康保険では「救急医療管理加算 1J (800点）と「救急医療
管理加算 2J (400.点）に区分されていますが、労災診療費算定
基準に定める救急医療管理加算（以下「労災救急医療管理加算！
という。）については区分を設けておらず、その算定は次のとお
りとなりますn

労災救急医療管理加算は健保点数表における「救急医療管理加
算j との重複算定はできないため、そのいずれかを算定すること
となりますが、労災救急医療管理加算では、初診の傷病労働者に
救急医療を行った場合には所定の金額（入院の場合 6,000円）を
算定できることから、健保点数表によれば「救急医療管理加算 2J
の算定となる場合であっても、労災救急医療管理加算を算定でき

主主L
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4 療養の給付請求書取扱料 2, 0 0 O円
労災指定医療機関等において、 「療養（補償）給付たる療養の給

付請求書（様式第5号又は第 16・号の 3）」を取り扱った場合に 2,000 
円を算定できます。
ただし、再発（様式第5号又は第 16号の 3）の場合や、転医始診
（様式第6号又は第 16号の4）の場合は算定できません。

1 注 「療養（補償）給付たる療養の費用請求書（様式第7号（ 1）～ 
(5）又は第 16号の 5 (1）～（ 5) ）」を取りl扱った場合は、算

定できません。

5 再診料斗~1. 390円
一般病床の病床数 200床未満の医療機関及び一般病床の病床数

200床以上の医療機関の歯科、歯科口腔外科において算定します。
再診料についても初診料と同様に、点数ではなく上記金額で算定

します。
ただし、健保点数表（医科に限る。）の再診料の注会3に該当す ( I 

る場合については、位。690円を算定できます。この場合において、 ＼ノ

夜間・早朝等加算、外来管理加算、時間外対応加算、明細書発行体
制等加算等（注ふ4から注手8まで、注ふ10から注叫12に規定す
る加算）は算定できません。
その他の再診料の算定に係る取扱いについては健保点数表の注手

8を除き健保準拠です。 イ竺イ旦点空士三更ゲ？？生91£ヴ注目についてす，ζ

下、...｝＂令官 t 借金r与と？『本志争ゼ~可ト ¥ 

（例 1) 業務上の事由による傷病により、同一日に同ーの医療機関
の複数の診療科を引き続き再診した場合
01つ目の診療科 ＋「与-0--Q-1, 390円を算定
02つ自の診療科 ら平-0-69 0円を算定
03つ自の診療科 （算定できない。）

（例2) 業務上の事由による傷病と私病により、同一日に同ーの医
療機関の同一の診療科を再診した場合
0主たる傷病についてのみ、再診料を算定 「｝

（例 3) 業務上の事由による傷病と私病により、同一日に同一の医
療機関のfill.22童壁主主を再診した場合
0主たる傷病について再診料を算定し、もう 1つの傷病につ
いて 2科目の再診料を算定

注亙整監~こF旦五,,_J <!2注2については、労災保険で且三ιま適

旦主主主企2

6 外来管理加算の特例
再診時に、健保点数表において外来管理加算を算定することがで

きない処置等を行った場合でも、その点数が外来管理加算の 52点に
満たない場合には、特例として外来管理加算を算定することができ
ます。
また、外来管理加算の点数に満たない処置等が 2つ以上ある場合

には最も低い点数に対して外来管理加算を算定し、他の点数は外来
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管理加算の点数に読み替えて算定することができます。

注1 健保点数表において算定することができない処置等とは、慢性
疹痛疾患管理並びに別に厚生労働大臣が定める検査並びに健保点
数表第2章第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、
第9部処置、第 10部手術、第 11部麻酔及び第 12部放射線治療を
いいます。
なお、別に厚生労働大臣が定める検査とは、健保点数表第2章

第 3部検査第3節生体検査料のうち、次の各区分に掲げるものを
いいます。

超音波検査等
脳波検査等
神経・筋検査
耳鼻咽喉科学的検査
眼科学的検査
負荷試験等
ラジオアイソトープを用いた諸検査
内視鏡検査

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
③
 

注2 四肢に対する処置等に対し 1.5倍又は2倍の加算ができる取扱
い（四肢加算）が適用される場合は、適用後の特例点数を基準に
します。

（例）消炎鎮痛等処置「マッサージ等の手技による療法」
を行った場合

35点×1.5倍＝53点
よって、四肢加算後の特例点数53点が基準となり、外来管理

加算の 52点は算定できません。
なお、四肢の消炎鎮痛等処置「マッサ｝ジ等の手技による療

法Jに四肢加算を行わず、 35点として外来管理加算の 52点を
合算して 87点を算定することはできません。

（四肢）

注3 慢性疹痛疾患管理料を算定している場合であっても、慢性疹痛
疾患管理料に包括される処置（介達牽引、矯正固定、変形機械矯
正術、消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯固定、低出カレーザ、
一照射及び紅門処置）以外の処置等を行った場合は、外来管理加
算の特例を算定することができます。

／ 

＼ 

注4 健保点数表の再診料の注－＋－8にかかわらず従前どおり計画的な
医学管理を行った場合に算定できます。

再診時療養指導管理科 920円
外来患者に対して再診時に療養上の指導（食事、日常生活動作、

機能回復訓練、メンタノレヘノレスに関する指導）を行った場合に指導
の都度算定できます。

6 
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注1 同一月において重複算定できない管理料等は、参考3 （♀＆29べ
ージ）のとおりです。

注2 同ーの医療機関において、同時に2以上の診療科で指導を行つ
た場合であっても（医科と歯科及び医科と歯科口腔外科の場合を
除く。）再診時療養指導管理料は1固とじて算定します。
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♀ 8 入院基本料
入院の日から起算して 2週間以内の期間 健保点数の l, 3 0倍
上記以降の期間 健保点数の 1. 0 1倍 (', 

ー入院基本料は、入院の日から起算して 2週間以内の期間について
は、健保点数の1.30倍、それ以降の期間については、健保点数の1.01 
倍の点数（いずれも 1点未満の端数は四捨五入）を算定することが
できます。

注 1 各種加算の取扱いについては、以下のとおりです。

① 健保点数表の第1章第2部「入院料等Jの第 1節「入院基本料」
について
ア イ以外の点数については、入院基本料に当該点数を加えた後

に 1.30 倍又は 1.01倍することができます。
イ 入院期間に応じ加算する点数の場合は、 1.30倍又は 1.01倍
することができません。

具体的には、参考ふ4 （品30ページ）のとおりとなります。
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「

② 健保点数表における第1章第2部「入院料等j の第2節「入院
基本料等加算Jに示されている各種加算については 1.30倍文は
1. 01倍することができません。

③ 「.W9 労災治療計画加算（100点加算）」については 1.30 倍
又は 1.01倍することができません。

注2 外泊期間中の入院基本料は、すべての加算を含まない入院基本
料の基本点数に 0.15を掛け、その後 1.30倍文は 1.01倍した点数
となります。

注3 定数超過入院に該当する場合及び医療法に定める人員標準を著
しく下回る場合の入院基本料は、健保点数表第1章第2部入院料
等の通則6に従って算定した後の点数を 1.30倍又は 1.01倍する
こととなります。
なお、入院期間に応じた加算点数については、 1.30倍又は 1.01 

倍することはできません。

（例）入院基本料点数をA、入院期間に応じた加算を B、通則6の
別表第一～第三に定める率を Cとした場合の算定方法は

(A×C×1. 30) + (B×C）となります。

注4 健保改正により栄養管理体制に関する基準を満たすことができ

ない医療機関（診療所を除き、 l!JJに厚生労働大臣が定める基準を満

たすものに限るの）については、入院基本料等の所定夜数から 1日

につき40点を減算する旨の通貝lj8が新設されたが、この算定につい

ては入院基本料等の所定点数から当該減算の40点を減算後、 1.30 

傍又は1.01倍します。

注.4-5 医療機関を退院後、同一傷病により、同ーの医療機関又は当
該医療機関と特別の関係にある医療機関に入院した場合には、第

〈 1回目の入院の日を起算日として計算します。
ただし、退院後、いずれの医療機関にも入院せずに 3か月以上

経過し、その後再入院となった場合については、再入院日を起算
日として新たに入院期間を計算します。

注ふ6 健康保険においては、入院診療計画に関する基準を満たすこ
とが入院基本料等の算定要件の 1つですが、労災保険においても、
入院診療計画書又は労災治療計画書（以下「労災治療計画書等J
という。）を交付して説明することが入院基本料等の算定要件と
なります。

しかしながら、特別の事情があり、かつ、入院後 7日以内の場
合については、その理由を診療費請求内訳書に記載することによ
り、労災治療計画書等を交付して説明することができない場合で
あっても、入院基本料等を算定できることとします。
特別の事情とは、以下のような場合です。
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① 患者の急変などにより、他の医療機関へ転院文は退院すること
となったため、労災治療計画書等を交付して説明することができ
なかった場合

②患者が意識不明の状態にあり、家族等と直ちに連絡を取ること
ができなかったため、労災治療計画書等を交付して説明すること
ができなかった場合

③ その他、上記に準ずると認められる場合

注.－＆7 健保点数表における「生活療養を受ける場合Jの点数につい
ては、適用しません。

.+09 労災治療計画加算 1 0 0点
収容施設を有する診療所及び病院において、入院の際に医師、看

護師、その他関係職種が共同して総合的な治療計画を策定し、医師
が入院後7日以内に労災治療計画書（又はこれに準ずる文書）によ
り傷病名及び傷病の部位、症状、治療計画、検査内容及び日程、手
術内容及び日程、推定される入院期間、入院中の注意事項、退院時
において見込まれる回復の程度等について交付して説明を行った場
合、 1回の入院につき 1回限り 100点を入院基本料又は特定入院料
に加算できます。 （参考ふ5 （♀431ページ））

注I 入院が予定されている患者に対して、外来において治療計画を
策定し、労災治療計画書を交付のうえ説明を行った場合は、入院
初日に算定できます。

注2 入院基本料又は特定入院料の入院期間の計算上、起算日が変わ
らないものとして取り扱われる再入院については算定できませ
ん。

）／ 
f
k、

注3 医師の病名等の説明に対し理解できないと認められる患者（例
えば、意識障害者等）については、その家族等に対して行った場 （勺
合に算定できます。

+l-10 入院室料加算
入院室料加算ほ、次の①及び②の要件に該当する場合に③に定め

る金額を算定できるものとしますが、②のエの要件に該当する場合
は、初回入院日から 7日を限度とします。

①保険外併用療養費における特別の療養環境の提供に関する基準を
満たした病室で、傷病労働者の容体が常時監視できるような設備又
は構造上の配慮がなされている個室、 2人部屋、 3人部屋及び4人
部屋に収容した場合。

② 傷病労働者が次の各号のいずれかに該当するものであること。
ア 症状が重篤であって、絶対安静を必要とし、医師文は看護師が
常時監視し、随時適切な措置を講ずる必要があると認められるも
の。
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／ 

＼ 

イ 症状は必ずしも重篤ではないが、手術のため比較的長期にわた
り医師又は看護師が常時監視を要し、随時適切な措置を講ずる必
要があると認められるもの。

ワ 医師が、医学上他の患者から隔離しなければ適切な診療ができ
ないと認めたもの。

エ 傷病労働者が赴いた病院又は診療所の普通室が満床で、かつ、
緊急に入院療養を必要とするもの。

③ 医療機闘が当該病室に係る料金として表示している金額を算定す
ることができます。
ただし、当該表示金額が次に示す額を超える場合には次に示す額

とします。
1日につき 個 室

2人部屋
3人部屋
4人部屋

甲地 10,000円、
甲地 5,000円、
甲地 5, 000円、
甲地 4,000円、

乙地 9,000円
乙地 4,500円
乙地4,500円
乙地 3,600円

入院室料加算の地域区分の甲地とは、一般職の職員の給与に関す
る法律（昭和 25年法律第95号）第 11条の 3に基づく人事院規則9
-49 （地域手当）により支給区分が 1級地から 5級地とされる地域
及び当該地域に準じる地域をいい、乙地とは甲地以外の地域をいい
ます。 （参考－＋－ 6 （持32ページ））

注特定入院料、重症者等療養環境特別加算、療養環境加算、療養
病棟療養環境加算、療養病棟療養環境改善加算、診療所療養病床
療養環境加算、診療所療養病床療養環境改善加算との重複算定は
できません。

時 11 病衣貸与料 7点
患者が緊急収容され病衣を有していないため医療機関から病衣の

貸与を受けた場合、又は傷病の感染予防上の必要性から医療機闘が
患者に病衣を貸与した場合には、 1日につき 7点を算定できます。

.:f-312 入院時食事療養費
入院時食事療養費については、平成 18年3月6日付け厚生労働省

告示第 99号（以下「99号告示」という。）の別表「食事療養及び
生活療養の費用額算定表」の「第1 食事療養Jに定める金額の 1.2 

倍により算定する（10円未満の端数は四捨五入）こととしています
が、具体的には次の金額となります。

( 1 ）入院時食事療養（ I ) 1食につき 770円
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方

厚生（支）局長に届け出て当該基準による食事療養を行う保険医
療機関に入院している患者について、当該食事療養を行ったとき
に、 1日につき 3食を限度として算定します。
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①特別食加算 l食につき 9 0円
別に厚生労働大臣が定める特別食を提供したときに、 1日につ

き3食を限度として加算することができます。

② 食堂加算 1日につき 6 0円
食堂における食事療養を行ったときに、加算することができま

す。 （療養病棟に入院する患者を除く。）

(2）入院時食事療養（Il) 1食につき 6 1 0円
入院時食事療養（ I ）を算定する保険医療機関以外の保険医療

機関に入院している患者について、食事療養を行ったときに、 1
日につき 3食を限度として算定します。

注 99号告示の別表「食事療養及び生活療養の費用額算定表」の「第
2生活療養」については、適用しません。

-1413 コンビューター断層撮影料
コンピュータ｝断層撮影及び磁気共鳴コンビューター断層撮影が

同一月に 2回以上行われた場合であっても、所定点数を算定できま
す。

注健保点数表の同一月の 2回目以降の断層撮影の費用についての逓
減制については、適用しません。

（例 1）同一月に 1回目 CT撮影ロ、 2回目 CT撮影ロを行った場合。

1回目 c T撮影ロ
2回目 c T撮影ロ

900点（＋断層診断450点）
900 点

合計 1,800点（断層診断を含め 2,250点）算定

（例 2）同一月に 1回目 CT撮影ロ、 2回目MRI撮影2を行った場
ぷ』
口。

1回目 c T撮影ロ
2回目 MR  I撮影2

900点（＋断層診断450点）
l, 330点

合計 2,230点（断層診断を含め 2,680 点）算定
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リハビリテーション
疾患別リハビリテーション料を算定する場合は、健保点数表のリ

ハビリテーションの通則 1にかかわらず次の点数で算定することが
できます。

~14 

心大血管疾患リハビリテーション料（ I ) ( 1単位） 2 5 0点
心大血管疾患リハビリテーション料（II) ( 1単位）ふ-0--G-10 5点
脳血管疾患等リハピリテーション料（ I ) ( 1単位） 2 5 0点
脳血管疾患等リハピリテーション料（II) (1単位） 2 0 0点
脳血管疾患等リハピリテーション料（III) ( 1単位） 1 0 0点
運動器リハビリテーション料（ I ) ( 1単位） ~185点
運動器リハピリテーション料（II) ( 1単位） 1 8 0点
運動器リハビリテーション料（III) ( 1単位） ふ-G-85点
呼吸器リハピリテーション料（ I ) ( 1単位） 1 8 0点
呼吸器リハビリテーション料（II) ( 1単位） ふふ85点

ア
イ
ワ
エ
オ
カ
キ
ク
ケ
コ

( 1）疾患別リハビリテーション（※）については、リハビリテー
ションの必要性及び効果が認められるものについては、健保点
数表における疾患別リハビリテーション料の各規定の注1のた
だし蓄にかかわらず、健保点数表に定める標準的算定日数を超
えても制限されることなく算定できます。
健保点数表の疾患別リハビリテーション料の各規定の注4墨

立正立（注5は脳血管疾患等リハビリテーション料及び運動器
リハビリテーション料！こゴさいてば注5ζ盟主主）については、適
用しません。

(2）入院中の傷病労働者に対し、訓練室以外の病棟等において早
期歩行、 ADLの自立等を目的とした疾患別リハビリテーショ
ン料（ I ) （運動器リハビリテーション料においては、 ( I ) 
及び（II)）を算定すべきリハピリテーションを行った場合は、
AD  L加算として、 1単位につき 30点を所定点数に加算して算
定できます。（参考7 (34ページ））

( 3）健保点数表に定める疾患別リハビリテーション料の各規定に
おける早期リハビリテーション加算及び初期加算については、
健保点数表に準じて算定できます。

/ 

、

（※）疾患別リハビリテーションどは、健保点数表における心大血
管疾患リハピリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハピリテーショ
ン料におけるリハビリテーションのことをいいます。

注1 健保点数表の脳血管疾患等リハビリテーション料の各区分の
イ及びロの区別については、労災保険においては区別せずに算
定できます。 （参考8 （昌平35ページ））

注2 健保点数表の疾患別リハビリテーション料の各規定の注4
（芝主力悪口ハピリテ｝シコシにたいては注目に示す範囲内で
リハピリテーションを行う場合（標準的算定日数を超えて疾患
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別リハピリテーションを 1月 13単位以内で行う場合）には、診
療費請求内訳書の摘要欄に標準的算定日数を超えて行うべき医
学的所見等を記載する必要はありません。

ただし、標準的算定日数を超え、さらに疾患別リハビリテー
ションを 1月 13単位を超えて行う場合には、①診療費請求内訳
書の摘要欄に標準的算定日数を超えて行うべき医学的所見等を
記載すること又は②労災リハビリテーション評価計画書（参考
叫 9 （鵠36ページ））を診療費請求内訳書に添付して提出する
ことを求めることとなります。

注3 早期リハピリテーション加算が算定できる傷病労働者に対
民し、初期加算とADL加算が算定できるリハピリテーションを
行った場合は、それぞれ所定点数を算定できます。

住4 宣言土器リハビリテーミノコ：＇ ;J$1 ~ I j 及び（IO の~芝！こ当た
＿...，...，.斗 品$－J甲占卦骨三邑庁、こ宮琶岳-hE旦 11ハ下J1 1ニユ』－ ＂ノ『、ノ半： 1庁、み十円？？ジ偉

いマ・生主¢－ト 'Z. ,._ ].. ］..チ角的ゼと弓ト r:1吾吉弘旦旦 11 " i』 11ζ子二』ーごノ『、ノ虫1

~i~~生三忌ーさイ子二三生辰~百三~~、て：主告書；I ，二 ~y’ () 
ニ手」ーご J 『、ノ卒、L (TT¥ 2き，告書牛士，＿トハ・＇＇ ＂＇シ 11 ハ，＿.，， 11ζ手、－•＇，『、〆会，'l·ニユ（争い

長旦A Y斗 ミ宮骨h.!!8.11 ，、 ν，， 11ニ子二ぃーミノ『、＇＂＂＇ （π1会，告書写伊 1 マ・－，：：＂々下、 ¥ 

f*-=lさら口 ('JO 八。』－ ,' ~＼ ¥ 

-1-015 リハビリテーション情報提供加算 20 0点
(1）健保点数表の診療情報提供料Iが算定される場合であって、医

師又は医師の指揮管理のもと理学療法士若しくは作業療法士が作
成した職場復帰に向けた労災リハピリテーション実施計画書（転
院までの実施結果を付記したもの又は添付したものに限る。）を、
傷病労働者の同意を得て添付した場合に算定できます。

なお、健保点数表の診療情報提供料 I(250点）及び退院後の治
療計画、検査結果その他の必要な情報を添付した場合の加算（200
点）とは別に算定できます。

(2）労災リハピ、リテーション実施計画書は、参考品10（~37 ベ｝ジ） 。
の様式又はこれに準じた文書により作成することとし、
①傷病労働者の「これまでの仕事内容」、 「これまで、の通勤方

法j、 「復職希望j等を踏まえた「職場復帰に向けた目標」
② リハビリテーションの項目として、職場復帰に向けた目標を
踏まえた業務内容・通勤方法等を考慮した内容（キーボードの
打鍵やパスへの乗車等）

を盛り込む必要があります。

注1 誇求に当たっては、労災リハビリテーション実施計画書の写し
を診療録に添付し明確にしておく必要があります。

注2 健康保険のリハビリテーション（総合）実施計画書（様式）を
用いる場合には、上記（ 2）①及び②を盛り込むことで、様式上
の要件は具備されます。

13 



／ 

、、

+716 初診時ブラッシング料 9 1点
創面が異物の混入、付着等により汚染している創傷の治療の前処

置として、生理食塩水、蒸留水、ブラシ等を用いて創面の汚染除去
を行った場合に算定できます。
ただし、同一傷病につき 1回（初診時）限りとします。

注 1 初診時ブラッシング料を含む処置、手術の所定点数の合計が
150点以上の場合に限り、時間外、深夜又は休日加算が算定でき
ます（ 1点未満四捨五入）。

注 2 健保のデブリードマン（創傷処理におけるデブリードマン加算
を含む。）とは重複算定はできません。

注3 四肢の特例取扱はありませんので、たとえ四肢の創傷に対する
ブラッシングであっても 91点の算定となります。

+&17 四肢に対する特例取扱い
( 1 ）指の創傷処理（筋肉に達しないもの。）

手の指の創傷処理については、健保点数にかかわらず、次に
掲げる点数で算定します。ただし、筋肉に達するものは健保点
数の 2.0倍で算定します。

指 1本
指 2本
指3本
指4本
指 5本

940点
1,410点
1,880点
2,350点
2,350点

(470点×2.0倍）
(940点十470点）
(1, 410点、十470点）
(1, 880点＋470点）
(470点×5.0倍）

さらに四肢加算
することはでき
ません。

なお、創傷処理（筋肉に達しないもの。）と指（手、足）に
係る手術等又は骨折非観血的整復術を各々異なる手の指に対し
て併せて行った場合には、同一手術野とみなさず各々の所定点
数を合算した点数で算定できます。

創傷処理の算定に当たり、指で筋肉に達するものと指以外は、
次の健保点数を基礎として算定します。，

①筋肉、臓器に達するもの
長径5_cm未満 1,250点
長径5cm以上 10c皿未満 1, 680点
長径 10cm以上 2,000点

② 筋肉、臓器に達しないもの
長径5cm未満 470点
長径5cm以上 10cm未満 850点
長径 10cm以上 1,320点

注筋肉、臓器に達するものとは、単に創傷の深さを指すものでは
なく、筋肉、臓器に伺らかの処理を行った場合をいいます。

14 



( 2）指の骨折非観血的整復術
手の指の骨折非観血的整復術については、次に掲げる点数でl

算定します。
指 1本 2,880点
指2本 4,320点
指3本 5,760点
指4本 7,200点
指5本 7,200点

(1, 440点×2.0倍）
(2, 880点＋l,440点）
(4, 320点十1,440点）
(5, 760点十1,440点）
(1, 440；点×5.Of吾）

さらに四肢加算
することはでき
ません。

なお、骨折非観血的整復術と指（手、足）に係る手術等又は
創傷処理（筋肉に達しないもの。）を各々異なる手の指に対し
て併せて行った場合には、同一手術野とみなさず各々の所定点
数を合算した点数で算定できます。

( 3 ）処置、手術及びリハビリテーションについての特例
1. 5倍（ 2. 0倍）

① 四肢（鎖骨、肩甲骨及び股関節を含む。）の傷病に対し、次に
掲げる処置、手術及びリハビリテーションの点数は、健保点数（リ
ハピリテーションについては碍14のア～コの所定点数）の 1.5 
倍として算定できます。 ( 1点未満切上げ）
（処置）
ア創傷処置、爪甲除去（麻酔を要しないもの）、穿刺排膿後
薬液注入、熱傷処置、重度祷磨処置、ドレーン法及び皮膚科
軟膏処置

イ 関節穿刺、粘（滑）液嚢穿刺注入、ガングリオン穿刺術、
ガングリオン圧砕法及び消炎鎮痛等処置のうち「湿布処置J

ワ 粋創膏固定術、鎖骨又は肋骨骨折固定術、皮膚科光線療法、
銅線等による直達牽引（ 2日目以降）、介達牽引、矯正固定、
変形機械矯正術、消炎鎮痛等処置のうち「マッサージ等の手
技による療法J及び「器具等による療法」、低出カレーザー
照射

（手術）
エ創傷処理、デブリードマン

ただし、手の指の創傷処理（筋肉に達しないもの。）は、
前記（ 1 ）による。

オ皮膚切開術
カ 筋骨格系・四肢・体幹の手術

ただし、手の指の骨折非観血的整復術は、前記（ 2）によ
る。

キ神経、血管の手術
（リハビリテ｝ション）
ク 疾患別リハビリテーション

② 上記①のア～イの処置及びエ～キの手術については、手（手関
節以下）及び手の指に係る場合のみ健保点数の 2.0倍として算定
できます。

ただし、健康保険において処置面積を合算して算定する「創傷
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処置J等については、四肢加算の倍率（手指2倍、手指以外の四
肢 1.5倍、四肢以外1倍）が異なる部位に行う場合には、それぞ
れの倍率毎に処置面積を合算して算定することができます。

また、 「倉I]傷処置J等を四肢加算の倍率が異なる範囲にまたが
って（連続して）行う場合には、処置面積を合算し該当する区分
の所定点数に対して最も高い倍率で算定します。

なお、四肢の傷病に対する特例取扱いは適用される項目も多く
誤りも多くみられますので、特に下記の点に留意してください。

注1 特例取扱いの対象となるものは前記に掲げたもののみで、薬
剤料、特定保険医療材料料、輸血料、ギプス料などは、特例取
扱いの対象になりません。

注2 健保点数の 2.0倍として算定できるのは、手（手関節以下〕、
手の指に係る処置・手術のみです。

足の指の処置は 1.5倍です。

注3 植皮術、皮膚移植術等の形成手術は、特例取扱いの対象にな
りません。

注4 処置における腰部、胸部又は頚部固定帯加算等の処置医療機
器等加算及び手術における創外固定器加算等の手術医療機器等
加算は、特例取扱いの対象になりません。

注5 特例取扱いの対象となる処置、手術及びリハビリテーション
の所定点数の 1.5倍（2.0倍）後の点数は一覧表（参考品目（4±38
ページ））のとおりです。

+B18 術中透視装置使用加算 220点

ア「大腿骨」、 「下腿骨」、 「腫骨」、 「上腕骨J呉研、 「前腕骨」
及び「舟状骨」の骨折観血的手術（K046）又は骨折経皮的銅線刺入

／ 固定術（K045）において、術中透視装置を使用した場合に算定でき
＼ ます。

こL 「脊椎j の経皮的機体形成術（K142-4）において、術中透視装置を
使用した場合に算定できます。

注 1 請求に当たっては、術中透視装置を使用したことを診療録に
記載し明確にしておく必要があります。

注2 本加算は、四肢に対する特例取扱いの対象にはなりません。

却 19 手指の機能回復指導加算 1 9 0点
手（手関節以下）及び手の指の初期治療における機能回復指導加

算として、当該部位について、次に掲げる健保点数表における第 10

部手術を行った場合は1回に限り所定点数に 190点を加算できま
す。
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( 1 ）創傷処理、デブリ｝ド、マン
( 2）皮膚切開術
( 3）筋骨格系・四肢・体幹の手術

注1 時間外加算及び四肢加算はできません。

注2 右手、左手をそれぞれ手術した場合でも算定は1回限りです。

且20 圏定用伸縮性包帯
処置及び手術において頭部・頚部・躯幹及び四肢に使用した場合に

実費相当額（購入価格を 10円で除して得た点数）を算定することがで
きます。
注 1 処置及び手術に当たって通常使用される治療材料（包帯等）

又は衛生材料（ガーゼ等）の費用（♀♀22の場合を除く。）は算
定できません。

注 2 医師が必要と判断じた場合には固定用伸縮性包帯と下記 ／ 

呂 21の頚椎固定用シーネ、鎖骨固定帯及び膝・足関節の創部固 ¥, ) 
定帯を併せて算定できます。

控21 頚椎固定用シーネ、鎖骨固定帯及び膝・足関節の創部固定帯
医師の診察に基づき、頚椎固定用シーネ、鎖骨固定帯及び膝・足関

節の創部l固定帯の使用が必要と認める場合に実費相当額（購入価格を
10円で除して得た点数）を算定することができます。

また、健保点数表の腰部、胸部又は頚部固定帯加算が算定できる
場合については、当該実費相当額が170点を超える場合は実費相当
額が算定でき、当該実費相当額が 170点未満の場合は 170点を算定
できますが、そのことを踏まえ、頚椎固定用シーネ、鎖骨固定帯及
び膝・足関節の創部固定帯についても、同様の取扱いとします。

注 1 請求に当たっては、医師の診察の結果、頚椎固定用シーネ、
鎖骨固定帯及び膝・足節の創部固定帯の使用が必要と判断した
旨を診療録に記載し明確にしておく必要があります。 「｝

注2 頚樵固定用シーネの費用と「J-200 腰部、胸部又は頚部固定
帯加算」は重複算定できません。

注3 医師が必要と判断した場合には頚椎固定用シーネ、鎖骨固定
帯及び膝・足関節の創部固定帯と上記品20の固定用伸縮性包帯
を併せて算定できます。

皇l22 皮膚棲等に係る滅菌ガーゼ
通院療養中の傷病労働者に対して、皮膚凄等に係る自宅療養用の

滅菌ガーゼ（粋創膏を含む。）を支給した場合に実費相当額（購入
価格を 10円で除して得た点数）を算定することができます。

なお、支給対象者は以下の（ 1 ）及び（ 2）の要件を満たす者と
なります。
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( 1 ）せき髄損傷等による重度の障害者のうち、尿路変更による皮膚
痩を形成しているもの、尿路ヘカテーテノレを留置しているもの、
又は、これらに類する創部を有するもの。 （祷療については、ご
く小さな範囲のものに限ります。）

( 2）自宅等で頻繁にガーゼの交換を必要とするため、診療担当医が
投与の必要を認めたもの。

注支給できるものは、診療担当医から直接処方・投与を受けたガ
ーゼに限るため、診療担当医の指示によるもので、あっても、市販
のガーゼを傷病労働者が自ら購入するものは、支給の対象となり
ません。 （昭和 55年 3月 1日付け基発第 99号）

処置等の特例
3部位（局所）の取扱いについて
介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、消炎鎮痛等処置のうち
「マッサージ等の手技による療法」、 「器具等による療法」、腰

部又は胸部固定帯固定及び低出カレーザー照射を同一日に行った
場合は、 1日につき合わせて負傷にあっては受傷部位ごとに 3部
位を限度とし、また、疾病にあっては3局所を限度として算定で
きます。

nυ
①
 

且
（

( 

② 消炎鎮痛等処置のうち「湿布処置」については、 1日につき所
定点数（「湿布処置」の場合は倍率が異なる部位ごとに算定し合
算とする。）を算定できます。

なお、 「湿布処置」と』工門処置を倍率が異なる部位に行った場
合は、倍率が異なる部位ごとに算定し合算できます。

53点
53点
53点
53点

35点×1.5倍
35点×1.5倍
35点×1.5倍
35点×1.5 t吾

（例 1') 
右上肢に「手技による療法j

左上肢に低出力レーザー照射
右下肢に「器具等による療法J
左下肢に介達窒引

＼ 

3部位までの算定になりますので、 53点＋53点＋53点＝159点

35点
53点

＝」旦皇
158点

35点
35点×1.5倍
35点×2.0 f吾

（例 2)

腰部に「湿布処置j

左前腕に「湿布処置j

右手指から前腕に「湿布処置I
合計

( 2）処置の併施について
介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、消炎鎮痛等処置（「湿

布処置」、 「マッサージ等の手技による療法」及び「器具等によ
る療法J）、腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザー照射及び
月工門処置を同一日にそれぞ、れ異なる部位に行った場合は、 「湿布
処置」又は』工門処置（※）の所定点数の他に、介達牽引、矯正固
定、変形機械矯玉術、 「マッサージ等の手技による療法j 、 「器
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具等による療法j 、腰部文は胸部固定帯固定及び低出カレーザー
照射のうち計2部位までの所定点数を合わせて算定できます。

なお、この場合、 「湿布処置」又は虹門処置（※）の所定点数
を算定することなく、介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、「マ
ッサージ等の手技による療法」、 「器具等による療法」、腰部又
は胸部固定帯固定及び低出力レーザー照射を合計で3部位まで算
定することとしても差し支えありません。

（※） 「湿布処置j と』工門処置をそれぞれ倍率が異なる部位ごと
に算定する場合は、 「「湿布処置」及び目工門処置」となりま
す。

（例 1)
左前腕に「湿布処置」 35点×1.5倍 = 53点
左下肢に介達牽引 35点×1.5倍 = 53点
右下肢に「手技による療法」 35点×1.5倍 = 53点
腰部に腰部固定帯固定 35点 = 35点
「湿布処置」＋（介達牽引＋「手技による療法」 （計2部位分）） 〆

53点＋53点十53点 = 159点 (, ) 
（例 2)
腰部に「湿布処置J 35点 = 35点
目工門処置 24点 = 24点
左下肢に介達牽引 35点×L5倍＝53点
右下肢に「手技による療法」 35点×1.5倍＝53点
左上肢に矯正固定 35点×1.5倍＝53点
「湿布処置J十（介達牽引、「手技による療法」又は矯正固定（ 2

部位分））の合計 35点＋53点＋53点 = 141点

介達牽引＋「手技による療法J＋矯正固定（合計3部位）
53点＋53点＋53点＝ 159点

したがって、この場合は 159点を算定します。

( 3 ）処置等の併施について
①疾患別リハビリテーションの他に、介達牽引、矯正固定、変形 (-) 
機械矯王術、「マッサージ等の手技による療法J、「器具等によ ー

る療法j、腰部又は胸部固定帯固定及び低出力レーザー照射を同
一日に行った場合は、疾患別リハビリテーションの所定点数の他
に、介達牽引、矯正固定、変形機械矯E術、 「マッサージ等の手
技による療法J、 「器具等による療法」、腰部又は胸部固定帯固
定又は低出カレーザー照射のいずれか1部位を算定できます。

なお、この場合、疾患別リハピリテーションの所定点数を算定
することなく、介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、 「マッサ
ージ等の手技による療法」、 「器具等による療法j、腰部又は胸
部固定帯固定及び低出カレーザー照射を合計で3部位まで算定
することとしても差し支えありません。

② 「湿布処置」、目工門処置及び疾患別リハビリテーションを同ー
日に行った場合は、「湿布処置」の 1部位又は目工門処置のいずれ
かの所定点数と疾患別リハビリテーションの所定点数を算定で
きます。
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③ 「湿布処置」、目工門処置及び疾患別リハビリテ｝ションの他に、
介逮牽引、矯正固定、変形機械矯正術、 「マッサージ等の手技に
よる療法」、 「器具等による療法J、腰部又は胸部固定帯固定及
び低出カレーザー照射を同一日に行った場合は、疾患別リハビリ
テーションの所定点数と「湿布処置」の 1部位又は』工円処置のい
ずれかの所定点数の他に、介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、
「マッサージ等の手技による療法」、 「器具等による療法」、腹

部又は胸部固定帯固定又は低出カレーザー照射のいずれか l部
位を算定できます。

なお、この場合、疾患別リハビリテーションの所定点数を算定
することなく、 「湿布処置J又は紅門処置（※）の所定長数の他
に、介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、 「マッサージ等の手
技による療法」、 「器具等による療法」、腹部文は胸部固定帯固
定及び低出カレーザー照射のうち計2部位まで算定するごとと
、して差し支えありません。

また、 「疾患別リハビリテーションの所定点数と「湿布処置」
の1部位又は紅円処置のいずれかの所定点数」及び「「湿布処置J
又は目工門処置（※）の所定点数Jを算定することなく、介達牽引、
矯正固定、変形機械矯正術、「マッサージ等の手技による療法J、
「器具等による療法」、腰部又は胸部固定帯国定及び低出カレー

ザー照射を合計で 3部位まで算定することとしても差し支えあ
りません。

（※） 「湿布処置Jと紅門処置をそれぞれ倍率が異なる部位ごと
に算定する場合は、 l 「「湿布処置」及び目工門処置Jとなりま
す。

（例 1) 
右上肢に運動器リハピpテーション料（ill) 1単位 8(}85点×1.5倍＝話Gl28点
右上肢に「器具等による療法1 35点×1.5倍＝ 53点

合 計 時 d-181点

（例2)
左上肢に運耕雲リハビリテーション料（回 1単位 8(}85点×1.5倍＝品Gl28点
左下肢に介達牽引 35点×1.5倍＝ 53点
左上肢に変形機械矯王術 35点×1.5倍＝ 53点
運動器リハビリテーション料（皿）＋（介違憲引又は変形機械矯正術
(1部位分））の合計 掛 128点＋53点一＝叫181点

（例3)
腹部に運動器リハビリテーション料（ill) 1単位 0085点 = 0085点
右下肢に介達牽引 35点×1.5倍＝ 53点
右上肢に「手技による療法」 35点×1.5倍＝ 53点
左下肢に低出カレーザー照射 35点×1.5倍＝ 53点
運動器リハピリテーション料（III）十（介達牽引、 「手技による
療法」又は低出力レーザー照射（ 1部位分））の合計

8(}85 点＋53 点＝お~138 点
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介達牽引＋「手技による療法」＋低出カレーザー照射（3部位）
の合計 53点＋53点＋53点 = 159点
したがって、この場合は 159点を算定する。

（例4)
左上肢に運輯訂ハピリテーショ：：..－－：料価） 1単位 W85点×1.5倍＝持品128点
左上肢に「湿布処置 1 35点×1.5倍＝ 53点

合計 ’ 叫♀181点

（例5)
左上肢に運動器リハビリテーション料（ill) 1単位鶴85点×1.5倍＝話。128点
右下肢に「湿布処置J 35点×1.5倍＝ 53点
腰部に介達牽引 35点 = 35点
右上肢に「手技による療法」 35点×1.5倍＝ 53点
左下肢に「器具等による療法」 35点×1.5倍＝ 53点
運動器リハビリテーション料（皿）＋「湿布処置」＋「器具等に
よる療法jの合計 話。128点＋53点＋53点 ＝ 呂 ＠234点

注1 四肢加算の取扱いは、介達家引、矯正固定、変形機械矯正術、
「マッサージ等の手技による療法」、 「器具等による療法」及び

低出力レーザー照射については所定点数の 1.5倍、 「湿布処置」
は所定点数の 1.5倍（手及び手指は2倍）として算定することが
できます。

注2 局所とは、上肢の左右、下肢の左右及び頭より尾頭までの躯幹
のそれぞれを 1局所とし、全身を5局所に分けたものをいいます。

注3 介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、腰部又は胸部固定帯固
定及び低出カレーザー照射の部位（局所）、消炎鎮痛等処置の種
類及び部位（局所）について、診療費請求内訳書に明確に記載す
るよう医療機関に指導してください。

注4 外来診療料を算定する医療機関においては、介達牽引、矯正固 仁）
定、変形機械矯正術、消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯固定、 ー

低出カレーザー照射及び』工門処置は算定できません。また「湿布
処置」及び紅門処置については、診療所において、入院中の患者
以外の患者のみに算定することができます。

皇524 職業復帰訪問指導料
精神疾患を主たる傷病とする場合 1日につき 76 0点
その他の疾患の場合 1日につき 57 0点

( 1 ）入院期聞が継続して 1月を超えると見込まれる傷病労働者が職業
復帰を予定している事業場に対し、医師又は医師の指示を受けた看
護職員（※注1）、理学療法士若しくは作業療法士（以下「医師等」
という。）が傷病労働者の職場を訪問し、当該職場の事業主（巣注
2）に対して、職業復帰のために必要な指導を行い、診療録に当該
指導内容の要点を記載した場合に、当該入院中及び退院後の通院中
に合わせて3回（入院期聞が継続して6月を超えると見込まれる傷
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病労働者にあっては、当該入院中及び退院後の通院中に合わせて6
回）に限り算定できます。 （※注3)

(2）医師等のうち異なる職種の者2人以上が共同して訪問指導を行
った場合や医師等がソーシヤノレワーカー（※注4）と一緒に訪問
指導を行った場合は、 380点を所定点数に加算して算定できます。
なお、同一の職種の者2人以上が共同して訪問指導を行った場合
は、 380点を所定点数に加算することはできません。

(3）精神疾患を主たる傷病とする場合にあっては、医師等に精神保
健福祉士を含みます。

巣注1 看護職員とは、看護師及び准看護師をいいます。
看護師と准看護師が共同して訪問指導を行った場合は、 380点
の加算は算定できません。

巣注2 事業主には、事業主に代わって監督又は管理の地位にある者
も含みます。

※注3 入院中における算定については、指導の実施日にかかわらず
退院日に算定します。また、通院中における算定については、
指導の実施日に算定します。

※注4 ソーシヤノレワーカーとは、社会福祉士又は精神保健福祉士を
いいます。 (3）の場合を除き、ソーシヤノレワーカーのみで訪
問指導を行った場合は、算定できません。医師等と一緒に訪問
指導した場合のみ加算（380点）の対象となります。

岳a2s 精神科職場復帰支援加算 20 0点
精神科を受診中の傷病労働者に、精神科ショート・ケア、精神

科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア、
精神科作業療法、通院集団精神療法を実施した場合で、あって、当
該プログラムに職場復帰支援のプログラム（※）が含まれている
場合に、週に 1回算定できます。

（※）職場復帰支援のプログラムとは、オフィス機器又は工具を使用
した作業、擬似オフィスによる作業又は復職に向け℃のミーティ
ング、感想文等の作成等の集団で行われる職場復帰に有効な項目
であって、医師、看護職員、作業療法士、ソーシャルワーカー等
の医療チームによって行われるものをいいます。

注請求に当たっては、当該プログラムの実施日及び要点を診療費請
求内訳書の摘要欄に記載するか、実施したプログラムの写しを診療
費請求内訳書に添付する必要があります。 （職場復帰支援のプログ
ラムの例は参考品12（与♀57ページ）のとおりです。）
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i:l-26 石綿疾患療養管理料 225点
石綿関連疾患（肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥

厚に限る。）について、診療計画に基づく受診、検査の指示文は服
薬、運動、栄養、疹痛等の療養上の管理を行った場合に月 2回に限
り算定できます。

注1 請求に当たっては、管理内容の要点を診療録に記載する必要が
あります。

注2 初診料を算定することができる日及び月においても、算定でき
ます。また、入院中の患者においても、算定できます。

注3 同一月において重複算定できない管理料等については、参考3
（昌＆29ページ）のとおりです。

皇＆27 石綿疾患労災請求指導料 450点
石綿関連疾患（肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜

肥厚に限る。）の診断を行った上で、傷病労働者に対する石綿ば ／ 

く露に関する職歴の問診を実施し、業務による石綿ばく露が疑わ ¥ ) 
れる場合に労災請求の勧奨を行い、現に療養補償給付たる療養の
給付請求書（告示様式第5号）又は療養補償給付たる療養の費用
請求書（告示様式第7号（ 1) ）が提出された場合に、 1回に限
り算定できます。

注 1 請求に当たっては、次の①から④の事項を診療録に記載し明確
にしておく必要があります。
①石綿関連疾患の診断を行ったこと
②患者に行った問診内容（概要）
③業務による石綿ばく露が疑われた理由
④労災請求の勧奨を行ったこと

注2 本指導料は、労災請求された個別事案が業務上と認定された場
合のみ支払われます。

注3 本指導料は、療養の給付請求書取扱料と併せて算定できます。

28 労災電子化加算 豆卓
電子情報処理組織の使用による労災診療費請求又は光ディスク

等を用いた労災診療費請求を行った場合、当該診療費請求内訳書1

件につき 5点を算定できますの

注1 平成26年 3月診療分までは、電子レセプト 1件につき 3点の算

定となりますの

主主薬剤費レセプトは、「労災電子化加算jの対象とはなりませんn
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29 職場復帰支援・療養指導料

精神疾患を主たる傷病とする場合月 1回560点

その他の疾患の場合月 l回420点

( 1 ）傷病労働者（入院治療後通院療養を継続しながら就労が可能と

医師が認める者又は入院治療を伴わず通院療養を 3か月以上継続

している者で就労が可能と医師が認める者向下記（2）からは）

について同じ。） に対し、当該労働者の主治医文はその指示を受

けた看護職員、理学療法士、作業療法士若しくはソーシヤノレワー

カーが、就労に当たっての療養上必要な指導事項及び就労上必要

な指導事項を記載した「指導管理議（別紙様式1～4）参考13(58 

ページ） Jを当該労働者に交付し、職場復帰のために必要な説明

及び指導を行った場合に算定できますn

( 2）傷病労働者の主治医が、当該労働者の同意を得て、所属事業場

の産業医（主治医が当該労働者の所属事業場の産業医を兼ねてい

る場合を除く）に対して文書をもって情報提供した場合について

も算定できますの

( 3）傷病労働者の主治医又はその指示を受けた看護職員、理学療法

士、作業療法士若しくはソーシヤノレワーカーが、当該労働者の同

意を得て、当該医療機関等に赴いた当該労働者の所属事業場の事

業主と面談の上、職場復帰のために必要な説明及び指導を行い、

診療録に当該指導内容の要点を記載した場合についても算定でき

主主L

(4）土記（ 1 ）～（ 3）の算定は、同一傷病労働者につき、それぞ

れ3回を限度（頭頚部外傷症候群、頚肩腕症候群等の慢性的な疾

病を主病とする者で現に就労している者については、医師が必要

と認める期間。回数の制限はないの）としますn

主よ事業主には、人事・労務担当者等傷病者の職場復帰に関する

権限を有する者も含みます。

注2 看護職員とは、看護師及び准看護師をいいますn

造立 ソーシヤノレワーカーとは、社会福祉士又は精神保健福祉士を

とど主主旦

注生請求に当たっては、指導管理築等の写しを診療録に添付し明
確にしておく必要があります。
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却 30 振動障害に係る検査料
振動障害に係る検査料については、健保点数表に定めてありま

せんが、労災保険においては、次により算定することができます。

検 査 項 目

(1）握力（最大握力、瞬発握力）、維持握力

(5団法）を併せて行う検査

(2）維持握力（60 %法）検査

つまみ力検査

タッピング検査

(3）常温下での手指の皮膚温検査

(4）冷却負荷による手指の皮膚温検査

(5）常温下による爪圧迫検査

(6）冷却負荷による爪圧迫検査

(7）常温下での手指の痛覚検査

(8）冷却負荷による手指の痛覚検査

(9）指先の振動覚（常温下での両手）検査

ω指先の振動覚（冷却負荷での両手）検査

ω手背等の温覚検査

cw手背等の冷覚検査

J031 文書料

点 数

片手、両手にかかわらず60点

片手、両手にかかわらず60点

片手、両手にかかわらず60点

片手、両手にかかわらず60点

1指につき 7点

1指1回につき 7点

1指につき 7点

1指1回につき 7点

1指につき 9点

1指 1回につき 9点

1指につき 40点

1指1回につき 40点

1手につき 9点

1手につき 9点

取扱いについては別表（岳♀71ページ）のとおりです。
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参考1

非課税医療機関一覧

（平成26年3月 31日現在）

1設立形態により判断できるもの

形 態 根拠条文（※1)

国

地方公共団体 法第2条第5号

日本赤十字社 令第5条第29号イ

社会福祉法人 令第5条第29号ロ

私立学校法による学校法人 令第5条第29号ハ

全国健康保険協会、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保
令第5条第29号ニ

険組合、国民健康保険団体連合会

国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会 令第5条第29号ホ

地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会 令第5条第29号へ

日本私立学校振興・共済事業団 令第5条第29号ト

社会医療法人 令第5条第29号チ

公益社団法人等が独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の
委託を受けて行うもの
財団法人厚生年金事業振興団
社団法人全国社会保険協会連合会

令第5条第29号リ
公益社団法人地域医療振興協会（東京北社会保険病院）
財団法人平成紫川会（社会保険小倉記念病院）
財団法人船員保険会（せんぽ東京高輪病院、横浜船員保険病院、大
阪船員保険病院）

財団法人結核予防会 令第5条第29号ヌ

公益社団法人等の運営するハンセン病療養所（神山復生病院） 令第5条第29号ル

学術の研究を行う公益法人に付随するもの 令第5条第29号ヲ

農業協同組合連合会もの（所）得税法及び法人税法の規定に基づく財務省
令第5条第29号カ

告示により指定するも 告（昭示和第61年1月31日大蔵省
11号）

2課税・非課税の別を医療機関に照会し判断するもの（※2)

形 態 根拠条文（※1)

医師会、歯科医師会 令第5条第29号ワ

看護師等の人材確保の促進に関する法律第14条第1項による指定を受
令第5条第29号ヨ

けた公益社団法人等

上記以外の公益法人等 令第5条第29号タ

（※1）法：法人税法、令：法人税法施行令
（※2）診療月の属する会計年度の前々年度（事業年度が会計年度と異なるときは診療月の属する会計
年度当初において既に確定申告を行った直近の事業年度）の医療保健業について、当該法人等が非
課税医療機関に該当するとして確定申告を行ったもの
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参考2

初診料の算定例

0・当科における最初の受診日、．：当科における2回目以降の受診日

1健康保険の初診日と労災保険の初診日が同一日の場合
( 1）健康保険が主傷病の場合 (2）労災保険が主傷病の場合

4/1 4/1 

健康保険洲や と や

（初診） （初診）

労災保険 B科や と や

初診料 初診料

(1）、（2）ともに労災保険の支給事由発生につき、 B科で初診料（.hl.§.旦円）が算定できる。

(J 

2 労災保険で継続療養中に、新たな労災傷病の初診を他科で行った場合

(1）労災保険の再診日と新たな労災保険の初診日が別の場合

労災保険 B科中

初診料

4

料

A
l
－－診

4

再

山占
l
桝

f

再

，業務中に転倒し腔骨骨折
（通院）

労災保険 C科 午初診料

修業務中に転落し脳挫傷

(2）労災保険の再診日と新たな労災保険の初診日が同一日の場合

4/1 4/14 5/1 

労災保険 B科や 惨 業務中に転倒し腔骨骨折

初診料 再診料 再診料
4/14 

労災保険 C科 ・業務中に転落し脳挫傷

初診料

(1）、（2）ともに労災保険でB科診療中であっても、新たな支給事由が発生した場合は、 C
科で初診料（_:u§_Q円）が算定できる。なお、同ーの診療科であっても算定できる。
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3 労災保険の初診日に複数科を受診した場合
( 1）同ーの災害（傷病が異なる）による場合

4/1 

労災保険淵や

初診料

労災保険 B科や

ただし書初診料

(1）同一日で災害が同じ場合は、ただし書き初診料（l,盤皇円）が算定できる。

(2）別災害による場合

4/1 

労災保険洲や

初診料

労災保険 B科や

初診料

(2）同一日で災害が異なる場合は、いずれの科も初診料（.hl§Q円）が算定できる。
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参考3

重複算定のできない管理料等

再診時療養指導管理料と石綿疾患、療養管理料は同月に重複算定できません。
また、それぞれ次表に掲げる各管理料等とも同月に重複算定できません。

区分 名称 区分 名称

BODO 特定疾患療養管理料 C106 在宅自己導尿指導管理料

BOOl ウイルス疾患指導料 C107 在宅人工呼吸指導管理料

てんかん指導料 c101~2 在宅持続陽庄呼吸療法指導管理料

難病外来指導管理料 C108 在宅悪性腫蕩患者指導管理料 （ 

皮膚科特定疾患指導管理料 ClOS-2 在宅悪性腫蕩患者共同指導管理料

心臓ペースメーカ一指導管理料 C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料

慢性疹痛疾患管理料 GUO 在宅自己疹痛管理指導管理料

耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料 CU0-2 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料

C002 在宅時医学総合管理料 CU0-3 在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料

C002-2 特定施設入居時等医学総合管理料 CU0-4 在宅仙菅神経)fill激療法指導管理料

COlO 在宅患者連携指導料 Clll 在宅肺高血圧症恵者指導管理料

ClOO 退院前在宅療養指導管理料 C112 在宅気管切開患者指導管理料

ClOl 在宅自己注射指導管理料 C114 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料

在宅植込型補助人工心臓（拍動流
C102 在宅自己腹膜潅流指導管理料 tu5 

型）指導管理料

C102-2 在宅血液透析指導管理料 C116 
在宅植込型補助人工心臓（非拍動
流型）指導管理料

C103 在宅酸素療法指導管理料 !002 通院・在宅精神療法

C104 在宅中心静脈栄養法指導管理料 !004 心身医学療法

C105 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料 その他
「BOOO特定疾患療養管理料」と重

複算定できない指導管理料等

ヘy
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参考4

健保点数表における第1章第E部『入院料等」の第1節「入院基本料」！こ示される各種加算の取扱い

病棟区分 I. 30倍、 I.01倍できるもの 健保点数 l. 30倍、 l.01倍できないもの 瞳保点数

般病棟入境基本科 看護必要度加算1 30点 14日以内の期聞の加算 450点

看護必要度加算2 15点 15日以上30日以内の期聞の加算 192点

一般病棟看護必要度評価加算 5点救急・在宅等支援病床初期加算(14日限度） 150点

AD L維持向伝書位制加算(14自陣l!l'l M 
療養病棟入院基本料 150点

得措評価実穂加算 15点救急・在宅等支援揖斐病席初期加算（14日限度）又1~300点

Iii沖緯持番軒管理加算 辺E卓

在宅揮舟樺睦蝿JeMlJ 辺卓

結線晴練入院基本持 14日以内の期間の加草 400点

15日以上30日以内の期聞の加算 300点

31目以上回目以内の期聞の加算 100点

精神病棟入院基本料 重度認知症加算 辺皇息 14日以内の期聞の加算 465点

精神保障福祉士間倍加算 辺息 15日以上30日以内の期間の加算 250点

31日以上回目以内の期聞の加算 125点

91目以上180日以内の期聞の加算 10点

了 181日以上1年以内の期聞の加算 3点

救君J支援精神病棟初期加算（14日限度） 100点

特入定院機選能本病料院 重度認知症加算 担.Q£一般病棟14日以内の期聞の加算 712点

看護必要度加算1 30点一般病練15日以上30目以内の期聞の加算 207点

看護必要度加算2 15点 AD I緯持由 k輔位制加算（14回限定｝ 20卓

結核病棟30日以内の期聞の加算 330点

結核病棟31臼以上90日以内の期間 200点

精神病棟14回以内の期間の加算 505点

精神病棟15日以上30回以内の期岡田加算 250点

精神病棟31日以上90日以内の期聞の加算 125点

精神病棟91日以上180日以内の期聞の加算 30点

精神病棟181日以上1年以内の期聞の加算 15点

専門病院入居基本料 看護必要度加算1 30点 14日以内の期聞の加算 512点

看護必要度加算2 15点 15日以上叩日以内の期聞の加算 207点

一般病棟看穫必要度評価加算 5点 ADL維持由ト畢位制加算（14日開摩｝ M 

障λ害院者基経本紋相熔 14日以内の期聞の加算 312点

15目以上30日以内の期聞の加算 167点

入有床院E器診療本所料 夜間緊急体制確保加算 15点有床診療所一般病床初期加算（7日限度） 100点

10凹点
医師配置加草1 88点看取り加算 又は四回点

医師配置加算2 60点

看護配置加算1 些卓

看護配置加算2 担卓

夜間看設配置加算1 80点

夜間看護配置加算2 30点

着諦補助問膏加算1 i立卓

＼開補助師加算2 互卓

有床＂＂＇＇fi綬餐病床‘入院＂＇本科 祷渚評守田実施加算 15点救急・在宅等主撞提養病床初期加算（14日限度｝ 150点

栄華管盟事怖加策 lli'i;看取り加算 1000点ヱは2000点

（入院基本料＋加算点数） x l. 3 （入院基本料×l.3) ＋加算点数

算定方法 （入院基本料＋加算点数）×l.01 （入院基本料Xl.01)＋加算点数
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参考5

L皐差豆金i

病 棟 （病 室）

主治医以外の担当者名

傷 病 名
（他に考え得る病名）

傷 病 部 イ立

症 状

入院 日 及 び
推定される入院期間

1台 療 言十 画

検査内容及び日程

手術内容及び日程

入院中の注意事項

退回 院、時において
復が見込まれる程度

そ の 他
（看護、リハビリテーション等の計画）

労災治療計画書

盤

平成年月日

注1）傷病名は、現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくにしたがって、変わり得
るものである。

注2）入院期間は、現時点で予測されるものである。
注3）退院時において回復が見込まれる程度は、現時点で予想されるものである。

信並医亙盆i 盟
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参考6

都道府県

宮城県

茨城県

栃木県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

山梨県

静岡県

入院室料加算における地域区分（甲地）
（平成26年4月1日現在）

地 域 区 分

仙台市

取手市、つくば市、水戸市、土浦市、守谷市、日立
市、古河市、牛久市、ひたちなか市、石岡市、那珂
市、東海村、阿見町

宇都宮市

和光市、さいたま市、志木市、鶴ヶ島市、川越市、
川口市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、東松山
市、越谷市、戸田市、入間市、朝霞市、三郷市、羽
生市、鳩ヶ谷市、蕨市、富士見市、新座市、三芳町、
狭山市

成田市、印西市、船橋市、浦安市、袖ヶ浦市、千葉
市、市川市、松戸市、富津市、四街道市、茂原市、
佐倉市、柏市、市原市、白井市、習志野市、我孫子
市、鎌ヶ谷市、八千代市、長柄町、長南町、木更津
市、君津市

特別区、武蔵野市、町田市、国分寺市、国立市、福
生市、狛江市、清瀬市、多摩市、稲城市、西東京市、
八王子市、立川市、府中市、昭島市、調布市、小平
市、日野市、三鷹市、青梅市、東村山市、あきる野
市、羽村市、日の出町、槍原村、東久留米市、小金
井市、奥多摩町

鎌倉市、厚木市、横浜市、川崎市、海老名市、横須
賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、相模原市、大和市、平塚

市、秦野市、三浦郡葉山町、愛川町、座間市、綾瀬
市、伊勢原市、逗子市、清川村、寒川町、山北町

甲府市

静岡市、沼津市、御殿場市
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都道府県 地 域 区 分

愛知県 名古屋市、刈谷市、豊田市、豊明市、瀬戸市、碧南

市、西尾市、大府市、知多市、尾張旭市、長久手
町

三 重県 鈴鹿市、津市、四日市市

滋賀県 大津市、草津市、守山市、栗東市

京都府 京都市、宇治市、亀岡市、京田辺市、南丹市、久御
山町、八幡市、城陽市、宇治田原町

大阪府 大阪市、守口市、門真市、吹田市、高槻市、寝屋川 () 
市、箕面市、高石市、豊中市、池田市、枚方市、茨
木市、八尾市、河内長野市、和泉市、羽曳野市、藤
井寺市、堺市、東大阪市、岸和田市、泉大津市、貝
塚市、泉佐野市、富田林市、島本町、摂津市、松原

市、大阪狭山市、豊能町

兵庫県 芦屋市、西宮市、宝塚市、神戸市、尼崎市、伊丹市、
ニ田市、猪名川町、 JII西市

奈良県 天理市、奈良市、大和郡山市、大和高田市、橿原市、
御所市

広島県 広島市、府中町

福岡県 福岡市
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参考7

運動器リハビリテーション料の算定一覧

運動器リハにおけるADL加算の算定

施設基準
岨岨白圃司胆帽．．．．．．”・・ー凶・・・・”’・・ーーー・’”・・・・・ー－－－－－－－－－－－－－－－、． 

ADL加算算定の可否リハビリの実施状況

2』 隆
運動器リハ（ I) 運動器リハ(I)

入 院 外

入 院

運動器リハ（II) 運動器リハ（II)
入 院 外

34 
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参考8

脳血管疾患等＇）I、ビリテーション料の算定一覧

健康保険 労災保険

イ ロ以外の場合 245点

( I ) 

ロ 廃用症候群の場合 1 8 0点

イ ロ以外の場合 20 0点

(II) 

ロ廃用症候群の場合 1 4 6点

イ ロ以外の場合 1 0 0点

(III) 

ロ 廃用症候群の場合 7 7点 。。。

( I ) 250点

(II) 20 0長

(III) 1 0 O，長♂

※ 健保点数表の脳血管疾患等リハビリテーション料の廃用症候群については区別せず、
脳血管疾患リハビリテーション料（ I ）～（III）として算定します。
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参考9

労災リハビリテーション評価計画書

患者氏名： 男・女 生年月日（西暦） 年 月 日

原因疾患

［心大血管疾患・脳血管疾患等・運動器・呼吸器 （該当するものにOをして下さい）］

リハビリテーション起算日（発症目、手術目、急性増悪の目、治療開始日）

年 月 日

現在の評価及び前回評価計画書作成日（ 年 月 日）からの改善・変化等

治療目標等

( 1 ）標準的算定日数を超えて行うべき医学的所見（必要性・医学的効果等）

(2）目標到達予想時期・ 年 月頃

( 3）その他特記事項

評価計画書作成日． 年 月 日

医療機関名 医師

＠ 
注 前回評価計図書作成日からの改善・変化等の記載については、初回評価計画書作成日においては不要

であること。
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参考10

労災リハピ、リテーション実施計画書

患者氏詞 男・女 ｜ 年生（ 歳） 計画評価実施日 年 月 日

リハ担当医｜ PT loT ST 

原因疾患（発症・受傷日） ロ υ·~仙・コントロ ノレ状態（高血圧，心疾患，糖尿病等）

評価項目・内容（コロン（．）の後に具体的内容を記入）

口口口認意中枢識知性症障麻害・療:(3-3-9：・
) ロ失行・失認：

•t.' ロ音声・発話障害（口構音障害，ロ失語症．種類
身 （ステージ・グレード）右左上上肢肢：： 右手指： 右下肢：
機 左手指： 左下肢：

ロ臼口摂排拘食縮f世機機・能能障障害害．． 能 口筋力低下（部位， MMT:

構 基 立位保持｛装具・ ） 口手放L，ロっかま札口不可
口口祷起癒立性．低血圧造 本 平行棒内歩行（装具・ ） 口独立，口一部介助，ロ非実施

動 訓練室内歩行（装具： ） ロ独立，口一部介助，ロ非真揖
f乍

AD:SL等自＼立＼度

日常生活（病棟）実行状況：「している“活動”」 訓練時能力：「できる“活動勺
自監ー全非 独監ー全非

部 使用用具！介姿勢助・実行場所 部介実使用用具：：場介姿勢所助・（訓練室・病棟等）
介介実 杖・装具 j 内容 等 介 杖・装具： 内容等

主視助助施 立視助助施
屋外歩行 ． ． 

．．．」， ． 冒，・・ ・・・・・・・・・・・ー・・ー・・ー」．.－－－－－－－－ー－－－－ー岨白・・・・ー・ ー勘姐~』ー・－~－ ------j－－－－－－－円胃”’－－・－－－－－ー－－－－ー，，．．．．． 

--------_________ .. ’ －－－値句崎・・・・・ー・・・・ ーー ーー ーーー ーーーーーーーーー－－・－ーーーーーー句ーーーーーーーー・ー』ーーーーー

活
動 ．． ，．．．．． ． 」・ー－－－－－－ーー－－－－－ー－＂ーーーーーー－－司－－－－－－－－－－・』ーーー 自国岨~－ ιーーー・‘ー・・・ー・・ー－－－－－－－－~－－－－－－，・・・ー・・ーー．，ー，－－－－－－－－－－

．．．ι．． ．． ．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．． 守ー，－－－－－－－－ーー－ー－－－－－－－－－－－ーーー・・・ーーーーーーーー ーー ，．．． ．．．．．．．．．．．．．． 『，，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

装具・靴の着脱
入浴

コミュエケーション

活動度目中中臥床．口椅無子，口，有（時間帯目 理由
日 座位．口 口車椅子，ロベッド上，ロキ’ャッチアップ

職業（口無職，ロ病欠中，事口内休容職・中，口発症後退職，ロ退職予定） 社会参加（内容・頻度等，発症前状況を含む。）
これまでの職活・業種・仕

カ参日
こ復れ職ま希で望の通日勤現方職法復：帰 ロ転職 口その他：

経済状況

復仕職通職事勤場復方内口容帰法現ののに職変変向復更更け帰た口口目口無無標転：職口口有有口．不可 ロその他

I京天百宥望

目
標 家族の希望

方
リノ、ピリァーション終了の目安・時期

童十

E三広福二証明 年月日~ 医E ~ 
（記入上回留意点）
i r評価項目・内容Jの「参加J欄のfこれまでの職種・謹種・仕事内容J、「これまでの通勤方措J,r祖職希望Jを記入すること。
2 「目標J欄には、傷病労曲者のこれまでの唯事内容、これまでの通勤方法、軍聴希望帯を踏まえ、仕事内容及び通勤方法の変更の必要性を判断し、
「職場笹帰に向けた匡標Jを設定の上、記入することゐ
3「具体的アプローチ』欄には、信病封帥者の「職場世保に向けた目標Jを踏まえ、業帯内容・通勤方法等を考慮したアプローチ（キーボードの打髄や
パスへの乗車等）を記入すること．
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参考11 四肢に対する特例取扱い（1.5倍・2倍）の点数一覧表

処置

｜健保点数 ×i. s I×2.0 

ア ]000 創傷処置（lOOcn!未満） 45 68 90 

創傷処置（lOOcn!以上500cnl未満） 55 83 110 

創傷処置（500cnl以上3,OOOcn!未満） 85 128 170 

創傷処置（3,000cnl以上6,OOOcnl未満） 155 233 310 

創傷処置（6;000cnl以上） 270 405 540 

JOOl 熱傷処置（lOOcnl未満） 135 203 270 

熱傷処置（lOOcnl以上500cnl未満） 147 221 294 

熱傷処置（500cnl以上3,000cnl未満） 225 338 450 

熱傷処置（3,OOOcnl以上6,000cnl未満） 420 630 840 

熱傷処置（6,000cnl以上） l, 250 l, 875 2, 500 

JOOl-4 重度事辱癒処置（lOOcnl未満） 90 135 180 

重度祷癒処置（lOOcn!以上500cnl未満） 98 147 196 

重度裸癒処置（500cnl以上3,OOOcn!未満） 150 225 300 

重度祷癒処置（3,OOOcn!以上6,000cnl未満） 280 420 560 

重度祷癒処置（6,OOOcn!以上） 500 750 l, 000 

JOOl-7 爪甲除去（麻酔を要しないもの） 45 68 90 

JOOl-8 穿刺排膿後薬液注入 45 68 90 

J002 ドレーン法（ドレナージ） （持続的吸引） 50 75 100 

ドレーン法（ドレナージ） （その他） 25 38 50 

]053 皮膚科軟膏処置（lOOcnl以上500cnl未満） 55 83 llO 

皮膚科軟膏処置（500cnl以上3,ooocnl未満） 85 128 170 

皮膚科軟膏処置（3,OOOcn!以上6,OOOcn!未満） 155 233 310 

皮膚科軟膏処置（6,OOOcnl以上） 270 405 540 

イ Jl16 関節穿刺（片側） 100 150 200 

Jl16-2 粘（？骨）液嚢穿刺注入（片側） 80 120 160 

Jl.16-3 ガングリオン穿刺術 80 120 160 

Jl16-4 ガングリオン圧砕法 so 120 160 

Jl19 消炎鎮痛等処置（湿布処置） 35 53 70 

ウ JOOl-2 紳創膏固定術 500 150 I~ 
JOOl-3 鎖骨又は肋骨骨折固定術 500 750 ／／／  

]054 皮膚科光線療法（赤外線又は紫外線療法） 45 68 ／／  

皮膚科光線療法（長波紫外線又は中波紫外線療法） 150 225 ／／／  

皮膚科光線療法（中波紫外線療法） 340 510 

Jl17 銅線等による直達牽引（ 2日目以降） 50 75 ／／  

J118 介達牽引 35 53 ／／／  

Jl18-2 矯正固定 35 53 ／／  

]118-3 変形機械矯正術 35 53 ／／  

Jl19 消炎鎮痛等処置（マッサージ等の手技による療法） 35 53 ／／／  

消炎鎮痛等処置（器具等による療法） 35 53 ／／イ

Jl19-3 低出力レーザー照射 35 53 ／／／．  
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手術

健保点数 Xl. 5 X2,0 

KOOO ''I侮処理｛師向、臓語に遣する） ［長径5四未満］ I, 250 I, 875 2,500 

i'i傷処理｛筋肉、峨器に逮する｝ ｛畏径，，国以上10圃未満｝ I, 680 2,520 3, 360 

倉日傷処理（筋肉、臓器に逮する） （長笹山国以上｝ 2, 000 3, 000 4, 000 

創傷処理（筋肉、臓器に逮しない］ （長怪5四未満｝ 470 705 940 

創傷処理（筋肉、臓器に遣しない） （長径5回以上10個未満） 850 I, 275 I, 700 

創傷処理（師向、臨暴に逮しない） （豊富IOcm以上） I, 320 I, 980 2,640 

KOOl 皮l首切開術（長笹10国米満） 470 705 940 

皮膚切開術｛畏笹10間以上20cm未満） 820 I, 230 1,640 

皮府切開術（長径20冊以上） 1,470 2, 205 2,940 

K002 デプリードマン（IOOol未満） I, 020 I, 530 2,040 

デプリードマン（IOOol以上3,＂＇＇＂未満） 2,990 4, 485 5, 980 

デプリードマン（3,000"1以上） 7, 600 II, 400 15, 200 

K023 蹄陣切離術、暗躍切開術 840 I, 260 1,680 

K024 筋切離術 3, 080 4, 620 6, 160 

K025 股間節内転筋切隙術 4, 410 6,615 ／／  

K026 世間節筋群解離術 12, 140 18, 210 ／／  

K026-2 世間節周囲筋腫解帥術｛宮野間股間節信） 16,700 25, 050 ／／  

K027 肺炎手術（腸腰館、殿描、大腿筋｝
2, '" 

3, 090 ／／  

肺炎手術（その他の筋） I, 210 I, 815 2,420 

K028 酷鞠切開術（聞節鏡下によるものを含む） 2,050 3, 075 4, 100 （づ

K029 間肉内異物純白術 2,840 4, 260 5, 680 

K030 四肢・躯併軟部腫!l!;摘出術｛肩、上師、前閣、大腿、下腿、躯持） 7, 390 II, 085 ／／  

四肢・躯幹軟鶴腫記事摘出荷｛手、足） 3, 750 5,625 7, 500 

K031 四肱躯幹軟部悪性腫1事手術（肩、上臨、前腕、大限、下腿、躯幹） 20, 620 30, 930 ／／  

四臨・躯幹敏郎悪性阻揖手術（字、足） 12』 870 19, 305 25, 740 

K03~ 蹄脱移植術（指［手、足］｝ 7, 890 II, 835 15,780 

師膜移植術（その他｝ 10, 310 15, 465 ' 20, 620 

K034 腫切陣切除術（関節鏡下によるものを古む） 4, 290 6,435 8, 580 

K035 国側離術｛関節鏡下によるものを含む） II, 430 17, 145 22, 860 

K035-2 田桐臨切除術 7, 550 II, 325 15, 100 
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手術

健保点数 Xl. 5 ×2 0 

K0'7 腫融合術 11, 320 16, 980 22, 640 

K037-2 アキレス腿断副手術 8, 710 13, 065 ／／  

K038 瞳超長術 JO, 750 16, 125 21, 500 

K039 田移緯術（人工陣形成術を古む） （指［字、足｝） 13, 610 20, 415 27,220 

!JI移植術（人工陣形成前を含む） （その他） 18, 080 27, 120 36, 160 

K倒。 酷移行術｛指（手、足）｝ 13, 610 20, 415 
'" 220 

踏移行前（その他） 18, oao 27, 120 36, 160 

K040-2 指伸筋腫脱日観血的整置術 13, 610 20, 415 27,220 

K042 骨穿孔師 I, 730 "595 3,460 

K043 骨掻間間 011甲骨、よ崎、大腿） 11, 150 16,725 ／／  

骨鏑胆術｛前脂、下阻｝ 6, 700 10, 050 ／／  

骨径間情（鎖骨、臨盤骨、手、足その他） 3, 590 5, 385 7, 180 

＼ 
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手術

健保点数 x 1. 5 ×2.0 

K043-2 骨間節結篠疲孔摘出荷｛肩甲骨、上師、大腿｝ II. 150 16, 725 ／／  

骨関節結核瞳孔摘出術（前腕、下腿） 6, 700 IO, 050 ／／  

骨関節結敏瞳孔摘出術（鎖骨、膝蓋骨、手．足その他） 3, 590 5, 385 7, 180 

K043 3 骨髄炎手術｛骨結核手術を古む） （肩甲骨、上踊．大腿） II, 150 16, 725 ／／  

骨髄炎手術（骨結綴手術を含む｝ （前臨、下腿） 6, 700 IO, 050 ／／  

骨髄炎手術｛骨結核手怖を吉む］ ｛鎖骨、臨蓋骨、手、足その他｝ 3, 590 5;385 7, 180 

K044 骨折非観血的鐙誼術（肩甲骨、上崎、大腿｝ I, 600 2,400 ／ 
骨折非甑血的態置術（前師、下腿） I, 780 2, 670 ／／  

骨折非観血的盤檀術（鎖骨、膝蓋骨、手．是その他） l, 440 2, 160 2,880 

K045 骨折経皮的銅線刺入固定術｛肩甲骨、上腕、大曲j 7, 060 IO, 590 ／／  

骨折経皮的銅線刺入固定術｛前脂、下腿｝ '・ 100 
6, 150 ／／  

() 

骨折経皮的銅線刺入固定術（鎖骨、腔皇室骨、字、足、指｛手、足）その他） l, 660 2, 490 3,320 

K046 骨折観血的手術（肩甲骨、上師、大胆） 18, 810 28, 215 ／／  

骨折観血的手術（前由、下圏、手舟状骨） 14, 810 22, 215 29, 620 

骨折観血的手術｛鎖骨．膝盛骨．手｛舟状骨を陣く）、定、指（手、是｝その他） 9, 480 14, 220 18,960 

K046 2 観血的盤復悶定術（イシプラント周周骨折に対するもの｝ （肩甲骨．上師、大腿） 21, 710 32, 565 ／／  

観血的援復固定術（インプラント周囲骨折に対するもの） ｛前田、下腿） 17, 090 25, 635 ／／  

観＂＂＂＇盤復固定術〈インプラント周囲骨訴に対するもの） （字、足、指｛手．足）） IO, 940 16, 410 21,880 

K047 難治性骨折電磁波電気治療怯｛ー速につき｝ 12,500 18, 750 25, 000 

K047-2 難治性骨折超音波治療法｛ー速につき1 12, 500 18, 750 25, 000 （寸

K04千3 超音波骨折治療法（一連につき｝ '・ 620 6, 930 9,240 

K048 骨内異物（挿入物を古む）除去術（顕霊堂、踊函（摺数切聞を要するもの）） 12, 100 ／／  ／／  

骨内異物｛荷入物を古む）除去問（その他の顕蓋、面面、肩甲骨、上腕、大腿） 7, 870 II, 805 ／／  

骨内異物（挿入物を古む）陣去術｛前師、下臨） 5, 200 7, 800 ／／  

骨内異物（掬入物を古む）除去術｛鎖骨．膝盤骨．手．足、指（字、足）その他） 3, 620 5,430 7,240 

K049 骨節分切除術［肩甲骨、上腕、大胆） 5, 900 8, 850 ／／  

骨部分切除術（前師、下腿）
'・ 410 

6, 615 ／／  

骨部分切陣術（鎖骨、牒重量骨．字、足、指（季、足）その他） 3, 280 
'・ 920 

6,560 

KOSO 腐骨摘出荷｛肩甲骨．よ師、大岨） 14, 960 22, 440 ／／  

腐骨摘出術｛前腕、下蝿｝ IO, '30 15, 645 ／／  
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手術

K051 

K051-2 

K052 

K052 2 

K052 3 

腐骨摘出荷｛鎖骨、膝蓋骨、字、足その他）

骨全摘術（肩甲骨、上腕、大腿）

骨金術情（前師、下腿｝

骨会摘術（鏑骨、膝蜜骨、手、足その他）

中手骨Zは中足骨術除術（2本以よ）

骨腫薄切陪術（肩甲骨、上腕、大圃）

骨腫薄切除耐｛岡田．下腿｝

骨腫1耳切除術［輯骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他）

多発怯軟骨盤井骨腫締出術｛肩甲骨、上腕、大胆）

多発性軟骨性外骨眠術出術（前師、下回）

多発怯軟骨性外骨服摘出術（鎖骨、膝葱骨、手．足、指（季、足）その他）

多発性骨随摘出術｛肩甲骨、上臨、大臨｝

多発性骨！ii摘出術（前腕、下回｝

多発性骨阻摘出術［鎖骨．膝蓋骨、字、足、指（字、足）その他）
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健保点数

3,420 

27, 890 

13, 050 

5, 160 

5, !60 

17, 410 

9,370 

4, 340 

17, 410 

9, 370 

4,340 

17, 410 

9, 370 

4, 340 

XI. 5 ×2 0 

5, 130 6,840 

41,835 ／／  

19,575 ／／  

7, 740 J0,320 

7, 740 J0,320 

26,115 ／／  

14,055 ／／  

6, 510 '・ 680 

26, 115 ／／  

14, 055 ／／  

6,510 8,680 

26, 115 ／／  

14, 055 ／／  

6, 510 8, 680 



手術

健保点数 Xl. 5 X2 0 

K053 骨悪性臨海手術｛肩甲骨、上腕、大胆｝ 32, 550 48, 825 ／／  

骨悪性腫痕手間｛前腕、下腿） 26, 260 39,390 ／／  

骨悪性腫郷平情［鎖骨、時蓋骨、手、足その他） 18, 810 28,215 37, 620 

K054 骨切り箭｛肩甲骨、上曲、大腿） 28, 210 42,315 ／／  

骨切り情［前腕、下腿］ 20, 620 30, 930 ／／  

一、 骨切り情｛鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（字、且）その他｝ 7, 930 ll, 895 15, 860 

KOSS-2 大腿骨顕回転骨切り僻 44, 070 6S, 105 ／／  

KOSS-3 大腿骨近位部｛転子問を古む｝骨切り術 37, 570 SS,355 ／／  

K055 偽関節手術［肩甲骨、上腕、大胆｝ 28,210 42,315 ／／  

偽関節手術（前田．下圏、手舟状骨） 26, 030 39, 045 52, 060 

() 
偽関節手術（鎖骨、勝箆骨、手（舟状骨を陣〈）、足、指（手、足）その他） 14, 500 21, 750 29, 000 

K056 2 難治性暗染性偽関節手前（創外固定器によるもの） 48, 820 73, 230 97, 640 

K057 宮形治悠骨折捕正手前（肩甲骨、上腕、大曲｝ 31, 270 46, 905 ／／  

置形治療骨折揖E手術［前面、下腿） 27, 550 41,325 ／／  

宮形治窓骨抗措正手術｛鎖骨、時重量骨、手、足、指｛字、足）その他） 15, 770 
"・ 655 

31, 540 

KOSS 骨長調盤字情｛骨綿軟骨発育抑制術） 16,340 24, 510 32, 680 

骨長関態学術（骨短縮南｝ 14, 960 22, 440 29, 920 

骨長鯛盤手術（骨延長雨｝ （指（字、足｝｝ 16,390 24, 585 32, 780 

骨量網整手術（骨彊長前｝ ［指｛王手、足｝以外） 26, 700 40, 050 53, 400 

K059 骨移値情［軟骨移権耐を含む） （自家骨移植） 14, 030 21, 045 28, 060 

骨移植情（軟骨移植怖を古む） （同種骨移篠［生体｝） 20, 770 31, 155 41, 540 

骨移植師（軟骨移棺耐を古む） （同種骨移権（非生体）） 18,300 27, 450 36, 600 

自室埴韮盤骨壷亜盟 14. 030 21, 045 28, 060 

K059 2 関節揖下自軍骨軟骨移徳術 16, 190 24, 285 32,380 

K06a 関節切開蹄（肩、世、膝） 3, 600 5, 400 ／／  

関節切開閉｛胸鎖、肘、手．足） 1, 280 1,920 2, 560 

関節切開情［肩鎖、指（手、足）） 680 1,020 1,360 

K050-2 肩甲関節周囲沈着石灰術出術 3, 600 5,400 ／／  

K060-3 化鴎性又は結核性関節炎箔眼前（肩、眠、膝） 20, 020 30, 030 ／／  

化A良性又は結核位関節炎指眼前｛胸割、肘、手、足） 13, 130 19, 695 26, 260 
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手術

健保点数 ｜ Xl. 5 X2 0 

化成位互は結核性関節炎掻陣情（肩輔、指｛字、足｝） 3, 330 
'・ 995 

6, 660 

K061 関節脱臼非祖血的控室復術（肩、腔、臨｝ l,500 2, 250 ／／  

問節脱臼非寵血的盤檀術（胸鎖、肘、字、足｝ 1,300 l, 950 2, sao 

間節脱臼非寵血的盤軍術（肩鎖、指｛字、足）、小児肘内陣｝ sea l, 200 1, sao 

KO!i2 先天性股関節脱臼非観血的盤復情｛両側］ (9ーメンピzーグル法） 2, 050 3, 075 ／／  

先天国世間飾脱臼非観血的整檀術（両側｝ （その他） 2, 950 '・ 425 ／／  

K063 関節脱日銀血的聾復術（肩．股、膝） 28, 210 42,315 ／／  

関節脱臼観血的整復術（胸鋭、肘、手、足｝ 18, 810 28, 215 37, 620 

関節脱臼臨血的密室置術｛肩鎖、指（字、足）） 15, 080 22, 620 30, 160 

.( 
KOli4 先天性股間節脱臼観血的整担術 21, 130 31, 695 ／ ／  

K065 関節内異物｛挿入物を含む）除去師（肩、股．膝） 12,430 18,645 ／ ／  

関町内異物（挿入物を含む｝除去情｛胸鋭、肘、手、足］ 4.6日日 6, 900 9, 200 

関節内異物（挿入物を含む］陣表情｛肩舗、指｛手．足｝］ 2, 950 
'・ 425 5, 900 

／ 

¥ 
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手術

健保点数 x l. 5 X2,0 

K065 2 関節鏡下関節内異物［得入物を含む｝除去術｛肩、股、膝） 13, 950 20, 925 ／ン／

関節鏡下関節内異物｛帰入物を宮む）除去術（胸鎖、肘．手．足） 12, 300 18, 450 24, 600 

関節鏡下閏筋肉異物［挿入物を宮む｝除去荷｛肩鋭、指［手、足）｝ "930 11, 895 15,860 

K066 関節滑膜切噛術［肩、股、膝） 17,750 26, 625 ／／  

関節滑膜切除術｛胸鎖、肘、手．足） 11,200 16,800 22,400 

関節滑膜切除術｛肩鎖、指（手、足）） 1, 930 11, 895 15,860 

KOG!i ・2 間節鏡下関節滑脱切除術｛肩、腔、膝｝ 17, 610 26, 415 ／／  

関節鏡下関節滑Z裏切除師（胸鎖、肘、手、足） 17, 030 25, 545 /34, 060 

関節鏡下関節滑膜切除情（肩鎖、指［字、足）） 16, 060 24, 090 
'" 120 

K066-3 滑被膜術出術｛肩、陸、膝） 17, 150 26, 625 ／／  

滑被膜術出術（胸鎖、肘、手、足） 11,200 16, 800 
'" <00 

滑被鵬摘出術｛肩鎖、指｛字、足｝） 1, 930 11, 895 15,860 

K066-4 関節鏡下滑被膜檎出術（肩、股、勝｝ 17, 610 I 26, 415 ／／  

関節鏡下滑液蹄摘出荷（胸輔、肘、字、且） 17, 030 25, 545 34, 060 

関節鏡下滑嗣脱摘出術（肩鎖、指（手、足｝｝ 16, 060 24, 090 
'" 120 

K066-5 躍箆骨精液袋切陣術 11,200 16, BOO ／ ／  

K066-6 岡節鋭下膝箆骨務機器切除術 17, 030 25, 545 ／／  

K066-7.← 穆指関節滑膜切除術 7, 930 11, 895 15, 860 

K066-8 関節鏡下訟指間節椅膜切除情 16, 0唱。 24, 090 
'" 120 

K067 聞節鼠摘出手蹄｛肩、股、臨） 13, 000 19, 500 ／／  

関節鼠嫡出手術（胸鎖、肘、手．足） 10, 580 .15, 870 21, 160 

関節鼠摘出手術（肩曲、指（字．足）） "970 5, 955 7, 940 

K067-2 聞節鏡下問節且摘出手術｛肩、世、臨） 17, 180 26, 610 ／／  

関節鋭下聞節鼠摘出手術｛胸鎖、肘、字、足〕
'" 100 

28, 650 38, 200 

関節鏡下聞節且摘出手術｛肩鎖、指（字、足）｝ 12, 000 18, 000 24, 000 

KOBS 半月板切除術 9,200 13, 800 
／ 〆

KOBS 2 関節鏡下半月板切晴術 15, 090 
'" 635 

／／  

K069 半月叡施合術 11,200 16, 800 ／／  

K069-2 関節鏡下三角線維軟骨擢合体切陣・暗合情 15,210 22, 815 30, 420 

K069 3 関節鏡下半月板縫合術 18, 810 28,215 ／ 
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／ 
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手術

K070 

K072 

K073 

K073-2 

K074 

ガングリオン橋出術（字、足、指｛手、足〕｝

ガングリオン摘出術｛その他］ （ヒグローム摘出術を官む｝

間町切除術（肩、股、時）

関節切除術｛胸組、肘．字、足）

闇節切除術（肩鎖、指｛字、足）］

問節内骨折観血的手術［肩、股、腰、民｝

関節内骨折観血的手術｛胸鎖、件、手、足｝

聞節内骨折観血的手術（肩鎖、指［手、足｝）

関節鏡下関節内骨折観血的手術（肩、股、臨）

関節鏡下関節内骨折観血的手術｛胸鎖、肘、字、足）

関節鏡下問節内骨折盟血的手術 ｛府組、指（手、且））

靭帯断裂縫合前［十字靭術｝

靭俗断裂融合間｛時制倒靭帯｝

靭併断裂縫合術｛指（手、足｝その他の靭帯）

46 

健保点数 x 1.5 X2,0 

3, 050 4, 575 6, 100 

3, 190 4, 785 6,380 

19, 270 28, 905 ／／  

16, 070 24, 105 32, 140 

5, 670 8, sos 11, 340 

20, 760 31, 140 ／／  

17, 070 25, 605 34, 140 

10, 370 15,555 20, 740 

25, 200 37, 800 ／／  

18, 910 28, 365 37, 820 

11, 970 17, 955 23, 940 

17, 070 25, 605 ／／  

16, 560 24, 840 ／／  

7, 600 11, 400 15,200 



手術’ 咽町r・

健保点数 ｜ Xl.5 X2.0 

K074-2 関節瞳下靭帯断裂縫合術（十字靭帯｝ 21. 970 32. 955 ／／  

関節揖下靭修断裂経合術｛膝側副靭帯）
"・ 510 

24, 765 ／／  

聞節舗下靭併断裂縫合術（指（手、且｝その他の靭帯） 15, 720 23, 580 31,440 

K075 非盟血的問節揖動術（肩、股、時｝ 1,320 1, 980 ／／  

非臨血的関節授動術（胸鎖、討、手、足） 1,260 I, 890 "520 

非観血的関節侵動前（肩鎖、指｛卒、足｝） 490 「臨 980 

K076 観血的関節祭動術（肩、腔．膝） 3B, 890 58,335 ／／  

観血的関節俊動師｛胸鎖、肘．手．足｝ 28.210 42,315 56, 420 

観血的関節綬動前（府鎖、指［手、足）） 8, 460 12, 690 16.920 

K077 現血的問節制動冊（肩、腔、膝） 27,380 41,070 ／ 
観血的関節制動師 α旬鎖、肘、手、足｝ 15, 560 23, 340 31, 120 

( ) 

間血的関節制動術［肩鎖、指［字、足）） 5,550 8,325 II, 100 

K078 間血的関節固定情｛肩、世、勝］ 21, 640 32, 460 ／ 
観血的岡師固定情［胸鎖、肘、手、足） 18, 590 27, 885 37, !80 

観血的関節固定情（Jiii鎖、指（手、足）） 7,2CO 10, 800 14, <00 

K079 制徴断裂醇成手前｛十字靭併） 28.210 42,315 ／／  

靭僻断裂摺成字情 ω奈側副靭締） 18,810 28,215 ／／  

靭借断裂摺成手術（指（字、足）その他の籾併｝ 16,350 24, 525 32, 700 

K079 2 閲節韓下靭待断型形成手術｛十字靭帯） 34,980 52, 470 ／／  

関節韓下靭得断裂形成手術｛絡側国l靭櫛） 17,280 25,920 ／／  

関節韓下靭僻断裂形成手術（指（字、足｝その他の靭併｝ 16,390 24, 585 32, 780 

関節韓下靭繕断裂形成手術（内側勝蓋大腿靭帯｝ 17, 550 26,325 ／／  

KOSO 関節博成手術｛肩、股．勝｝ 45, 720 68, 580 ／／  

関節形成手掛 ω旬鎖．肘、字、足） 28, 210 42,315 56, 420 

関節形成手術｛肩鎖、指（手、足）｝ 13, 740 20, 610 27, 480 

KOS0-2 内E足手前 25,930 38, 895 ／／  

KOS0-3 屑酷板断裂手荷［簡単なもの） 18, 700 28, 050 ／／  

肩臨板断裂手術（担陣なもの） 24,310 36, 465 ／／  

KOSO 4 関節韓下肩睦板断裂手術［簡単なもの） 27, 040 40, 560 ／／  

間節舗下肩拙板断割手術（植維なもの） 35, 150 52, 725 〆／
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手術’町＂曹

健保点数 Xl. 5 ×2 0 

KOS(] 5 間節鏡下肩関節唇形成術 32, 160 48, 240 ／／  

KOBI 人工骨頭掃入術｛肩、股） 19, 500 29, 250 ／／  

人工骨頭掃入術印点字、是） 18, 810 28, 215 37, 620 

人工骨萌挿入術（指（字、足）） 9, 070 13, 605 18, 140 

K082 人工闇節置換荷［肩、腔、膝） 37, 690 56, 535 ／／  

人工関節置換師（胸鎖、肘、字、足） 28,210 42, 315 56, 420 

人工関節置換箭｛肩鋭、指｛手、足）〉 13, 310 19, 965 26, 620 

KOB2 2 人工関節抜去甫（肩、腔、勝） 30,230 45, 345 ／／  

人工関節銭去情｛胸鎖、肘．字、足） 20, 620 30, 930 41,240 

人工関節抜去荷（膚鎖、指［字、足）｝ 13, 950 20, 925 27, 900 

K082-3 人工関節存置換情｛肩、股、膝） 54, 810 82, 215 ／／  
( 

人工聞節存置後術［胸曲、肘．手、足） 34, 190 51, 285 68, 380 

人工関節再置換術（肩輔、指｛字、足）） 19, 940 29, 910 39, 880 

K083 

朗稼俸き）による躍連牽引｛初日．観血的に行った場合の手技料を含む．｝ (1局所
tこ’つ

2, 510 3, 765 5,020 

K083-2 内E足足板挺子固定 2, 030 3, 045 ／／  

K084 四肢切断術（肩甲僻） 36, 5冶O 54,750 ／／  

四肢切断情（上脂、前腕、手、大鵬、下腿、足） 24, 320 36, 480 48, 640 

四肢切断情（指（字．足）） 3, 330 4, 995 6,660 

K084-2 肩甲僻離断術 38, 500 54,750 ／／  

KOSS 四股関節離断荷｛肩、位、膝） 26, 030 39, 045 ／／  

四肢関節離断術開サ、季、足） 11, 360 17, 040 22, 720 

四股関節陣断荷（措（手、足｝｝ 3, 330 4, 995 6, 660 

KOSS 断端形成術［軟部静成のみ） （指（手．足｝） 2,770 4, 155 5,540 

断端形成荷（軟部形成のみ） （その他） 3, 300 4, 950 6, 600 

K087 断端開店情（骨形成を耳する｝ ［指（字、足）） 7, 410 11,115 14, 820 

間端形成師（骨形成を要する） ｛その他） 10, 630 15, 945 21,260 

KOSS 切断固政再接合前［四肢） 144, 680 217, 020 289, 360 

切断固肢界筏合前（指（字、足）） Bl, 900 122, 850 163, 800 

K089 爪甲陣去荷 640 960 l, 280 
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手術

健保点数 Xl. S ×2. 0 

K090 ひょう盆手術（軟部組織） 990 I, 485 1,980 

( 

ひょう痘平術［骨、間節｝ I, 280 I, 9'° 2, 560 

K090 ・2 風線手術 990 1,485 I, 9自｛］

K09l F借入爪手前（簡単なもの） 1,400 2, 100 2, 800 

陥入爪手術｛爪床爪母の形成を伴う檀維なもの｝ 2,490 3, 735 4, 980 

K093 手後管開放手術 4, 110 6, 165 8,220 

K093-2 閏節揖下手線管開放手術 IO, 400 15, 600 20, 800 

K094 足三関節固定（ランプリヌディ）手術 25, 350 38, 025 ／／  

K095 手掌、足底世鵬切階・切除術（鋭視下によるもの｝ 4, 340 6, 510 8, 680 

K095 手掌、足底睡眠切離・切除術（その他） ' 2,750 •• 125 5,500 

K095-2 体外衝奇書波搭痛治療術 '・ 000 

( ) 
"500 10,000 

K097 手傘、足底具物摘出術 3, 190 4, 785 6,380 

K098 手省主屈師酷髄合術 II, 090 16,635 22, 180 

K099 指纏痕拘捕手間 6, 880 10,320 13,760 

K099-2 デュプイトレン拘縮手前 (I指） IO, 430 15,645 20, 860 

デュプイトレン拘縮手術（2措から3指｝ 22, 480 
"・ 720 

44, 960 

デュプイトレン拘縮手術（4領以上） 29,740 44,610 59, 480 

KlOO 多指症手術（軟部形成のみのもの） 2, 640 3,960 5,280 

多指誼手術｛骨関節、酷の形成を要するもの） 13,250 19,875 26, 500 

KlOl 合指症手術（軟部形成のみのもの） "320 10, 980 14,640 

合指症手術（骨閑節、田の形成を要するもの） 13, 910 20, 865 27, 820 

KlOl-2 指癒着症手術［軟鮒形成のみのもの） 7, 320 10, 980 14, 640 

指癌着症手術（骨関節、睡の形成を要するもの｝ 13, 910 20, 865 27, 820 

Kt02 匡指盆手荷（軟郎形成のみのもの） 8, 330 12, 495 16,660 

巨指症手術（骨関節、睡の形成を耳するもの｝ 15, 390 '23, 085 30, 780 

K103 屈指症手術、斜指痘手術（軟師形成のみのもの） 11. 510 17, 265 23, 020 

屈指症手術、斜指徒手術（骨関節、帥の形成を聾するもの） 15, 390 23, 085 30, 780 

K!05 裂手、裂足手術 25, 350 
"・ 025 

50, 700 

Kl OS 母指化手術 32, 370 48, 555 64, 740 

K107 指移植手術 95, 630 143, 445 191,260 
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手術

健保点数 Xl. 5 ×2.0 

KIOB 母指対立再建術 16.650 24. 975 "・ 300 

Kl09 神経血管柄付信皮術（手・足］ 40. 460 60. 690 80, ,,. 

KllO 第四足指垣織症手術 10, 790 16, 185 ／／  

KHO・2 第一足指外E症揖正手術 10, 790 16, 185 ／／  

K112 腸骨！！！；膿fl切開前 4, 670 ／／  ／／  

Kll3 腸骨格崎調書掻胆情 11, 600 ／／  ／／  

K116 智雄、骨盤骨掻冊術 15, 610 ／／  ／／  

K117 脊椎脱臼非現血的整復術 "570 ／／  ／／  

K117-2 頚椎非観血的盤復術 "570 ／／  ／／  

Kll7-3 椎間板へノレニア後手整担術 2,570 ／／  ／／  

KllB 管椎、骨盤脱日醒血的手術 28.210 ／／  ／／  

K119 仙臆関節脱臼掴血的手術 24,320 ／／  ／ 
KI20 恥骨結合同信開祖血的手術 7,890 ／／  ／／  

Kl20-2 恥骨結合離閲非観血的盤復固定術 1,580 ／／  ／／  

Kl21 骨盤骨折非観血的縫笹情 2, 570 ／／  ／／  

K124 腸骨翼骨折観血的手術 15, 760 ／／  ／／  

K125 骨盤骨折担血的手前｛脇骨揖骨訴を除〈） 29, 190 ／／  ／／  

KI26 脊椎．骨盤骨｛軟骨｝組曲採取術｛酷験切除） ［続突起、踊骨翼） 3, 150 ／／  ／ 
脊雄、骨盤骨（軟骨）組描採取術（試験切除｝ （その他｝ "510 ／／  ／／  

血謹二皇 自：富士在韮盤宜担瞳盤!li!ll'l 4,510 6, 765 9, 020 

KI28 脊推．骨盤内異物｛掃入物｝除去術 12, 770 ／／  ／／  

K131・2 内担鏡下椎弓切除情 15, 730 ／イ／ ／／  

Kl33 黄色靭帯骨化症手荷 28, 730 ／／  ／／  

Kl34 権問拒摘出術（前方術出術） 34, 810 ／／  ／／  

推間板摘出術（桂方摘出荷） 23, 520 ／／  ／／  

椎間板摘出術（側方摘出術｝ 28, 210 ／／  ／／  

椎間板締出荷｛経度的髄鵠摘出術） 15,310 ／／  ／／  

Kl34 2 内視韓下椎間板橋出（切除｝情（前方摘出術） 75, 600 ／／  ／／  

内担揖下推間仮摘出（切除｝情｛後万摘出術） 30,390 ／／  ／／  

K135 待椎、骨盤服務切除術 33, 290 ／／  ／ ／  
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手術

健保点数 ｜ x 1.5 X2.0 

Kl36 脊様、骨盤悪性腫寄手術 69,980 ／／  ／ ／  

KI36』 2 腫Z事費椎骨金術前 93, 300 ／／  ／／  

KI37 骨盤切断術
"・ 650 ／／  ／／  

KI38 管機敏型手術（神話処置を伴うもの｝ 26, 700 ／／  ／／  

脊権放型手術（その他） 16, 510 
／／  ／ 

K139 智椎骨切り術 52, 460 ／／  ／／  

Kl40 骨盤骨切り術 33, 630 ／／  ／／  

K141 日蓋形成手術 28, 220 ／ ／ 
Kl41』 Z 克骨臼移動術 36, 400 ／／  ／ 

／ ノ／Kl41・3 守椎制動術 16, 810 

KI42 管方機権固体定固定術）、椎弓切除術、機弓形成術｛多様問又は多機弓の場合を含む．］ ｛前 37,240 ／／  ／／  
() 

待方椎又固は後定術側、方椎固定弓切）除術‘縫弓形成柿（多椎問又は多椎弓の場合を含む．） （後
'" 900 ／／  ／／  

帯方椎椎固体定固術定、） 稚弓切除術、機弓形成術｛多椎問文は多機弓の場合を含む．） ［後 37,420 ／／  ／／  

脊方後椎方回定同術時、固機定）弓切晴術、椎弓摺成情｛多椎間又は多機弓の場合を含む。｝ （前 66, 590 ／／  ／／  

響弓機切除固）定術、惟弓切時術．雄弓摺成冊（多機間又は多椎弓の場合を含む．） （縫 12, 100 ／／  ／／  

脊弓形稚成園定）術、機弓切除術、推弓形成荷｛多椎間又は多推弓の場合を含む．） ｛椎 21, 700 ／／  ／／  

Kl42-2 脊椎側海信手術（固定術） 48, 650 ／ 、 ／／  

待機側略語E手術｛矯正術｝ ｛初回持入） 112, 260 
／イ ／／  

守雄側信号窪手術｛矯E術） （交換術） 48, 650 ／／  ／／  

待機侃侮症手術（矯正術） ［伸展術） 20, 540 ／／  ／／  
仁、｝

K142-3 内視揖下智雄固定術（胸椎又は照雄前方面定｝ 101,910 ／／  ／／  

Kl42-4 経皮的椎体形成術 19,960 ／／  ／ 
Kl43 仙腸関節固定術

'" 190 
／／  ／／  

K144 体外式脊稚園定術 25, 800 ／／  ／／  

KI82 神経融合術（指｛手、足｝） 12, 640 18,960 25, 280 

神経融合術［その他） 24, 510 36, 765 49, 020 

KI82-2 神桂交韮縫合術［指（手、足｝） as, aio 54, 480 72, 640 

神経交蓋髄合術（その他） 46, 180 69, 270 92,360 

血盤ヱ旦 世畠i'!~l!i謹置 12, 640 18, 960 25, 280 

KISS 神経釧陣術 （舗但下によるもの｝ 14, 170 21, 255 28,340 
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手術
健保点数 x 1. 5 X2.0 

神経剥離荷 ｛その他） 10, 900 16, 350 21,800 

Kl93 神経腫ljJJ時術（指｛手、足）｝ 5, 770 8,655 II, 540 
( 

神島胆切陣術（その他） 10,770 16, 155 21, 540 

KI93-2 レアタリングハウゼン病偽神話Mt切除措（露出部） I I, 660 2,490 3,320 

レックリングハウゼン病偽神経腫切除術（露出部） 2 3, 670 5, 505 7, 340 

レックリングハウゼン病偽神経腫切除術［露出部） 3 4, 360 6, 540 8, 720 

KI93-3 レクタリングハクゼン病偽神睦腫切陣術（露出師以外） I I, 280 1,920 ／／  

レククリングハウゼン病偽神桂腫切除術｛露出部以外） 2 3, 230 4,845 ／／  

レyクリングハクゼン病偽神経腫切除術｛露出部以外） 3 4, 160 6, 240 ／／  

Kl94 神経捨除術（後暗神経） 4, 410 ／／  ／／  

神経徐陣術｛上限潟神経） 4,410 ／／  ／／  「
神経捻陣術（服務下仲緩） 4, 410 ／／  ／／  

神経捻陣術（おとがb、神経｝ 4, 410 ／ ／／  

神経拾障術｛下1明神経） 7,750 ／／  ／／  

K194-2 償問神経n束縛術 4, 410 ／／  ／／  

K194-3 眼嵩下孔郎神経切断術 4, 410 ／／  ／／  

K194 4 おとがい孔部神話切断術 4, 410 ／／  ／／  

Kl95 交感神経切除術｛頭動脈周囲） 7, 930 ／／  ／／  

交感神経切除術（股動脈周囲｝ 7, 750 , II, 625 ／／  

Kl95-2 尾勘脈臨摘出術 7, 750 ／／  ／／  

Ki96 交感神経節切除術（頭部） 23, 660 ／／  ／／  

究感神誼節初陣術｛胸部） 16, 340 ／／  ／／  

史感神控節切除術（腰郁〕 16, 240 ／／  ／／  

Kl96-2 胸腔鏡下宮感神経節切除術｛両捌） 18, 500 ／／  ／／ 

Kl96-3 耳ト ~7~1レ手術 12, 490 18, 735 24, 9BO 

K196-4 閉鎖神髄切除術 12,.490 18, 735 24, 980 

Kl96-5 末梢神経連断（挫滋又I立切断）術｛浅·~·骨神経、深·~骨神経、後胞骨持経又は排腹衿経｝ 12,490 18, 735 ／／  

Kl97 神経移行術 23, 660 35, 490 47, 320 

Kl98 神担移植術 23, 520 35, 280 47, 040 

K6D6 血管露出術 530 795 I, 060 
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手術

健保点数 x 1. 5 x2.o 

K607 血管轄揖術［開胸又は聞置を伴う） 10, 550 ／／  ／／  

血管結論術（その他） 3, 130 4, 695 6, 260 

K607-2 血管組合術｛簡単なもの］ 3, 130 4,695 6,260 

K607-3 上田励服姿在化措 5,000 7, 500 ／ 
K608 動師富桧除去術（聞胸XI玄関胆を伴うもの｝ 28, 560 ／／  ／／  

動師事桧徐去術（その他｝ ｛観血的なもの｝ II, 180 16, 770 22, 360 

K608 2 外シャント血往時去術 I, 680 ／／  ／／  

K608 3 内シャント血栓除去術 3, 130 ／／  ／／  

K609 動脈血栓内膜摘出術（大動脈に及ぷ） 40, 950 61, 425 ／／  

動脈血位向鵬摘出術｛内覇動脈） 43, 880 65,820 ／／  

動脈血栓内膜摘出術（その他） 25,860 38, 790 51, 720 
（） 

K609-2 経皮的頭励服ステント留置術 34, 740 ／／  ／／  

K6IO 動脈形成師、吻合術｛踊益内動脈｝ 81,720 ／／  ／／  

動肺形成術、吻合術［胸腔内助脈） （大動脈を陪〈） 47,790 ／／  ／／  

動脈形成術、吻合術（腹腔内動脈） 〈大助服を臨〈） 47, 790 ／／  ／／  

由服形成術、咽合併｛措（字、足）の動脈｝ 15, 340 23, 010 30, 680 

励師形成術、吻合術（その他の動脈） 18,080 27, 120 36, 160 

K6I0-2 店新生血管造成前 52, 550 ／／  

K610”3 内シャント又は外シャント設置情 18,080 ／／  ／ 
K610 4 四位の血管駒合前 18,080 27, 120 36, 160 

。
K610 5 血管吻合術且び神経再揖合情｛上院動脈、正中神経及び尺骨神髄） 18, 080 27, 120 36, 160 

K6ll 抗悪性組事剤曲服、静脈又は臨腔内持続注入用継込型カテーテル世置（聞臨｝ 17, 940 ／／  ／ 
抗悪司性岨ll!剤耐服、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カデーテル設置｛四肢） 16,250 24, 375 ／／  

抗思性胆略~J動眠、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル段瞳｛顕頭部その他） 16, 640 ／／  ／／  

K612 末梢動静脈鴫造世情 7, 760 ／／  ／／  

K613 腎血管性向血圧握手前｛経皮的腎血管拡張情］ 31,840 ／／  ／／  

K614 血管移植術、パイパス移植師｛大動脈） 70, 700 ／／  ／／  

血管移値術、バイパス移植情｛胸腔内動脈） 64,050 ／／  ／／  

血管移槌術、パイパZ移植術（阻腔内助服｝ 56, 560 ／／  ／ 
血管移植術．パイパス移植師（頭、盟邸動脈） 55, 050 ／／  ／ 
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手術

健保点数 XI. 5 X2 0 

血管移植術、バイパス移植術（下盟、足部助脈） 62, 670 94, 005 

血管移植術、パイパR移植術（その他の動脈） 30, 290 45, 435 60, 580 

K615 血管:I!栓術（顕師、胸腔、直腔内血管｝ （止血術） 19, 260 ／／  ／／  

血宜韮撞置 l•I宣L 圃睦盟瞳白血萱1 Q星盟曲曲臨it宝韮撞置｝ 18, 220 ／／  ／／  

血管塞栓前（顕師、胸腔、鹿腔内血管｝ （その他） 16, 930 ／／  ／ 
K615同 2 経皮的大動脈遮断術 l, 390 ／／  ／／  

K616 四肢の血管鉱積荷・血栓除去術 20, 540 30, 810 41, 080 

K616 2 頚動脈球摘出術 10, 800 ／／  ／ 
K616『 3 経皮的胸部血管鉱張術 ｛先天性心疾患術桂に眠る．） 24, 550 ／／  ／／  

K6I6-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 18, 080 27, 120 36, 160 

( 
K617 下院静脈脅手術｛抜去切除術） 10, 200 15, 300 ／／  

下肢静脈箔手術 (I~化療法） l, 720 2, SBO ／ 
下肢給服滴手術（ill;位結旅術） 3, 130 4, 695 ／ 

K6I7・2 大伏在俗服抜去前 11, 020 16, 530 22. 040 

K6I7-3 静脈箔切除術［下肢以外） 1,820 2, 730 3, 640 

K6I7-4 下肢紗服溜血管内続的術 14, 360 21, 540 28, 720 

腹立ニE 由盟盛主主監睡眠亜主主皇i!il!盟瞳世 10, 200 15, 300 ／／  

K618 中心静脈孟盤用権込型カデーテル股盟｛四肢｝ 10, 500 ／／  ／／  

中心静脈注紅用紙込型カテーテル設(II.（顕覇部その他） 10, 800 ／／  ／／  

K619 絡脈血栓摘出師印B胆を伴うもの｝ 22, 070 ／／  ／／  

静脈血桧摘出前［その他） （観血的なもの］ 13, 100 19, 650 26, 200 

K619-2 総踊骨静脈且日股静脈血栓除去術 32, 100 48, 150 ／／  

K620 下大静脈フィルター留置情 10, 160 ／／  ／／  

K620-2 下大静脈フィルタ』除去術 6, 190 ／／  ／／  

K62l 門胴体循環静脈噛合術（門脈庄先進症手術） 40, 650 ／／  ／／  

K622 胸管内顕静脈吻合情 37, 620 ／／  ／ 
K623 静脈形成術、吻合前（胸腔内静脈｝ 25, 200 ／／  ／／  

静脈形成術、吻合前（瞳腔内静脈） 25, 200 ／／ ／／  

待膿揮感情‘吻合栴 E侮 l手是J＂＇絡据｝ 品神碍 持刊時 書』割。

静脈形成師、咽合前（その他の静師｝ 16, 140 24, 210 32, 280 
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手術

健保点数 Xl. 5 X2 0 

K623-2 牌腎静脈噛合前 21,220 ／／  ／／  

初鯵時プラyシング料 91 ／／  ／／  

指の創傷処理（労提特掲・ 1本） 940 ／／  〆／

指の創傷処理｛労民特縄・ 2本） 1,410 ／／  ／／  

指のarJ面処理（労品特掲・ 3本） 1, 880 ／ ／／  

指の創傷処理｛労提特掲・ 4本｝ "350 ／／  ／／  

指の創揮処理｛労民特掲・ 5本） "350 ／／  ／／  

指の骨折非観血的手術（労民特縄 1本） "880 ／／  / 
指の骨折非観血的手荷（芳見特褐・ 2本） 4,320 ／／  ／／  

指の骨折非観血的手術（労虫特掲・ 3本） 5, 760 ／／  ／／  

指の骨折非揖血的手前｛労虫特掲・ 4本］ 7, 200 ／／  ／／  
（） 

指の骨折非観血的手荷（労且特褐・ 5本｝ 7, 200 ／／  ／／  

術中遺復装置佳周加算 220 ／／  ／／  

手指の陣能回復指導加算 190 ／／  ／／  

C1 
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疾患別リハピリテーション

点数 l×1.5 ×2.0 

ク HOOO 心大血管疾患リハビリテーション料（ I ) 250 375 ／／  

心大血管疾患リハピリテーション料（II) 105 158 ／／  

HOOl 脳血管疾患等リハビリア｝ション料（ I ). 250 375 ／／  

脳血管疾患等リハビリテーション料（II) 200 300 ／／  

脳血管疾患等リハビリテーション料（田） 100 150 ／／  

H002 運動器リハピリァーション料（ I ) 185 278 ／／  

運動器リハビリテーション料（II) 180 270 ／／  

運動器リハピリア｝ション料（ill) 85 128 

H003 呼吸器リハビリテーション料（ I ) 180 270 ／／／  

． 
呼吸器リハピリァーション料（II) 85 128 ／／  
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参考12

職場復帰プログラムの例
（精神科ショート・ケア、3時間コース｝

9:00～9:30 9:30～10:30 10:30～11:30 11:30～12:00 

月曜日
・朝のミーティング
．軽体操

プログラム活動1
・適切な自己表現
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．軽体操

プログラム活動2
．心理教育
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・朝のミーテイング
9 軽体操

金曜日
・朝のミーティング
．軽体操

プログラム活動5
．ボディワーク

：：：：感想文作成法定t.グルーヌ；ミ待J芳；必殺当ft<::
民主週閉ぬ感想繁：：：＜・ ：：：：：：：：・

区 分 項 内 目 的
~ 

廿目

－自分の趣味ややりたいことを対話形式で発表
－自己表現を通したコミュニケーションのトレーニング

心理教育又はストレスマネージ｜主主思議接』諸物療法職場の人間関係などについて、助言・指

メント ｜ ・病状や病態を振り返り、自分で認識・把握し、再発予防を実践する
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参考13別紙様式1 ①精神疾患を主たる傷病とするもの（患者用）

労働者災害補償保険
指導管理築

第四目
明治

氏名 生年月日
大正

年 月 日
昭和
平成

負傷又は 昭和
年 月 日 傷病名

発病年月日 平成

休業前の
〔内｜復帰を希望｜原職 事務

職種 する職種

就労に当たって必要な指導事項

1 職務内容変更の必要性

①あり（理由・ ②なし

2 作業制限の必要性（職務内容変更ありの場合、作業制限の有無）

①軽作業可 ②一般事務可 ③肉体労働の制限 ＠普通勤務可 ⑤その他（

平成 年 月頃まで

3 勤務時間調整の必要性

①あり（1日 時間まで、週 時間まで） ②なし

＊②なしの場合、時間外勤務調整の必要性

①あり（1目 時間まで、週 時間まで） ②なし ③深夜勤不可

4 

5 

6 

7 

2 

遠隔地出張（宿泊を伴うもの、海外出張など）の制限の必要性

①あり（制限（ ）・禁止） ②なし

自動車運転・危険を伴う機械操作等、作業内容制限の必要性

①あり（ ②なし

対人業務の制限の必要性

①あり（ ②なし

その他就労に当たって配慮しなければならない事項等について

（例・職責の大きさ、労働密度、職場での人間関係）

就労に当たって必要とされる療養に関する指導事項

就労に当たって必要とされる療養に関する指導事項

今後の療養の予定

ll 1こ 回程度の診療予定

平成 年 月 日
病院又は

診療所の

亘盃型

名称

医師名

（注） こ¢指導管理祭は、入院治療後通院療養を継続しながら就労が可能と医師が認める者文は
入院治療を伴わず通院療養を3ヵ月以上継続している者で就労が可能と医師が認める者に対し、
就労に当たっての療養上必要な指導事項及び就労上必要ttr冒導事項を記載するものです。
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参考13別紙様式2. ②精神疾患を主たる傷病とするもの（産業医用）

労働者災害補償保険
指導管理筆（産業医提出用）

第回目
， 明治

氏名 生年月日
大正

年 月 日 男・女
昭和
平成

休業前の ［；~~ 復帰を希望
原職・事務職・その他（

職種 する職種

病名
(1. ) (2. 

発症（受傷）年月日 年 月 日 ・不明 初診年月日 年 月 日）

初診時症状

入院 年 月 日）～ 年 月 日）

通院 年 月 日）～ 年 月 日）

病状経過 （①不変・②改善傾向・③軽快・④寛解・⑤その他（ ）） 

現在の症状

現在の治療内容（薬剤の内容を含む。）に関する特記事項

今後の治療予定 （①入院・②入院及び通院・＠通院・④治療不要

入院 年 月 日）～ 年 月 日）

通院 年 月 日）～ 年 月 日） l./l_ に 回程度

症状固定の見込み 年 月頃

就労に当たって勤務内容に対する意見

勤務可能（条件なし）

2 勤務可能（条件あり） （条件のある期間 平成 年 月頃まで）

ア 職務内容の変更 不要・要

イ 作業内容の制限

不要 ・要（軽作業可・一般事務可・肉体労働のみ制限・普通勤務可・その他（

ウ 時間外労働の禁止・軽減 不要・要（特記事項：

こE 遠隔地出張（宿泊を伴うもの、海外出張など）の禁止・軽減

不要・要（特記事項：

オ 自動車運転・危険を伴う機械操作等の制限

不要・要（特記事項．

カ 対人業務の制限

不要 ・要（特記事項： l 
キ その他勤務内容に対する意見（例：職責の大きさ、労働密度、職場での人間関係）

就労に当たって必要な職場での留意点

上記のとおり診断します。

平成 年月 日 亙主主主

企~

医師名 ＠ 

病院又は

診療所の
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参考13別紙様式3 ③精神疾患を主たる傷病としないもの（患者用）

労働者災害補償保険
指導管理築

第四目
明治

氏名 生年月日
大正 年 月 日 男・女
昭和
平成

負傷又は 昭和
年 月 日 傷病名

発病年月日 平成

休業前の ぽ~~／ ~T；~ま｜原職事職

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

職種

就労に当たって必要な指導事項

職務内容変更の必要性

①あり（理由： ②なし

作業制限の必要性（職務内容変更ありの場合、作業制限の有無）

①軽作業可 ②一般事務可 ③肉体労働のみ制限 ④普通勤務可 ⑤その他（

平成 年 月頃まで

勤務時間調整の必要性

①あり（1日 時間まで、週 時間まで） ②なし

＊②なしの場合、時間外勤務調整の必要性

①あり（1日 時間まで、週 時間まで） ②なし ③深夜勤不可

遠隔地出張（宿泊を伴うもの、海外出張など）の制限の必要性

①あり（制限（ ）・禁止） ②なし

自動車運転・危険を伴う機械操作等、作業内容制限の必要性

①あり（ ②なし

その他就労に当たって配慮しなければならない事項等について

就労に当たって必要とされる療養に関する指導事項

就労に当たって必要とされる療養に関する指導事項

今後の療養の予定

l'l Iこ 回程度の診療:t'.lE

平成 年 月 日
病院又は

診療所の

宜主些

名称

医師名

（注） この指導管理築は、入院治療後通院療養を継続しながら就労が可能と医師が認める者又は
入院治療を伴わず通院療養を3カ月以上継続している者で就労が可能と医師が認める者に対し、
就労に当たっての療養上必要な指導事項及び就労上必要な指導事項を記載するものです。
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参考13別紙様式4 ④精神疾患を主たる傷病としないもの（産業医用）

労働者災害補償保険
指導管理築（産業医提出用） 第回目

明治

氏名 生年月日
大正 年 月 日 男・女
昭和
平成

休業前の l:~~ 復帰を希望
原職・事務職・その他（

職 種 する職種

病名
(1. ) (2. 

発症（受傷）年月 c( 年 月 日 －不明 ）初診年月日 年 月 日）

初診時症状

入院 年 月 日）～ 年 月 日）

通院 年 月 日）～ 年 月 日）

病状経過 （①不変・②改善傾向・③軽快・③寛解・⑤その他（

現在の症状

現在の治療内容（薬剤の内容を含む。）に関する特記事項

今後の治療予定 （①入院・②入院及び通院・③通院・＠治療不要

入院 年 月 日）～ 年 月 日）

通院 年 月 日）～ 年 月 日） 1.t! に 回程度

症状固定の見込み 年 月頃

就労に当たって勤務内容に対する意見

1 勤務可能（条件なし）

2 勤務可能（条件あり） ［条件のある期間 平成 年 月頃まで）

ア 職務内容の変更 不要・要

イ 作業内容の制限

不要・要（軽作業可・一般事務可・肉体労働のみ制限・普通勤務可・その他（

ウ 時間外労働の禁止・軽減 不要・要（特記事項：

エE 遠隔地出張（宿泊を伴うもの、海外出張など）の禁止・軽減

不要・要（特記事項．

オ 自動車運転・危険を伴う機械操作等の制限

不要・要（特記事項．

カ その他勤務内容に対する意見

就労に当たって必要な職場での留意点

上記のとおり診断します。

平成 年月 日 所在地

名称

医師名 ⑪ 

病院又は

診療所の
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参考14

－介達牽引
・矯正固定
－変形機械矯正術

・消炎鎮痛等処置
（マッサージ等の手技
による療法）

・消炎鎮痛等処置
（器具等による療法）

・腰部又は胸部固定帯固定
．低出カレーザ｝照射

処置及び疾患別リI¥ピリテーションの取扱い

・介逮牽引
・矯正固定
－変形機械矯正術

・消炎鎮痛等処置（マ＂サージ等の手技に
よる療法）
・消炎鎮痛等処置｛器具等による療法）
．腰部又は胸部固定帯固定
・低出カレーザー照射

3部位（局所）まで算定

・消炎鎮痛等処置
（湿布処置）
. III門処置

※ 診療所外来のみ

ri，軍布処置JXは紅門処置
の所定点数回他に、介違牽
引、矯正固定、変形機械矯
正情、 「マッサージ等の手
技による療法j、 f器具等
による療法J、腹部又は胸
部固定帯回定、低出力レー
ザー照射のうち計2部位
（局所）まで算定
＊注1
＊注2
＊注3

疾患別日ハピロテーション

疾患別ロハピリテーションの
所定点数の他に、介選牽引、
矯正固定、変形機械矯E術、
「マッサージ帯の手技による

療法J、 「器具等による療
法」、腰部又は胸部固定帯固
定、低出カレーザー照射のい
ずれか1部位（局所）を算定
＊注4

－消炎鎮痛等処置
（湿布処置）

21・1工門処置
l自につき所定点数を算定｜「湿布処置j l部位又は紅門
［倍串が異なる部位ごとに｜処置と疾患別Hハピリテー

算定し合算］ ｜νョンの所定点数を算定

※診療所外来のみ

3 I上記1及び2の処置を併施
した場合

＊注1 上記1及び2については、それぞれ異なる部位（局所）に行った場合のみ算定できます。

疾患別Hハピリテーションの
所定点数と f湿布処置J1部
位又は匹門処置の他に、介逮
牽引、矯正固定、変形機械矯
正術、 rマyサージ等の手技
による療法」、 「器具帯によ
る療法」、腰部又は胸部固定
帯固定、低出カレーザー照射
のいずれか1部位（局所）を
算定
＊注5

＊注2 上記2については、それぞれ倍率が異なる部位ごとに算定する場合は、 「湿布処置」及び紅門処置となります．

＊注3 上記1のいずれかを複数部位（局所）に行っている場合は、上記2の所定点数を算定することなく、上記lのいずれか

3部位（局所）までの点数を算定することとしても差し支えありません。

＊注4 上記1、のいずれかを複数部位（局所）に行っている場合は、疾患別リハピリテーションの所定点数を算定することな

， く、上記lのいずれか3部位（局所）までの点数を算定することとしても差し支えありません。

（ 注 5 上記1及び2のいずれかを複数部位（局所）に行っている場合は、疾患別リハピリテーションの所定点数を算定するこ

となく、上記2の所定点数の他に上記1のいずれか計2部位（局所）までの点数、若しくは、上記1のいずれか3部位

（局所）までの点数を算定することとしても差し支えありません。

＊注6 消炎鎮痛等処置のうち湿布処置のみ四肢加算の取扱いで手及ひ・手指については2倍で算定できます。
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参考15

入院基本料特例取扱点数一覧表

AlOO 一般病棟入院基本料

基本点数
看護配置

平均在院日数
2週間以内 2週間超

－－－－－・・・ーー・．．．．．．．．．．

区分 看護師比率 (!. 30倍） (!. 01倍）

7対1入院基本料 1, 591点
7 : 1以上

18日以内 2,068点 1, 607点－ーーー・司・・・・・・・・・・・・．，
70%以上

10 : 1以上
10対 l入院基本料 1, 332点 ・・・・・司・・・・．．．．．．．．．． 21日以内 l, 732点 l, 345 ，庶

70%以上

13対 1入院基本料 1, 121点
13 : 1以上

24日以内 1, 457点 1, 132点・・・・・ E ・E ・E ・a・・．．．．．．．
70%以上

15対1入院基本料 960点
15 : 1以上

60日以内 1,248，長 970点－ー・・．・・・・・・・・・・・ー．．．
40%以上

区g~ 基本点数
看護配置

平均在院日数
2週間以内 2週間超

看護師比率 (!. 30倍） . (I. 01倍）

() 

所定点数から100分の20減要 ー点
月平均夜勤時間72時間以下の要件のみを

ー点満たせない場合（3月を限度） ー点

特別入院基本料 584点
上記各区分の要件に該当しない医

759点
療機関

590点

＊注入院の日から起算して（ 1日につき）

。
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AlOl 療養病棟入院基本料

療養病棟入院基本料1

区分＼＼
基本点数

看護配置
看護補助国置

2週間以内 2週間超同・．．．．．．．．．．．．．．．
看護師比率 (!. 30倍） (!. 01倍）

入院基本料A I, 810点 2, 353点 I, 828点

入院基本料B I, 755点 2,282点 I, 773点

入院基本料C I, 468点
20・1以上

I, 908点 l,483点

入院基本料D I, 412点 I, 836点 I, 426点

入院基本料E !, 384点 ーー『”・－－－－－－－－－－－ 20: 1以上 l, 799点 l, 398 点

入院基本料F l, 230点 l, 599点 1,242点

( 入院基本料G 967点
20%以上

I, 257点 977点

入院基本料H 919点 I, 195点 928点

入院基本料I 自14点 I, 058点 822点

療養病棟入院基本料2

区；；－－－－－＿ 基本点数
看護配置

看護補助配置
2週間以内 2週間超

看護師比率 (l. 30倍） (!. 01倍）

入院基本料A I, 745点 2,269点 1, 762点

入院基本料B l, 691点 2, 198点 l, 708点

入院基本料C l, 403，長
25: 1以上

1, 824点 l, 417点

入院基本料D l, 347点 l, 751点 1,360点

入院基本料E I, 320点 ー・・・・ーー・・・・・－歯値ーー－ 25: 1以上 l, 716点 I, 333点

入院基本料F l, 165点 I, 515点 l, 177点

入院基本料G 902点
20%以上

1, 173点 911点

入院基本料H 854点 l, 110点 863点

入院基本料I 750点 975点 758点

区7六＼ 基本点数 看看護護姉配比置率 j 看護補助国置
2週間以内 2週間超

(l. 30倍） (!. 01倍）

諦聾病棟入院基本料2 1所00定分点の数20か減ら算 月せ平均な夜勤時間＜'i時間以度下）町要刊牛のみを満
た い場合 月を限 点 .¥;. 

特別入院基本料 576点 上記要件に該当しない医療機関 749ぷ 582点

＊注入院の日から起算して（1日につき）
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A102 結核病棟入院基本料

基本点数
看護配置

平均在院日数
2週間以内 2週間超

ー・・・・・・ー．．，．．．．．．．

区分 看護姉比率 (1. 30倍） (!. 01倍）

7対 1入院基本料 !, 591点
7・1以上

2, 068点 !, 607点・』句喧喧・・・・・・・・ーー．

70%以上

10対 1入院基本料 1,332点
10: 1以上

!, 732点 !, 345点
70%以上

13対 1入院基本料 l, 121点
13・1以上

1,457点 l, 132点・・..聞・・－－－－－－－－－’
70%以上

15対1入院基本料 960，昆
15 : 1以上

1, 248点 970点ー－－－－－－－－ー．．．．．．

40%以上

18対1入院基本料 822.点
18 : 1以上

1,069点 830点．．”司．．．．．．．．．岨・.

40%以上

20対 1入院基本料 775点
20 : 1以上

1, 008点 783点ー”・・・・・・・・・・崎司．．

40%以上

［区 ご ＼ ＼
基本点数 看看護護師配比置率 ~ 平均在院日数

2週間以内 2週間超

(1. 30倍） (1. 01倍） （） 

所定点数から
一点 満月平た均せ夜な勤い場時合間1；時3間月以を限下度町要）件のみを 一点 一点100分のm減算

特別入院基本料 559点
上記各区分の要件に該当しない医

727点 565点
療機関

＊注入院の日から起算して（ 1日につき）

A103 精神病棟入院基本料

よ ＼＼
基本点数

看護配置 平均在院回数 2週間以内 2週間超
ー・・・ー．ー－．．．．．．．．．

看護師比率 GA  F尺度等 (1. 30倍） (!. 01倍）

1, 271点
10: 1以上 40日以内

10対1入院基本料 ．・・・・・・・・・ M ・ーー・・ ・・・・・・岨－－－－－－－－－ー 1,652点 1,284点
70%以上 OA F尺度上30以下の患者

が 5~1以

13目 1以上 80日以内
13対1入院基本料 946点、

．・・・・・・ーーー”・・・・・

70%以上 体：割合A併以F尺症上皮を3有0す以下る血又者は身が
1,230点 955点

15対l入院基本料 824点
15: 1以上

1, 071点 832点明 F ・・・・・・・・・歯車ー．．

40%以上 c:1 
18対 1入院基本料 735点

18: 1以上
956点 742点．・・・・・・・・・』，．．．．

40%以上

20対l入院基本料 680点
20: 1以上

884点 687点．・・・・ー，．．．．．．．．．

40%以上

よ＼＼
基本点数 看看護護師配比置率 j 平均在院日数

2週間以内 2週間超

(1. 30{1音） (1. 01倍）

1所00定分点の数20か減ら算 一点
72時間以下の要件のみを満たせない場合

一点 一点(3月を限度

特別入院基本料 559，長
看護配置25: 1以上で上記各区分

.727点 565点
の要件に該当しない医療機関

＊注入院の日から起算してい日につき）
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Al04 特定機能病院入院基本料

区ご＼＼
区分 基本点数

看護配置 平均在院日数 2週間以内 2週間超
・・・・ー．．．”・・・・・・－－ーー．．・・・・・・・・・

(!. 30崎）看護師比率 GA  F尺度等 (I. 01倍）

7対1入院基本料 !, 599点
7 1以上 26日以内

2, 079点 !, 615点ー・・・・・・・・ー・曹司・・・喧 ．．．．．．・・ー尋問．．．．．

70%以上
一般病棟

10 1以上 28日以内
IO対1入院基本料 !, 339点 ト崎晴句・・・・・・・・・ h ’－－”・・・・・・・・・ーーー・ !, 741点 l, 352点

70%以上

7対 1入院基本料 !, 599点
7・1以上 2, 079点 !, 615点ー－ －－’”・・・・・・・・・・ー

70%以上

IO対1入院基本料 !, 339 ＇長
IO: I以上

!, 741 点 l, 352点－－－－－－－－－－－・・・・・・

結核病棟
70%以上

13 1以上
13対 1入院基本料 !, 126点 ・・・・・・・・ーー・．．．．． l, 464点 l, 137点

70%以上

15対1入院基本料 965点
15: 1以上

l, 255点 975点
70%以上

7 : 1以上 40日以内
7対 1入院基本料 1, 350点；

．．．．．．・・・値・・・．．
1, 755 ＇在 1, 364点

70%以上 GA  F尺5度割目以以上下の
患者が

IO・1以上 40日以内
IO対l入院基本料 1, 278点 ・・ーー．．司，．．．・・・・・・．値晶司，．・・・・・・・・ 1, 661点 1, 291点

70%以上 患G者AがF尺S割度3以0以上下の

精神病棟 13: 1以上 80日以内
・・・・・・・ー値値－－－－－－ ．．．．．晶値ー．．．．．．

13対1入院基本料 951点
70%以上 はGる息身A者体F尺合がB併：割3症0以以を有上下又す

1, 236点 961点

15対1入院基本料 868 点
15・1以上

l, 128点 877点・・・・・・・・』ー E ”・．．．

70%以上

＊注入院の目から起算して（1日につき）
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Al05 専門病院入院基本料

区~ 基本点数
看護配置

平均在院日数
2週間以内 2週間超

ー・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．
看護師比率 (1. 30倍） (1. 01倍）

7対 1入院基本料 1,591点
7 : 1以上

28日以内 2, 068 ，長 1,607点；’・・ー・・・・・・・・．・．．．．．．．．．
70%以上

10対1入院基本料 1,332点
IO : 1以上

33日以内 1, 732点 l, 345点ー・ー・ー・・・．．．．．．．．．．．．．
70%以上

13対1入院基本料 l, 121点
13 : 1以上

36日以内 1, 457点 l, 132点『・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．
70%以上

＊注入院の日から起算して（ 1日につき）

A106 障害者施設等入院基本料
／＼ 

( j 

よ＼＼ 基本点数
看護配置 2週間以内 2週間超

ー・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．“”・ー・句齢 M・・・ー・ー・・．
看護師比率 (1. 30f吾） (1. 01倍）

7対1入院基本料 1, 588点
7 : 1以上

2,064点 1,604点－ーーー－・・ー．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・ーー－－－
70%以上

10対 1入院基本料 1,329点
10 : 1以上

l, 728点 l, 342点－－－－－－－－－－－－－．．・ー－－－－－－，骨骨．．．．，．．．．．．．．．
70%以上

13対1入院基本料 l, 118点
13 : 1以上

l, 453点 l, 129点．”・・・・・・・・・・・・・・・・・・，．．．．，骨・・ー・・ーーー・．．．．
70%以上

15対l入院基本料 978点
15 : 1以上

1, 271点 988点ト－－－－－－ーー・”・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー－－
40%以上

基本点数
看護配置 2週間以内 2週間超

骨骨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．岨崎伺岨輔－－－帽．．．．．

区分 看護師比率 (1. 30{1吾） (L 01倍）

所定点数から
一点 月平均夜勤時い場間7合2時間以下の限要度件のみ 一点

100分の20減算 を満たせな (3月を ） 

＊注入院の日から起算して（ 1日につき）
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A108 有床診療所入院基本料

1 有床診療所入院基本料1

よ＼＼ 基本点数 看護配置
2週間以内 2週間超

(1. 30倍） (1. 01倍）

14日以内 861点 l, 119点 ／／／  

15日以上30日以内 669点 看護職員7人以上 ／／／  676点

31日以上 567点 ／／／イ 573点

2 有床診療所入院基本料2

よ＼＼ 基本点数 看護配置
2遇間以内 2週間超

(1. 30倍） (1. 01倍）

14日以内 770点 1,001点 ／／／  

15日以上30日以内 578点 看護職員4人以上7人未満 ·~ 584点

31日以上 521，長 ／／／  526点

3 有床診療所入院基本料3

よ＼＼ 基本点数 看護配置
2週間以内 2週間超

(1. 30倍） (1. 01倍）

14日以内 568 点 738点

15日以上30日以内 530点 看護職員 1人以上4人未満 ／／／  535点

31日以上 500点 ／／／  505点

＊注入院の日から起算して（ 1日につき）
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A108 有床診療所入院基本料

4 有床診療所入院基本料4

よ＼＼ 基本点数 看護配置

14日以内 775点

15日以上30日以内 602点 看護職員7人以上

31日以上 510点

5 有床診療所入院基本料5

----- I 基本点数 看護配置

14日以内 693点

15日以上30日以内 520点｜ 看護職員4人以上7人未満

31日以上 469点

6 有床診療所入院基本料6

よ＼＼ 基本点数 看護配置

14日以内 511点

15日以上30日以内 477点 看護職員 l人以上4人未満

31日以上 450点

＊注入院の日から起算して（ 1日につき）
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2週間以内

(1. 30倍）

1,008点

／ ／  

〆／／

2週間以内

(1. 30倍）

901点

2週間以内

(1. 30{'吾）

664点

／ ／  

／／／  

2週間超

(1. 01倍）

／／／  

608点

515点

525点

474点

2週間超

(1. 01倍）

／／ ／  

482点

ペコ師央



A109 有床診療所療養病床入院基本料

よ＼＼ 基本点数 看護配置 看護補助配置
2週間以内 2週間超

(1. 30倍） (1. 01倍）

入院基本料A 994点 1,292点 1, 004 ,iii, 

入院基本料B 888点 l, 154点 897点

入院基本料C 779点
6 : 1以上 6 : 1以上 l, 013点 787点

( 4 : 1以上） (4・1以上）
※ ※ 

入院基本料D 614点 798点 620点

入院基本料E 530点 689点 535点

※ 当該病棟の入院患者のうち、医療区分3及び医療区分2の患者の合計が8割以上であるとして地方厚生
（支）局長に届け出た病棟については、看護配置及び看護補助配置の要件が（）内の基準となる

区；－－－－－－－＿＿
基本点数 看護配置 看護補助配置

2週間以内 2週間超

(1. 30倍） (1. 01倍）

特別入院基本料 459点 上記要件に該当しない医療機関 597点 464点

＊注入院の日から起算して（ 1日につき）
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参考16
文書料の算定一覧

支給対象 関係条文及び通達

障害（補償）給付の支給を受けようとする者が、障害（補 則第14条の2第3項
償）給付請求書に添付して提出した「障害の部位及び状態に

関する診断書J（以下「障害の状態に関する診断書Jという。）

障害（補償）年金の受給権者が、障害の程度に変更があっ 則第14条の3第3項
たとして、障害（補償）給付変更請求書に添付じて提出した

「障害の状態に関する診断書」

労働者の死亡の時から引き続き障害の状態にあることに 則第15条の2第3項

より遺族（補償）年金転給等請求書を添付して提出した「障 第5号及び第7号
害の状態に関する診断書J（労働者の死亡が業務上でないと 則第四条の3第2項

いう理由で遺族（補償）年金支給の対象とならなかった場合 第2号
における診断書を除く。） 則第15条の4第2項

第2号

障害の状態にあることにより遺族（補償）年金の受給権 貝リ第21条第2項第2号
者となっている者及び遺族（補償）年金の受給権者である妻

が、定期報告書に添付して提出した「障害の状態に関する診

断書J（障害の状態にあることにより遺族（補償）年金の受

給資格を有し、かっ、受給権者と生計を同じくしている者に

ついての障害の状態に関する診断書を含む。）

1ぺ

告示様式の名称番号 請求方法 支給額

障害（補償）給付請 療養の費用請求書 4, 000円
求書

（様式第10号、第16 告示様式第 7号
号の7) (1)、第16号の5(1)

障害（補償）給付変 病院等→労働者 4,000円
更請求書 → 署

（様式第11号）

遺族（補償）年金請 4,000円
求書
（様式第12号、第16

号の8)

遺族（補償）年金転
給等請求書

（様式第13号）

年金等の受給権者の 4, 000円
定期報告書

（様式第四号）

！｝ 
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労働者の負傷又は疾病が療養の開始後1年6カ月を経過した
日以後傷病（補償）年金の支給決定に必要と認めた場合に傷
病の状態等に関する届出に添付して提出した「傷病の状態に
関する診断書j

労働者の負傷又は疾病が療養の開始後1年6ヵ月を経過した
日において治っていない場合に、同日以後1ヵ月以内に提出
させる傷病の状態に関する届出に添付して提出した「傷病の
状態に関する診断書」

休業（補償）給付の支給を受けようとする者の負傷又は
疾病が毎年1月1日において療養開始後l年6ヵ月を経過してい
るときに同月中のいずれかの日の分を含む休業（補償）給付
請求書に添付して提出する傷病の状態に関する報告書に添付
して提出した「傷病の状態に関する診断書」

傷病（補償）年金の受給権者が定期報告書に添付して提出
した「負傷又は疾病の状態に関する診断書j

傷病（補償）年金の受給権者が障害の程度に変更があった
場合に提出する傷病の状態の変更に関する届書に添付する
「傷病の状態に関する診断書J

介護（補償）給付の支給を受けようとする者が介護（補償）一
給付支給請求書に添付して提出した「診断書」

則第四条の2第3項

則第18条の2第3項

則第19条の2第2項

則第21条第2項第3号

則第21条の2第4項

刻第四条の3の5
第3項第l号

r、＼

傷病の状態等に関す 0指定病院等 4,000円
る届 診療費請求書（含
（様式第16号の2) 内訳）診機様式第

1号（含2～5}
病院等→局

向 上 4,000円
0非指定病院等
療養の費用請求書
告示様式第7号
(1)、第16号の5(1) 

傷病の状態等に関す 病院等→労働者 4,000円
る届 →署
（様式第16号の11)

年金等の受給権者の 4,000円
定期報告書、
（様式第四号）

傷病の状態の変更に 4,000円
関する届
（年金申請様式第4

号）
ーーーーーーーーーー－ーーーーー－ -

介護（補償）給付支 ※障害（補償）年 4,000円
給請求書 金受給者である場
（様式第16号の2の2) 合については、療

養の費用請求書
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労働基準監督署長が、療養（補償）給付を 0指定病院等 5,000円
受けている者（傷病（補償）年金を受けてい 通達別紙誇求書、診機様式第l号の2
る者を含む。）について療養の継続の要否、入 病院等→局
院療養の要否、治ゆ等を判断するために必要
と認め、診療担当医師に診断書の提出を求め 0非指定病院等
た場合における当該診断書 通達別紙請求書、診機様式第1号の3

病院等→署

休業（補償）給付請求書における診療担当 則第四条 休業（補償）給 0指定病院等 2,000円
者の休業に関する証明 第2項 付請求書 診療費誇求書（含内訳）

（様式第8号、様 診機様式第1号（含2～5)
式第16号の6) 病院等→局

看護の給付の看護費用の額の証明書におけ 則第12条の 昭和63年5月12日 0非指定病院等 1,000円
る診療担当者の看護に関する証明 2第3項 基発第315号別紙 療養の費用請求書

様式1 告示様式第7号（1）、第1.6号の5(1) 
病院等→労働者→署

労働基準監督署長が労災法第47条の 2の規 労災法第47 一般的な医学事項
定による受診命令に基づいて作成依頼する意 条の2 7,000円
見書等 平8.7.24 特に高度な医学的

基発第479号 事項
20,000円

はり・きゅう及びマッサージの施術に係る 日召57.6. 2 はり・きゅう診 0指定病院等 はり・きゅう単独、
診断書 基発第384号 断書 診療費請求書（含内訳） 一般医療と併用

（様式第l号） 診機様式第1号（含2～5)

日粧品「マッサージ診断 病院等→局
書

（様式第2号） 0非指定病院等
日1557.5. 31 療養の費用請求書 マッサージ
基発第375号 告示様式第7号（1）、第16号の5(1) 3,000円

病院等→労働者→署

ヘ）
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初診料（注2から注4）について

ー

診療報酬の算定方法の一部を改正する件
平成26年厚生労働省告示第97号

注2

病院である保険医療機関（特定機能病院（医療法（昭和
23年法律第205号）第4条の2第1項に規定する特定機能

病院をいう。以下この表において同じ。）及び許可病床（同
法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承
認を受けた病床をいう。以下この表において同じ。）の数
が500以上である地域医療支援病院（同法第4条第1項に

規定する地域医療支援病院をいう。以下この表において

同じ。）！こ限る。）であって、初診の患者に占める他の病院
又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等
が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定める患者に
対して初診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、
209点を算定する。

注3
病院である保険医療機関（許可病床数が500床以上であ

る病院（特定機能病院、地域医療支援病院及び医療法第
7条第2項第5号に規定する一般病床に係るものの数が
200未満の病院を除く。）に限る。）であって、初診の患者に

占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があ

るものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣
が定める患者に対して初診を行った場合には、注1の規
定にかかわらず、 209点を算定する。

j主4

当該保険医療機関（許可病床数が200床以上である病
院に限る。）における医療用医薬品の取引価格の妥結率
（当該保険医療機関において購入された使用薬剤の薬価
（薬価基準）（平成20年厚生労働省告示第495号。以下「薬

価基準」という。）に収載されている医療用医薬品の薬価
総額（各医療用医薬品の規格単位数量に薬価を乗じた価

格を合算したものをいう。以下閉じ。）に占める卸売販売業
者（薬事法（昭和35年法律第145号）第34条第3項に規定

する卸売販売業者をいう。）と当該保険医療機関との聞で
の取引価格が定められた薬価基準に収載されている医療
用医薬品の薬価総額の割合をいう。以下同じ。）が5割以

下の保険医療機関において初診を行った場合には、注1
の規定にかかわらず、 209点を算定する。

同
問
］



（ 救急医療管理加算について ） 
診療報酬の算定方法の一部を改正する件

平成24年厚生労働省告示第7_6号

A205救急医療管理加算（1日につき） 800点

『、。

注1 救急医療管理加算は、地域における救

急医療体制の計画的な整備のため、入院可

能な診療応需の態勢を確保する保険医療機
関であって、別に厚生労働大臣が定める施設

基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、当該態

勢を確保している日に救急医療を受け、緊急

に入院を必要とする重症患者として入院した
患者（第1節の入院基本料（特別入院基本料

等を含む。）文は第3節の特定入院料のうち、
救急医療管理加算を算定できるものを現に算

定している患者に限る。）について、入院した

日から起算して7日を限度として所定点数に
加算する。

（

L
）
 

診療報酬の算定方法の一部を改正する件
平成26年厚生労働省告示第57号

A205救急医療管理加算（1日につき）

1救急医療管理加算1800点
2救急医療管理加算2400点

注1救急医療管理加算は、地域における救
急医療体制の計画的な整備のため、入院可

能な診療応需の態勢を確保する保険医療機

関であって、別に厚生労働大臣が定める施設

基準巳適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、当該態

勢を確保している日に救急医療を受け、緊急

に入院を必要とする重症患者として入院した I 

患者（第1節の入院基本料（特別入院基本料

等を含む。）文は第3節の特定入院料のうち、
救急医療管理加算を算定できるものを現に算

定している患者に限る。）について、当量墨章

の状態に従い、入院した日から起算して7日を
限度として所定点数に加算する。

，~『、
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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施

上の留意事項について

平成24年3月5日保医発0305第1号

A205救急医療管理加算
(2｝＿当量担皇の対象となる患者は、次に掲げる状態

にあって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要
であると認めた重症患者をいう。なお、当該加算は、
入院時において当該重症患者の状態であれば算定
できるものであり、当該加算の算定期間中において
継続して重症患者の状態でなくても算定できる。
ア吐血、曙血又は重篤な脱水で全身状態不良の状

態
イ意識障害文は昏睡
ウ呼吸不全文は心不全で重篤な状態
エ急性薬物中毒

オショック
カ重篤な代謝障害（肝不全、腎不全、重症糖原病

等）
キ広範囲熱傷
ク外傷、破傷風等で重篤な状態
ケ緊急手術を必要とする状態
コその他、「ア！から「ケlに準ずるような重篤な状態

,, 

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施、

上の留意事項について

平成26年3月5日保医発0305第3号

A205救急医療管理加算
(2）救急医療管理加算1の対象となる患者は、次に

掲げる状態にあって、医師が診察等の結果、緊急に
入院が必要であると認めた重症患者をいう。なお、
当該加算は、入院時において当該重症患者の状態
であれば算定できるものであり、当該加算の算定期
間中において継続して重症患者の状態でなくても算
定できる。
ア吐血、曙血文は重篤な脱水で全身状態不良の状
態

イ意識障害文は昏睡
ウ呼吸不全又は心不全で重篤な状態
エ急性薬物中毒
オショック
カ重篤な代謝障害（肝不全、腎不全、重症糖原病
等）

キ広範囲熱傷
ク外傷、破傷風等で重篤な状態
ケ緊急手術を必要とする状態
(3）救急医療管理加算2の対象となる患者は、（2）の

アからケに準ずる重篤な状態にあって、医師が診察
等の結果、緊急に入院が必要であると認めた重症患
者をいうのなお、当該加算は、入院時においてアから
ケに準ずる重篤な状態であれば算定できるものであ
り、当該加算の算定期間中において継続してアから
ケに準ずる重憲な状態でなくても算定できる。

, 
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運動器リハビリテーション料について

診療報酬の算定方法の一部を改正する件
平成22年厚生労働省告示第69号

H002運動器リハビリテーション料

注2運動器リハビリテーション料（ I ）に係る届
出を行った保険医療機関において、別に厚生
労働大臣が定める患者に対して個別療法で
あるリハビリテーションを行った場合には、注
1の規定にかかわiらず、運動器リハビリテー
ション料（Il ）を算定する。

f平成22年厚生哲働省告示第73号？

ニ運動器リハビリテーション料の注~［こ規定する
別に厚生労働大臣が定める患者九

園上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四股麻痔
その他の急性発症した運動器疾患又はその手術
後の患者であって、入院中の患者以外のもの

・関節の変性疾患、関節の発症性疾患その他の
慢性の運動器疾患により、一定程度以主の運動
機能及び日常生活能力の低下を来じている患者

i' i 
‘、＿，，.

診療報酬の算定方法の一部を改正する件
平成26年厚生労働省告示第57号

H002運動器リハビリテーション料

平成22年厚生労働省告示第69号注2（削除）

f運動器リバピリ手ーシヨシ料Iが
竺外来でも算定可能に。

f 『＼
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創傷処理について

診療報酬の算定方法の一部を改正する件
平成26年厚生労働省告示第57号

KOOO創傷処理

1筋肉、臓器に達するもの（長径5センチメートル未満）
1,250点

2筋肉、臓器に達するもの（長径5センチメートル以上10

センチメートル未満） 1,680点

3筋肉、臓器に達するもの（長径10センチメートル以上）
2,000点

4筋肉、臓器に達しないもの（長径5センチメートル未満）
470点

5筋肉、臓器に達しないもの（長径5センチメートル以上

10センチメートル未満） 850点

6筋肉、臓器に達しないもの（長径10センチメートル以上）
1,320点

注1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結柴又

は縫合を行う場合に限り算定する。

注2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の
創傷に限り460点を所定点数に加算する。

注3汚染された挫創に対してデフリードマンを行った場合
は、当初の1回に限り100点を加算する。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施

上の留意事項について（通知）

(1）創傷処理とは、切仰ト割創又は挫創に対して切除、

結繋文は縫合を行う場合の第1回治痕のことであり、第2
診以後の手術創に対する処置は区分番号「J000」創傷
処置により算定する。なお、ここで筋肉、臓器に達するもの

とは、単に創傷の深さを指すものではなく、筋肉、臓器に

何らか（！）＿.処理を行っと場合圭白う。

(2）創傷が数か所あり、これを個々に縫合する場合は、近

接した創傷についてはそれらの長さを合計して1つの創傷

として取り扱い、他の手術の場合に比し著しい不均衡を生

じないようにすること。

(3）「注2」の「露出部」とは、頭部、頭部、上肢にあっては

肘関節以下及び下肢にあっては膝関節以下をし可。

(4）「注3Jのデフリードマンの加算は、汚染された挫創に
対して行われるフ、ラッシング、又は汚染組織の切除等で

あって、通常麻酔下で、行われる程度のものを行った場合

に限り算定する。



術中透視装置使用加算について
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・術中透視装置使用加算

術中透視装置使用加算について、対象部位に「丑並宣」を、対象術式に「骨折経皮的鋼線

型也且皇盤」を追加するとともに、「替椎Iの F経皮的椎体形成術Jを行う際に使用した場

合に、 220点算定できることになります。

手足の骨格

DIP関節

.PIP関節

MP関節

a.手指の関節

目1.fij法畳J2.月状骨 3.三角骨 4.E状骨

s：大 Jl3骨 6.小菱形骨 7.有頭骨 8.有鈎骨

母指の関節

{MP関節：中手欄関節metacarpopha附 aljoint 
IP関節：指節間関節interphalagealjoint噌

-6-

DIP関節

PIP関節－

MP関節

b.足の関節

1.第 1喫状骨 2.第2f:契状骨 3.第3襖状骨

4蹴骨監盤蔀6距骨 7飽骨

母指以外の関節

{MP脚
PIP 関節： ill:位 pro以imal~旨節間関節
DIP関節： illi位distal指節間関節

() 

（｛〕



I K附骨折経皮的銅線束If入固定術｜

時

刺入部の確認

鴎

ヂプスゲージで測定 スクリューを刺入

-7-



I K142-4経皮的椎体形成術｜

①経椎弓根で椎体骨肉充填する。

②充填物
(a）骨セメント（即効性）
(b)1、ィドロキシアパタイト
(b-1）ハイドロキシアパタイト頼粒
(b”2）リン酸カルシウム骨セメント

術後正面

｛＼ 

術後側面

-8-



髄内釘、スクリュー固定

・促干整復＋観血日ヲ回疋：

・ブレ｝ト、髄内定、スクリュ」を用いた内固定今
• K046骨折観血的手術 18810点

術中退視装置使用加算220点骨折観血的手術！こ対して（常災〉

注「大腿骨転子部骨折時のガンマネイノレ」については、現行算定基準においても算定可能と

なります。

-9-



再就帯構義指導管理料（廃止〕

・医療機関

情報提供

指導

組

l職場J僻号事脅糟指導榊牌~）；！＇.：，

情報提供（※2)

※1：文書（指導管理護等）による指導司説明

※2：文書（指導管理護等）をもって情報提供

替

固く野田

※3：文書又は口頭による指導・説明後、診療録に指導内容の要点を記載

議季語~~~総長

i1;¥"f意事態思議長

※4・人事・労務担当者等傷病労働者の職場復帰に関する権限を有する者を含む

ー10-
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匡E

労災診療費算定基準改定に関する質疑事項

【初診料・再診料】

問1 初診料・再診料が改定されたが、旧料金で請求してくるレセプトについて

増額修正を行う必要はあるか。

【リハビリテーション】

（ ｜問1 労、災リハビリテーシヨン評価計画書について比従来どおり、健康保険の

標準的算定日数を超え、さらに 1月に13単位を超えた場合に提出が必要にな

るという理解でよいか。

問2 診療報酬の改定により、脳血管疾患等リハビリテーション料の廃用症候群

にかかる点数が引き下げられたが、労災保険では、従来どおり廃用症候群に

ついても通常のリハビリテーシヨン料で算定できるという理解でよいか。

【術中透視装置使用加算】

間1 今回の改定で「舟状骨Jが追加されたが、これは文言どおり「舟状骨Jの

み追加されており、その他の手根骨は対象外という理解でよいか。



問2 対象となる手術は「骨折観血的手術（K046）」及び「骨折経皮的鋼線刺入

固定術（K045)Jのみを指し、 「関節内骨折観血的手術（K073）」などは含

まないという解釈でよいか。

間3 同一傷病で前腕骨及び舟状骨を負傷した場合において、前腕骨及び舟状骨

を同一皮切で骨折観血的手術を行った場合には 1回の算定、別皮切で骨折観

血的手術を行った場合には2回の算定となるのか。

() 

【労災電子化加算】

問 1 算定方法は改定前と同様に、初診及び再診において、医科・歯科、入院・

外来別にそれぞれ算定可能となるのか。

【職場復帰支援・療養指導料】

問1 主治医の指示を受けた医療従事者が指導等を行った場合でも、「指導管理

護Jは主治医が記載し、主治医の医師名及び押印の上で交付することになる

のか。

n
，』



問2 主治医の指示を受けた医療従事者が指導等を行う場合には、 「指導管理

主主」に医療従事者の氏名を明記する必要はあるか。

問3 平成26年3月までに「再就労療養指導管理料」を2回算定していた被災労

働者について、平成26年4月以降に「職場復帰支援・療養指導料」が算定で

きる上限は 1聞という理解でよいか。

間4 平成26年3月までに「再就労療養指導管理料」を2回算定していた被災労

働者について、・平成26年4月以降に3回目の「再就労療養指導管理料」を算

定することはできないという理解でよいか。

問5 再発の場合、 「3回Jの上限はリセットされるのか。

3
 



問6 zの括弧書きを除き、 3回を算定する期限は症状固定固までと理解してよ

いか。

間7 当該項目の算定は、就労している（一部就労を含む）傷病労働者について

算定できないと理解してよろしいでしょうか。
＼

ノ

問8 「当該労働者の主治医又は～」の箇所について、主治医から依頼を受けた

医師も対象となるのか。

間9 アについては、離職者についても算定可能か。

-4-



間10 アの算定について、レセプトに「指導管理護Jの写を添付する必要はない

のか。

問11 ウの指導内容は、 「指導管理主主」の記載内容以上の内容である必要がある

ものと理解してよいか。

また、指導内容が指導管理護の記載内容未満の場合は算定できないと理解

してよいか。

問12 エの「それぞれ3回Jとは、 「精神疾患を主たる傷病とする場合」と「そ

の他の疾患の場合Jを指すのか。

問13 エの括弧書きについては就労していない傷病労働者が対象と思われるが、

「現に就労している」という文言と矛盾するのではないか。

仮に算定できるとなると、指導内容が指導管理筆の内容と異なってくる

が、どのような内容を指導すれば算定できるのか。

F
h
d
 



問14 エの括弧書きについて、 「慢性的な疾病を主病とする」とは、 「じん肺」

や「振動障害」を徐きよその他どのような疾病が対象となるのか。

l間15 エの括弧書きは、 「医師が必要と認める期間に最大3回」という理解にな

るのか。

間16 医療機関から当該請求がなされた場合には、医療機関に対して個別照会を

行うことなく、算定要件を満たしているものとして3回を上限に算定可とし

てよいか。

（｝ 

【その他】

間1 健保改正により入院基本料に各種加算が新設されたが、「労災診療費算定

マニュアルJ （平成24年度版）の p33の表中での位置付けはどうなるのか。

pnu 



間2 労災の救急医療管理加算（入院）と改定された健保の救急医療管理加算の

算定はどのように場合分けをすればよいか。

-7-



匡国

基発第 72号

昭和51年 1月 13日

最終改正基発 0331第 6号

平成26年 3月31日

各都道府県労働局長殿

労働省労働基準局長

労災診療費算定基準について

標記については、昭和51年 1月13日付け基発第72号（最終改正：平成26年1月14日）

「 により取り扱ってきたところであるが、今般、下記のとおり改め、平成26年4月 1日以

降の診療に適用するので、了知の上、取扱いに遺漏なきを期されたい。

記

1 労働者災害補償保険法（以下「法J という。）の規定による療養の給付に

要する診療費の算定は、診療報酬の算定方法（平成20年 3月 5日厚生労働省

告示第四号（最終改正：平成26年 3月 5日））の別表第一医科診療報酬点数

表及び第二歯科診療報酬点数表（以下「健保点数表」という。）の診療報酬

点数（以下「健保点数」という。）に労災診療単価を乗じて行うものとする。

ただし、初診料、再診料、処置、手術、リハピリテーション料の一部及び

入院基本料等の額又は点数は、次に定めるところによるものとする。

( 1 ）初診料 ~ 

ア 労災保険の初診料は、支給事由となる災害の発生につき算定できるも

のとする。したがって、既に傷病の診療を継続（当日を含む。以下同じ。）

している期間中に、当該診療を継続している医療機関において、当該診

療に係る事由以外の業務上の事由文は通勤による負傷又は疾病により、

初診を行った場合は、初診料を算定できるものとする。

イ 健保点数表（医科に限る。）の初診料の注互のただし書に該当する場

合（上記アに規定する場合を除く。）については、 l,____§_§_Q_flを算定でき

る。

( 2 ）削除

(3）初診時ブラッシング料 91点

創面が異物の混入、附着等により汚染している創傷の治療に際し、生理食塩水、



蒸留水等を使用して創面のブラッシングを行った場合に算定できる。

ただし、この算定は同一傷病につき 1回限り（初診時）とする。

( 4）再診料 ム笠QEj_

ア 一般病床の病床数200床未満の医療機関及び一般病床の病床数200床以

上の医療機関の歯科、歯科口腔外科において再診を行った場合に算定で

きるものとする。

イ 健保点数表（医科に限る。）の再診料の注 3に該当する場合について

は、 22旦Eを算定できる。

( 5）再診時療養指導管理料 920円

外来患者に対する再診の際に、療養上の食事、日常生活動作、機能回復訓練及び

メンタノレヘノレスに関する指導を行った場合にその都度算定できる。
（＼） 

( 6）入院基本料

入院の日から起算して2週間以内の期間健保点数の1.30倍

上記以降の期間 健保点数の1.01倍

入院基本料の点数を、入院の日から起算して 2週間以内の期間については、健保

点数（入院患者の入院期間に応じ、加算する点数は含まない。）の1.30倍、それ以降

の期間については、一律、健保点数の1.01倍（いずれも 1点未満の端数は四捨五入

する。）とする。

(7）四肢（鎖骨、肩甲骨及び股関節を含む。）の傷病に係る処置等の加算

四肢（鎖骨、肩甲骨及び股関節を含む。）の傷病に係る次の処置等の点数は、健保点

数の 1.5倍として算定できる（ 1点未満の端数は1点に切り上げる。）。

なお、手（手関節以下）、手の指に係る次のア、イの処置及びエの手術については、

健保点数の2倍として算定できる。 （寸

また、次のエの手の指に係る創傷処理（筋肉に達しないもの。）については、指1

本の場合は健保点数表における創傷処理の筋肉、臓器に達しないもの（長径5セン

チメートノレ未満）の点数（以下この項において「基本点数j という。）の2倍とし、

指2本の場合は指1本の場合の点数に基本点数を加算した点数、指3本の場合は指

2本の場合の点数に基本点数を加算した点数、指4本の場合は指3本の場合の点数

に基本点数を加算した点数、指5本の場合は基本点数を5倍した点数とする。

ア 創傷処置、爪甲除去（麻酔を要しないもの）、穿刺排膿後薬液注入、熱傷処置、

重度祷癒処置、ドレーン法及び皮膚科軟膏処置

イ 関節穿刺、粘（滑）液嚢穿刺注入、ガングリオン穿刺術、ガングリオン圧砕法

及び消炎鎮痛等処置のうち「湿布処置j

ワ 粋創膏固定術、鎖骨又は肋骨骨折固定術、皮膚科光線療法、銅線等による直達

牽引（2日目以降）、介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、消炎鎮痛等処

置のうち「マッサージ等の手技による療法」及び「器具等による療法」、低出力レ

nr伺



｝ザ｝照射

エ 皮膚切開術、創傷処理、デブリードマン、筋骨格系・四肢・体幹手術及び神経

－血管の手術

オ リハビリテーション

(8）手指の創傷に係る機能回復指導加算 190点

手（手関節以下）及び手の指の初期治療における機能回復指導加算として、当該

部位について、健保点数表における「皮膚切開術J、「創傷処理」、「デブリードマン」

及び「筋骨格系・四肢・体幹」の手術を行った場合に 1回に限り所定点数にさらに

190点を加算できる。

(9）削除

f 」旦2-lfil墜

( 11）入院室料加算

入院室料加算は、次の①及び②の要件に該当する場合に③に定める金額

を算定できるものとする。

ただし、健保点数表において特定入院料として定められている点数（救

命救急入院料、特定集中治療室管理料等）の算定の対象となっている傷病

労働者については、入院室料加算は算定できないものであること及び②の

エの要件に該当する場合は、初回入院日から 7日を限度とする。

① 保険外併用療養費における特別の療養環境の提供に関する基準を満た

した病室で、傷病労働者の容体が常時監視できるような設備又は構造上

の配慮がなされている個室、 2人部屋、 3人部屋及び4入部屋に収容し

た場合。

② 傷病労働者が次の各号のいずれかに該当するものであること。

ア 症状が重篤であって、絶対安静を必要とし、医師又は看護師が常時

監視し、随時適切な措置を講ずる必要があると認められるもの。

イ 症状は必ずしも重篤ではないが、手術のため比較的長期にわたり医

師文は看護師が常時監視を要し、随時適切な措置を講ずる必要がある

と認められるちの。

ウ 医師が、医学上他の患者から隔離しなければ適切な診療ができない

と認めたもの。

エ 傷病労働者が赴いた病院又は診療所の普通室が満床で、かつ、緊急

に入院療養を必要とするもの。

③ 医療機関が当該病室に係る料金として表示している金額を算定するこ

とができる。

ただし、当該表示金額が次に示す額を超える場合には次に示す額とす

る。

。毛
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1日につき 個 室 甲地 10,000円、乙地9,000円

2人部屋 甲地 5,000円、乙地4,500円！

3人部屋 甲地 5,000円、乙地4,500円

4人部屋 甲地 4,000円、乙地3,600円

( 12）削除

( 13）削除

(14）① 消炎鎮痛等処置（「湿布処置Jを除く。）、腰部又は胸部固定帯固定、

低出力 νーザー照射、介達牽引、矯正固定及び変形機械矯正術（以下

「消炎鎮痛等処置等j という。）に係る点数は、負傷にあっては受傷

部位ごとに、疾病にあっては 1局所（上肢の左右、下肢の左右及び頭

より尾頭までの躯幹をそれぞれ 1局所とする。）ごとに、 1日につき（）

それぞれ健保点数を算定できる。

ただし、 3部位以上又は 3局所以上にわたり当該処置を施した場合

は、 1日につき 3部位又は 3局所を限度とする。

なお、消炎鎮痛等処置等と疾患別リハピリテーションを同時に行っ

た場合は、疾患別リハビリテーションの点数と、消炎鎮痛等処置等の

1部位（局所）に係る点数をそれぞれ算定できる。

② 削除

( 15）病衣貸与料 1日につき 7点

入院患者に対し、医療機関が病衣を貸与した場合に算定できる。

( 16）削除

( 17）削除

( 18）療養の給付請求書取扱料 日 2,000円

労災保険指定医療機関等において、「療養（補償）給付たる療養の給付

請求書（告示様式第 5号又は第16号の 3) Jを取り扱った場合（再発を除

く。）に算定できる。

(19）固定用伸縮性包帯

固定用伸縮性包帯を特定保険医療材料とする。

算定額は、実際に医療機関が購入した価格を10円で除し、労災診療単価

を乗じた額とする。
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( 20）救急医療管理加算

初診の傷病労働者について救急医療を行った場合に、次の金額を算定で

きる。

入院久 000円

入院外 1, 200円

ただし、この算定は同一傷病につき 1回限り（初診時）とする。

なお、．入院については初診に引き続き入院している場合は 7日間を限度

に算定できるものとする。

また、健保点数表における「救急医療管理加算J と重複算定することは

できない。

(21）削除

(22）リハビリテーション

ア 疾患別リハビリテーションについては、健保点数表のリハビリテ｝シ

ョンの通則 1にかかわらず、次の点数で算定することができるものとす

る。

（ア）心大血管疾患リハビリテーション料（ I ) ( 1単位） 250点

（イ）心大血管疾患リハビリテーション料（ II) (1単位） 旦L皇
（ウ）脳血管疾患等リハビリテーション料（ I ) ( 1単位） 250点

（エ）脳血管疾患等リハビリテーション料（ II) (1単位） 200点

（オ）脳血管疾患等リハビリテーション料（III) ( 1単位） 100点

（カ）運 動 器リハビリテーション料（ I ) ( 1単位） 坦L皇
（キ）運 動 器リハビリテ｝ション料（ II) (1単位） 180点

（ク）運 動 器リハビリテーション料（III) ( 1単位） 盟主
（ケ）呼 吸 器リハビリテーション料（ I ) ( 1単位） 180点

（コ）呼 吸 器リハピリテーション料（ II) (1単位） 盟主
イ 疾患別リハビリテーションについては、リハビリテーションの必要性

及び効果が認められるものについては、疾患別リハビリテーション料の

各規定の注 1のただし書にかかわらず、健保点数表に定める標準的算定

日数を超えて算定できることとし、健保点数表の疾患別リハピリテーシ

ョン料の各規定の注 4及び注 5 （注 5は脳血管疾患等リハピリテーショ

ン料及び運動器リハピリテーション料に限る。）については、適用しな

いものとする。

ウ 入院中の傷病労働者に対し、訓練室以外の病棟等において早期歩行、

AD  Lの自立等を目的とした疾患別リハビリテーション料（ I ) （運動

器リハピリテーション料（ II ）を含む。）を算定すべきリハピリテーシ・

ョンを行った場合は、 AD L加算として 1単位につき 30点を所定点数に

加算して算定できるものとする。

エ 健保点数表の疾患別リハビリテーション料の各規定における早期リハ

5
 



ピリテーション加算及び初期加算については、健保点数表に準じるもの

とする。

( 23）削除

(24）職業復帰訪問指導料

精神疾患を主たる傷病とする場合 1日につき760点

その他の疾患の場合 1日につき 570点

ア 入院期間が 1月を超えると見込まれる傷病労働者が職業復帰を予定し

ている事業場に対し、医師又は医師の指示を受けた看護職員（看護師及

び准看護師。以下同じ。）、理学療法士若しくは作業療法士（以下「医

師等Jという。）が傷病労働者の職場を訪問し、当該職場の事業主に対

して、職業復帰のために必要な指導を行い、診療録に当該指導内容の要

点を記載した場合に、当該入院中及び退院後の通院中に合わせて 3回（入 （）
院期聞が 6月を超えると見込まれる傷病労働者にあっては、当該入院中

及び退院後の通院中に合わせて 6回）に限り算定できるものとする。

イ 医師等のうち異なる職種の者 2人以上が共同して又は医師等がソーシ

ヤノレワーヵー（社会福祉士又は精神保健福祉士に限る。且ヱE♀斗と

一緒に訪問指導を行った場合は、 380点を所定点数に加算して算定でき

るものとする。

ウ 精神疾患を主たる傷病とする場合にあっては、医師等に精神保健福祉

土を含むものとする。

( 25）精神科職場復帰支援加算 200点

精神科を受診中の者に、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精

神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア、精神科作業療法、通院集

団精神療法を実施した場合であって、当該患者のプログラムに職場復帰支 ー
（） 

援のプログラムが含まれている場合に、週に 1回算定できるものとする。

( 26）石綿疾患療養管理料 225点

石綿関連疾患（肺がん、中皮慮、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚に限

る。）について、診療計画に基づく受診、検査の指示又は服薬、運動、栄

養、疹痛等の療養上の管理を行った場合に月 2回に限り算定できるものと

する。

(27）石綿疾患労災請求指導料 450点

石綿関連疾患（肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚に限

る。）の診断を行った上で、傷病労働者に対する石綿ばく露に関する職歴

の問診を実施し、業務による石綿ばく露が疑われる場合に労災請求の勧奨

を行い、現に療養補償給付たる療養の給付請求書（告示様式第 5号）又は
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療養補償給付たる療養の費用請求書（告示様式第 7号（ 1 ) ）が提出され

た場合に、 1回に限り算定できるものとする。

( 28）リハピリテーション情報提供加算 200点

健保点数表の診療情報提供料が算定される場合であって、医師又は医師

の指揮管理のもと理学療法士若しくは作業療法士が作成した職場復帰に向

けた労災リハビリテーション実施計画書（転院までの実施結果を付記した

もの又は添付したものに限る。別紙様式 5）を、傷病労働者の同意を得て

添付した場合に算定できるものとする。

(29）術中透視装置使用加算 220点

ア 「大腿骨」、「下腿骨」、「撞骨」、「上腕骨」、「前腕骨」及び「舟状骨j

の骨折観血的手術文は骨折経皮的鋼線刺入固定術において、術中透視装

「 置を使用した場合に算定できるものとする。

イ 「脊椎J の経皮的機体形成術において、術中透視装置を使用した場合

にも算定できるものとする白

( 30）頚椎固定用シ」ネ、鎖骨固定帯及び膝・足関節の創部固定帯

医師の診察に基づき、頚椎固定用シーネ、鎖骨固定帯及び膝・足関節の

創部固定帯の使用が必要と認める場合に、実際に医療機闘が購入した価格

を10円で除し、労災診療単価を乗じた額を算定できるものとする。

( 31）労災電子化加算 i阜
電子情報処理組織の使用による労災診療費請求文は光ディスク等を用い

た労災診療費請求を行った場合、当該診療費請求内訳書 1件につき互息を

算定できるものとする。

(32）職場復帰支援・療養指導料

精神疾患を主たる傷病とする場合 月 1回 560点

その他の疾患の場合 月 1回 420点

ア 傷病労働者（入院治療後通院療養を継続しながら就労が可能と医師が

認める者又は入院治療を伴わず通院療養を 3か月以上継続している者で

就労が可能と医師が認める者。下記イからエについて同じ。）に対し、

当該労働者の主治医又はその指示を受けた看護職員、理学療法士、作業

療法士若しくはソーシャルヲーカーが、就労に当たっての療養上必要な

指導事項及び就労上必要な指導事項を記載した「指導管理婆（別紙様式

1～ 4 ) J.を当該労働者に交付し、職場復帰のために必要な説明及び指

導を行った場合に算定できるものとする。

イ 傷病労働者の主治医が、当該労働者の同意を得て、所属事業場の産業

医（主治医が当該労働者の所属事業場の産業医を兼ねている場合を除
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く。）に対して文書をもって情報提供した場合についても算定できる。

ワ 傷病労働者の主治医又はその指示を受けた看護職員、理学療法士、作

業療法士若しくはソーシャルワーカーが、当該労働者の同意を得で、当

該医療機関等に赴いた当該労働者の所属事業場の事業主と面談の上、職

場復帰のために必要な説明及び指導を行い、診療録に当該指導内容の要

点を記載した場合についても算定できる n

エ 上記ア～ウの算定は、同一傷病労働者につき、それぞれ 3回を限度（慢

性的な疾病告と主病とする者で現に就労しているものについては、医師が

必要と認める期間）とする。

2 前記 1の労災診療単価は、 12円とする。ただし、以下に係るものについて

は、 11円50銭とする。

( 1 ）国及び法人税法（昭和40年 3月31日法律第34号）第 2条第 5！号に規定す

る公共法人 ( ~） 
( 2 ）法人税法第 2条第 6号に規定する公益法人等であって、法人税法施行令

（昭和40年3月31日政令第97号）第 5条第29号に掲げる医療保健業を行う

もの

3 指定薬局に係る療養の給付に要する費用の算定は、前記 1の厚生労働省告

示別表第三調剤報酬点数表に基づき行うものとする。

4 入院時の食事に係る療養の給付に要する費用については、平成18年 3月 6

日厚生労働省告示第99号別表食事療養及び生活療養の費用額算定表の第一食

事療養に定める金額の1.2倍により算定するものとする。

なお、 10円未満の端数については四捨五入すること。

5 指定訪問看護事業者に係る療養の給付に要する費用については、平成20年〆（

3月 5日厚生労働省告示第67号（最終改正：平成26年 3月 5日）別表訪問看に j

護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法により算定するものとす

る。

6 法の規定による療養の費用を支給する場合の支給限度額の算定は、以上の

取扱いに準じて行うものとする。

7 健保点数に労災診療単価を乗じて算定している項目については、改正後の

健保点数により算定するものとする。

なお、薬価基準による算定についても、改正後の薬価基準によるので留意

すること。

8 入院室料加算の地域区分の甲地とは、一般職の職員の給与に関する法律（昭

-8-



和25年法律第95号）第11条の 3に基づく人事院規則 9-49（地域手当）により

支給区分が 1級地から 5級地とされる地域及び当該地域に準じる地域（呈盛

26年 3月 5日付け保医発0305第 1号「基本診療料の施設基準等及びその届出

に関する手続きの取扱いについて」の別添 3第 8の別紙の人事院規則で定め

る地域に準じる地域のうち 4級地及び 5級地）をいい、入院室料加算の地域

区分の乙地とは、甲地以外の地域をいう。

9 削除

-9-



別紙様式1 ①精神疾患を主たる傷病とするもの（愚者用）

労働者災害補償保険
指導管理築

第四目
明治

氏名 生年月日
大正

年 月 日 男・女
昭和
平成

負傷又は 昭和
年 月 傷病名

発病年月日 平成
日

休業前の
ぽ喝｜官官｜原職 事務職 種

就労に当たって必要な指導事項

1 職務内容変更の必要性

①あり（理由： ②なし

2 作業制限の必要性（職務内容変更ありの場合、作業制限の有無）

①軽作業可 ②一般事務可 ③肉体労働の制限 ④普通勤務可 ⑤その他（

平成 年 月頃まで

3 勤務時間調整の必要性

①あり（1日 時間まで、週 時間まで） ②なし

＊②なしの場合、時間外勤務調整の必要性

①あり（1日 時間まで、逓 、時間まで） ②なし ③深夜勤不可

4 遠隔地出張（宿泊を伴うもの、海外出張など）の制限の必要性

①あり（制限（ ）・禁止） ②なし

5 自動車運転・危険を伴う機械操作等、作業内容制限の必要性

①あり（ ②なし

6 対人業務の制限の必要性

①あり（ ②なし

7 その他就労に当たって配慮しなければならない事項等について

（例：職責の大きさ、労働密度、職場での人間関係）

就労に当たって必要とされる療養に関する指導事項

1 就労に当たって必要とされる療養に関する指導事項

2 今後の療養の予定

l! lこ 回程度の診療予定

平成 盟主主主

名称

医師名

年 月 日

病院又は

診療所の

（注） この指導管理婆は、入院治療後通院療養を継続しながら就労が可能と医師が認める者又は

入院治療を伴わず通院療養を3ヵ月以上継続している者で就労が可能と医師が認める者に対し、
就労に当たっての療養上必要な指導事項及び就労上必要な指導事項を記載するものです。

() 

（~） 

⑮ 



別紙様式2

労働者災害補償保険

休業前の

職種

病 名

発症（受傷）年月日

初診時症状

入院 年

通院 年

②精神疾患を主たる傷病とするもの（産業医用）

指導管理筆（産業医提出用）
l萌若

生年月日 主主
占 " - 昭和 年 月

L:~~ 
｜成

復帯を希望l
する職種

原職・事務職・その他（

一) (2. 

年 月 日 ・ 不 明 ） 初 診 年 月 日 （ 

月 日）～ 年 月

月 日）～ 年 月

日）

日）

年 月

回目

男・女

日）

病状経過 （①不変・②改善傾向・③軽快・＠寛解・⑤その他（ ）） 

｜｜現在の症状

現在の治療内容（薬剤の内容を含む。）に関する特記事項

今後の治療予定 （①入院・②入院及び通院・③通院・④治療不要

入院 年 月 日）～ 年 月 日）

I l通院 年 月 日）～ 年 月 日） 1月に 回程度

I I 

｜｜ 

症状回定の見込み 年 月頃

就労に当たって勤務内容に対する意見

1 勤務可能（条件なし）

2 勤務可能（条件あり） ［条件のある期間 平成 年 月頃まで〕

す 職務内容の変更 不要・要

イ 作業内容の制限

不要 ・要（軽作業可・一般事務可・肉体労働のみ制限・普通勤務可・その他（ ） ） 

ウ 時間外労働の禁止・軽減 不要・要（特記事項：

ニ工 遠隔地出張（宿泊を伴うもの、海外出張など）の禁止・軽減

不要・要（特記事項・ ） 

オ 自動車運転・危険を伴う機械操作等の制限

不要・要（特記事項：

カ 対人業務の制限

不要・要（特記事項 2. 
キ その他勤務内容に対する意見（例：職責の大きさ、労働密度、職場での人間関係）

就労に当たって必要な職場での留意点

上記のとおり診断します。

平成 年 月 日
病院又は

診療所の

所在地

名称

医師名

ー11-
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別紙様式3 ③精神疾患を主たる傷病としないもの（患者用）

労働者災害補償保険
指導管理築 第回目

明治

氏名 生年月日
大正

年 月 日 男・女
昭和
平成

負傷又は 昭和
年 月 日 傷病名

発病年月日 平成

休業前の 匠~：J 復帰を希望
原職？事務職・その他（

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

職 種 する職種

就労に当たって必要な指導事項

職務内容変更の必要性

①あり（理由： ②なし

作業制限の必要性（職務内容変更ありの場合、作業制限の有無）

①軽作業可 ②一般事務可 ③肉体労働のみ制限 ④普通勤務可 ⑤その他（

（一…問（推定）

平成 年 月頃まで

勤務時間調整の必要性

①あり（1日 時間まで、週 時間まで） ②なし

＊②なしの場合、時間外勤務調整の必要性

①あり（1日 時間まで、週 時間まで） ②なし ③深夜勤不可

遠隔地出張（宿泊を伴うもの、海外出張など）の制限の必要性

①あり（制限（ ）・禁止） ②なし

自動車運転・危険を伴う機械操作等、作業内容制限の必要性

①あり（ ②なし

その他就労に当たって配慮しなければならない事項等について

就労に当たって必要とされる療養に関する指導事項

就労に当たって必要とされる療養に関する指導事項

今後の療養の予定

11 Iこ 回程度の診療予定

平成 年 月 日
病院又は

診療所の

所在地

名称

医師名

（注） この指導管理築は、入院治療後通院療養を継続しながら就労が可能と医師が認める者又は
入院治療を伴わず通院療養を3ヵ月以上継続している者で就労が可能と医師が認める者に対し、
就労に当たっての療裳上必要な指導事項及び就労上必要な指導事項を記載するものです。

ー12-
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別紙様式4 ④精神疾息を主たる傷病としないもの（産業医用）

労働者災害補償保険 指導管理築（産業医提出用）
明治

氏名 生年月日
大正

年 月 日
昭和
平成

休業前の

信？君
復帰を希望

原職・事務職・その他（
職種 する職種

病名
) (2. 

発症（受傷）年月日（ 年 月 日 ・不明 ）初診年月日 年 月

初診時症状

入院 年 月 日）～ 年 月 日）

通院 年 月 日）～ 年 月 日）

病状経過 （①不変・②改善傾向・③軽快・④寛解・⑤その他（

現在の症状

現在の治療内容（薬剤の内容を含む。）に関する特記事項

" 

今後の治療予定 （①入院・②入院及び通院・③通院・④治療不要

入院 年 月 日）～ 年 月 日）

通院 年 月 日）～ 年 月 日） l!! に
症状固定の見込み 年 月頃

就労に当たって勤務内容に対する意見

1 勤務可能（条件なし）

2 勤務可能（条件あり） ［条件のある期間 平成 年 月頃まで〕

ア 職務内容の変更 不要・要

イ 作業内容の制限

不要 ・要（軽作業可・一般事務可・肉体労働のみ制限・普通勤務可・その他（

ウ 時間外労働の禁止・軽減 不要・要（特記事項：

工乙 遠隔地出張（宿泊を伴うもの、海外出張など）の禁止・軽減

不安・要（特記事項：

オ 自動車運転・危険を伴う機械操作等の制限

不要・要（特記事項：

カ その他勤務内容に対する意見

就労に当たって必要な職場での留意点

上記のとおり診断します。

平成 年月 日
病院又は

診療所の

所在地

主笠

医師名

第 回目

男・女

日）

回程度

）） 

⑮ 



別紙様式5

労災リハピリテ｝ション実施計画書

患者氏名｜ 男・女 ｜ 年生（ 歳） 計画評価実施日 年 月 日

日ハ担当医｜ PT ST 

原因疾患（発症・受傷日） 合併疾患・コントロ ノレ状態（高血圧，心疾患，精尿病等）

評価項目・内容（コロン（：）の後に具体的内容を記λ）

ロ認意中枢識知性症障麻害：療(3-3-9: 
口失行・失認：

口 ’
,c, 、 口 口音声・発話障害（口構音障害，ロ失語症・種類
身 （ステージ・グレード）右左上上肢肢： 右左手手指指・： 右左下下肢肢・： 
機能 口ロ口摂排拘縮食池機機：能能障障害害：口筋力低下（部位， MMT:

構 基 立位保持（装具： ） ロ手放し，口っかまり，ロ不可
口口祷起箔立性：低血圧：造 本 平行棒内歩行（装具目 ）口独立，口部介助，口非実施

動作 司練室内歩行（装具・ ） ロ独立，口一部介助，ロ非実施

日常生活（病棟）実行状況「している“活動”J 訓練時能力・「できる“活動”」
自立度 自監一全非 5虫監 全非

使杖用・装用具具：j：場介姿勢所助内・（司容1惨等事室・病棟等）部介実使用用具（介姿助勢内・実容行場等所
部

介実
ADL・ASL等 介 杖・装具； 介

立視 聞助施 立視 助助施

ーーーーーーーーーートー－－－－－ーーーーーーーーーーーーーーーー

ーートーー 一一一一』一一一一一回一トー トーーー

－－－－－－－一→一一一一一一ー一ー ーーーーーーーーーー」ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

活
動 同一iトーー 一一一J 一一一一一

Fー苧 F －一一」ー・－ーーーーー』ーーー苧 F 目白ー

入浴

コミュエケーション

活動度目中中座臥床位：口無椅子，口，有車（時椅間子帯，： 理由
日 ：ロ ロ ロベッド上，ロキ．村チ7γ7•

聯復ここれれ業職まま希（口でで望無のの職通職ロ種勤，口現方・業病職法種欠復・・中帰仕，事ロ内口休容転職：職中， 口発症後退職， ロ退職予定）
社会参加（内容・頻度等，発症前状況を含む。）

参 口その他：
カ日

経済状況

床天百宥豆
復仕通職職事場勤方復内口容法帰現ののに職変変向復更更け帰た口口目口無無標転：職口口有有口：： 不可 口その他：

目
標 家族の希望

方
リノ、ピリァ ション終了の目安・時期

針

6 応芸区Z言明 Ip Jl ~ 辰記 ~ 
（記入上白留意点）
l「評価項目内容」の『審JJOJ欄の「これまでの職種・業種・仕事内容」、「これまでの通勤方法J、「誼職希望Jを記入すること．
2「目標」欄には、傷病労働者のこれまでの仕事内容、これまでの通勤方法、檀職希望等を踏まえ、仕事内容及び通勤方法の変更の必要性を判断し、
「職場復帰に向けた目標Jを設定の上、記入すること．
3「具体的アプローチJ欄には、傷病労働者の「職場檀帰に向けた目標」を踏まえ、業務内容通勤方法等を考慮したアプローチ（キーボードの打髄や
パスへの乗車寄）を記入すること．

ー14-
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匡回
基労補発 0331第 5号

平成 26年 3月 31日

都道府県労働局労働基準部長殿

厚生労働省労働基準局労災補償部

補償 課 長

労災診療費算定基準の一部改定に伴う運用上の留意事項について

労災診療費算定基準の一部改定については、平成26年3月 31日付け基発0331

第6号（以下「局長通達Jという。）により指示されたところであるが、この

運用に当たっては、下記の事項に留意の上、対応に遺漏なきを期されたい。

記

1 初診料及び再診料（局長通達の記の2及び3関係）

( 1 ）初診料の 3,640円及び再診料の l,360円については、健康保険診療報酬

点数表の改正（以下「健保改正Jという。）により初診料及び再診料が改

正されたことを考慮し、今般、その点数をそれぞれ3,760円、 1,390円とし

たこと。

なお、診療報酬の算定方法（平成 20年3月5日厚生労働省告示第四号）

の別表第一医科診療報酬点数表（以下「健保点数表」という。）の初診料の

注 5（健保改正前の注3）ただし書き文は再診料の注3（健保改正前の注2)

に該当する場合については、その点数をそれぞれ l,880円、 690円としたこ

と。

( ( 2）健保改正により、初診料（医科に限る。）に注3及び注4が、再診料（医

科に限る。）に注2が新たに設けられたが、労災保険においては、これを

適用しないこと。

2 再就労療養指導管理料（局長通達の記の4関係）

局長通達の記の 9により、職場復帰支援・療養指導料が新たに設けられた

ため、再就労療養指導管理料については廃止するものであること。

3 リハビリテーション（局長通達の記の5関係）

( 1）健保点数表の疾患別リハビリテーション料の改定に伴い、心大血管疾患

リハビリテーション料（II）、運動器リハビリテーション料（ I ）、 (III) 

及び呼吸器リハビリテ｝ション料（II）の点数を見直したものであること。

( 2）健保改正により、脳血管疾患リハピリテーション料及び運動器リハビリ

テーション料に注5が新たに設けられたが、労災保険においては、これを



、， 

適用しないこととしたこと。

4 職場復帰訪問指導料（局長通達の記の6関係）

局長通達の記の 9により、新たに職場復帰支援・療養指導料が設けられた

ととに伴い、文言の整理を行ったものであること。

5 術中透視装置使用加算（局長通達の記の7関係）

傷病労働者の早期職場復帰の観点から、対象部位に舟状骨を、対象手術に骨

折経皮的鋼線刺入固定術を追加し、新たに当該加算を算定できるようにしたも

のであること。

また、脊椎に経皮的椎体形成術を行う場合についても、新たに当該加算を算

定できるようにしたものであること。

6 労災電子化加算（局長通達の記の8関係） () 

電子レセプト請求を実施する医療機関の負担軽減を図るため、点数を引き土

げたものであること。

7 職場復帰支援・療養指導料（局長通達の記の9関係）

通院療養を継続しながら就労が可能な傷病労働者に対する支援としては、こ

れまで「再就労療養指導管理料」により、医師が傷病労働者に対して指導等を

行った場合及び産業医に対して情報提供を実施した場合を評価対象としてい

たところであるが、職場復帰支援の充実を図るため、これらの評価対象に加え

て、医師が医療機関等に赴いた所属事業場の事業主と面談の上、必要な説明及

び指導を行うことを新たに評価することとしたこと。

また、医療現場においてチーム医療が推進されている実態を踏まえ、医師の

指示を受けた看護職員（看護師及び准看護師。）、理学療法士、作業療法士及

びソーシヤノレワーヵー（社会福祉士及び精神保健福祉士に限る。） （以下「ソ

ーシャルワーカ一等」という。）が傷病労働者と面談の上、指導等の内容を記

した文書を交付し、職場復帰のために必要な説明及び指導を行った場合のほか、

ソーシャルワーカ一等が医療機関等に赴いた所属事業場の事業主に対し、職場

復帰のために必要な説明及び指導を行った場合、これを新たに評価することと

したこと。

なお、事業主には、人事・労務担当者等傷病労働者の職場復帰に関する権限

を有する者も含むものであること。

8 入院基本料

( 1 ）健保改正により通則8が新設されたが、この算定については入院基本料

の所定点数から当該減算の 40点を減算後、 1.30倍又は 1.01倍するもので

あること。

( 2）健保改正により「月平均夜勤時間超過減算J、「慢性維持透析管理加算J、

n
，』



「在宅復帰機能強化加算J、 「精神保健福祉士配置加算」、 「看護補助配

置加算J及び「栄養管理実施加算jが新設されたが、これらの算定につい

ては入院基本料の所定点数に加算後又は減算後の点数を 1.30倍又は 1.01 

倍するものであること。

( 3）健保改正により「ADL維持向上等体制加算Jが新設されたが、この算

定については入院基本料の所定点数を 1.30倍又は 1.01倍した後の点数に

当該加算を行うものであること。

3
 



都道府県労働局労働基準部

労災補償課長殿

事務連絡

平成26年4月7日

厚生労働省労働基準局労災補償部

補償課長補佐（医療福祉担当）

労災診療費算定基準の一部改定に係る「労災電子化加算Jの

周知用リーフレットの送付について

労災診療費算定基準については、平成26年3月 31日付け基発0331第6号「労

災診療費算定基準の一部改定についてJ（以下「局長遇達」という。）により改

定され、このうち「労災電子化加算Jの改定について、局長通達の記8のとお

り、点数が「3点」から「5点Jへ引き上げられたところです。

このため、平成26年 1月 14日付け基労補発0114第1号「労災診療費算定基

準の一部改定に伴う運用上の留意事項についてjの記3の別紙のリーフレット

を別紙のとおり改めましたので、管下の労災保険指定医療機関に対する周知等

に際し、御活用願います。

匡国



（別紙）

労災保険指定医療機関の皆さまヘ

軒レセ一一請求をー ト

現在、労災診療費の電子レセプ卜請求ができるようになっていますが、
電子レセプト請求を実施する医療機関の負担軽減を図るため、平成26年4
月診療分か5、 「労災電子化加算Jの点数を3点か65点に引き上げます。

( ) 

オンライン文は電子媒体による労災診療費の請求を行った場合に、
電子レセブト1件につき5点が算定できます（初診・再診を聞いません）。

平成26年4月以降の診療分から、引き上げ後の「労災電子化加算J
が算定できます。
平成26年3月診療分までは、電子レセブト1件につき3点の算定と

なります。

※ 「労災電子化加算」の算定は、平成28年3月診療分までとなる予定です。 ( : 
※ 薬剤費レセプトは、 「労災電子化加算」の対象とはなりません。

[ 請求に当たっての注意事項

電子レセプト請求を開始するに当たっては、所定の手続きが必要とな
ります。届出・設定などの詳細は、厚生労働省ホームページをご覧くだ、
さい。

00労働局労働基準部労災補償課
電話xxx-xxx-xxxx

内
〆
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会計検査院指摘事項の分析結果等

1本年度の指摘額について

本年度指摘額 構成比 対前年度比 前年度指摘額

総指摘額 1,037万円 100.00% .A:l,702万円（企62.14%) 2,739万円

手術料 696万円 67.12% 162万円 (30.34%) 534万円

内 入院料 201万円 19.38% 企l,665万円（.6:89.23%) 1,866万円
トー一一一ーー

リハビリ料 71万円 6.85% A Ill万円（.6:60.99%) 182万円
トーー一一一一一一ーー一一一一 ート四一ー－－－ーーー一戸一ーーー－一一一ー一ー

訳 麻酔料 55万円 5.30% 企21万円（.6:27.63%) 76万円
トーーーーー一一ーーーー－－

その他 14万円 1.35% A67万円 （企82.72%) 81万円

2 (1）手術料に係る指摘事項の主な具体的態様について（指摘額上位5態様）

指摘額 構成比

手術料指摘額合計 696万円 100.00% 

主 本来算定すべき区分の所定点数によ

らず、異なる区分のより高い所定点数に 491万円 70.55% 

な より算定しているもの。
』

本来算定すべき部位・範囲の所定点

具 数を異なる部位・範囲のより高い所定点 73万円 10.49% 

数で算定している。

体 同一手術野の手術についてそれぞれ

算定しているもの。
38万円 5.46% 

的 一一 一 一
時間外、深夜、休日加算の算定要件

を満たしていないのに算定している。
29万円 4.17% 

態
手術の回数を誤って手術料を算定し

ている。 21万円 3.02% 
様

(2）入院料に係る指摘事項の具体的態様について（指摘額上位3態様）

指摘額 構成比

入院料指摘額合計 201万円 100.00% 

主 入院基本料等加算を誤って算定してい 98万円 48.76% 

な る。

具

体
算定要件を満たしていないのに特定入院 58万円 28.86% 

的 料を算定している。
ト一 一一一ーー一一－－・ーーー『由民』ーー

態 入院基本料について再入院日を起算日と 22万円 10.95% 

様 して算定している。



3主な指摘内容について

(1）手術料について

①骨折観血的手術で算定すべきところ、関節内骨折観血的整復術で算定しているとい

った指摘。

②本来、 2椎聞で算定すべきところ、4椎問算定しているといった指摘。

③同一手術野につき2以上の手術を同時に行った場合の費用の算定は、原則として主

たる手術の所定点数のみにより算定することとなっているにもかかわらず、それぞれ算

定してしもといった指摘。

④時間外、深夜、休日加算の算定要件を満たしていないのに算定しているといった指

摘。

⑤ 実際は腔骨についてのみ骨折観血的手術を算定すべきところ、腔骨・緋骨のそれぞ

れに対し、骨折観血的手術を算定しているといった指摘。

(2）入院料について

①労災特掲の救急医療管理加算は、金額算定となっているにもかかわらず、点数にて

算定してしもといった指摘。

②救命救急入院料の算定要件を満たしていないにもかかわらず、算定していると

いった指摘。

③同一医療機関へ同一傷病による3か月以内の再入院など、入院基本料の起算日変

更の要件を満たしていないのに入院した日から起算して入院基本料を算定していると

いった指摘。

(3）その他

①四肢加算できないリハピ、リテーションに対し、四肢加算を算定しているといった指摘。

②麻酔時聞が 20分以内であるにもかかわらず、閉鎖循環式全身麻酔を算定していると

いった指摘。 ぐ、

③低体温療法は、重度脳障害患者について算定できないにもかかわらず、算定してい

るといった指摘。

＠特定入院料と併算定する等、救急医療管理加算（労災特掲）の算定要件を満たして

いないのに算定しているとし、った指摘。

＼ 



［手術料1
・本来算定すべき区分の所定点数によらず、異なる区分のより高い所定点数により算定してい

るもの。

誤請求の実例（計4局で指摘）

実際に算定していた手術 本来算定すべき手術 件数

① 関節内骨折観血的手術 骨折観血的手術 1イ牛

② 骨折観血的手術 骨折非観血的手術、創傷処理等 3千半

③ 偽関節手術 骨折観血的手術 H牛

④ 腿縫合術 創傷処理 2f牛

⑤ 切断四肢再接合術 神経縫合術、動脈吻合術等 3件

簡単な手術を、より難易度の高い手術の術式で算定しているもの。（14件）

－本来算定すべき部位・範囲の所定点数を異なる部位・範囲のより高い所定点数で算定して

いるもの。

誤請求の実例（計2局で指摘）

樹監固定術、関節脱臼整働すについて、実際の術野とは違う部位・章闘で算定している。（2件）

・同一手術野の手術についてそれぞれ算定しているもの。

誤請求の実例（計2局で指摘）

同一手術野につき2以上の手術を同時に行った場合の費用の算定は、原則として主たる手術

の所定点数のみにより算定することとなっているにもかかわらず、それぞれ算定している。（8件）

【入院料】

・入院基本料等加算に関する算定誤り。

誤請求の実例（計4局で指摘）

①救急医療管理加算（健保・労災）について、点数や金額を誤って算定している。（3件）

②健保の救急医療管理加算の算定要件を満たしていないにもカミカミわらず、算定している。（1件）

（ ③療養環境加算は入院室料加算と重複算定できないにもかかわらず、算定している。（1件）

－特定入院料に関する算定誤り。

誤請求の実例（計1局で指摘）

救命救急入院料の算定要件を満たしていないにもかかわらず、算定している。（2件）

－入院室料加算の算定要件を満たしていないのに算定している。

誤請求の実例（計2局で指摘）

症状から入院室料加算の算定要件を満たしていないにもかかわらず、算定している。（6件）

内
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診療項目別・具体的態様別指摘件数・額
、

項診療目

指 摘 構 成 比
具 体 的 態 様

件数（件） 指摘額（円） 件数（弘） 指摘額｛ゆ

時間外、！深夜、休日加算の算定要件を満たしていないのに算定して
1 1,020 1.32 0 01 

いる

初 救急医療管理加算（労災特掲）の算定要砕を誤って算定している 5 102,000 6.58 0 98 
． 
再 その他（計算誤り等、上記分類に当てはまらないもの） 2 14,000 2.63 0 14 

診
料 所定点数以下の処置等がないのに外来管理加算を算定している 1 624 1 .. 32 0 01 

計 9 117,644 11.84 1 13 

入院基本料について再入院日を起算日として算定している 2 216,341 2.63 2 09 

入院基本料を誤って算定している 1 57,201 L32 0.55 

入院基本料等加算を誤って算定している 5 977,400 6 58 9.43 

入院料 入院室料加算の算定要件を満たしていないのに算定している 6 126,000 7 89 1.22 

入院室料加算を誤って算定している 1 60,000 1 32 0.58 
（＼ 

算定要件を満たしていないのに特定入院料を算定している 2 575,736 2 63 5.55 

計 17 2,012,678 22 37 19.41 

注射
労災対象外の傷病に対して注射料を算定している 1 7,705 132 0.07 

料 計 1 7,705 1 32 0.o7 

τr I 9 四肢加算を誤って算定している 7 574,999 9 21 5.55 

シハ
ヨピ

pノ、ピロテーション料を誤って算定している 4 137,700 5 26 1.33 

ンリ
計 11 712,699 14.47 6.87 料

処
時間外、深夜、休日加算の算定要件を満たしていないのに算定して 1 5,520 1.32 。.05
いる

置料
計 1 5,520 1 32 0.05 

同一手術野の手術についてそれぞれ算定している 8 380,290 10 53 3.67 

四肢加算を誤って算定している 2 108,411 2 63 1.05 

本定来点算数定にすよりべ算き定区し分てのい所る定点数によらず、異なる区分のより高い所 14 4,905,527 18 42 47.31 （） 

本所来定算点定数すで算べ定き部して位い・範る囲の所定点数を異なる部位・範囲のより高や 2 727,583 2 63 7.02 

手 算定要件を満たしていない手術料を算定している（加算を含む） 2 195,480 2 63 1.89 

術料
処置料で算定すべきところ手術料で算定している 2 97,440 2 63 0.94 

時間外、深夜、休日加算の算定要件を満たしていないのに算定して
2 290,245 2 63 2.80 u、る

手術の回数を誤って手術料を算定している 1 205,020 1 32 1.98 

特定保険医療材料を誤って算定している 2 50,486 2.63 0.49 

計 35 6,960,482 46.05 67.13 

算定要件を満たしていない麻酔料を算定している（加算を含む） 1 420,900 1.32 4.06 

麻酔料 本定来点算数定によすりべ算き定区し分てのい所る定点数によらず、異なる区分のより高い所 1 131,698 1.32 1 27 

’b 
計 2 552,598 2.63 5 33 

合 計 76 10,369,326 100.00 100 00 

-4-
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個人情報漏えい防止のための参考資料

0労働基準行政における個人情報漏えい防止マニュアル（抄）

・郵便の誤送付（p5～7) 

－書類の紛失（p 11～13) 

－個人情報保護定期チェックリスト（p 22～24) 

・個人情報漏えい事例集（ p 26～30) 

0同一名称の医療機関に対する誤送付事例
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！乙、作業に関係のない個人情報を含む文書カ悔いカ曜認を仏整理整頓をして＼
。作業等は、来客と直樹妾触すQような窓口とは別の場所で行う。 阻2（湾奇ι

一一宛名シーJ・i,などに誤りがないか、必ず確認する。 (A記2（勾③イ）

に他人の個人情報が記載されてい否場合には黒塗りを行うなど、個人が特定さ
ず答。 何日2(2泡イ）

と中身の照合を行い、各自がチヱVクした記録を残す。その際、読み合わ
ど、視覚以外ち活用した確認を行う。 持82(2ゆ切

盆塞
に宛名の記載す否際には、宛名、住所の分かる最新の書類により確実に転記す

宛先を聴き取った場合には復唱を行って確認す否。
トなどで事業場等の所在地検索定行う場合には入古い情報が掲載されているこ
ため、事業場等への電話確認など正確な所在地の把握を行う。
シールに記載す否宛先ば省略せず、氏名などは漢字表記を行う。
だ鉱封入封続時ゐ確認ゐための確認印封甲出す主調を封筒lこ表示する。

< D·•• 1確j認；欄ぐ；： r ' " ,: 
｜ 封入者 ｜コ確引認

誤りがないか有宛名に誤りがないかを確認じた｛上で、封筒に封スし、
Jヘ押印す否。 持la~ （2ゆオ1開2(iげ）〆

の宛名‘J住所の分かる書類を添付の上＼確認そ封編者ヘ引き渡す。

防止のポイント 1

( 

-5ー
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作業｛※zの作業が誤送付防止I＜＇.おいて量右重要】

；：在p~字誌；：声明えず完封証言翼手｝
向2~：：；，三日；J山山川ぷ
怖－~8Ji謝申~p炉、一知撲務担当樹齢.• J“Uじ

； ； 下. .:·• .. •··•u ＜；去：？宗／；ミ、と｝〉ん乙三イ：；；，京：：：：＝と1：一込：＇｛；＂；：：：：；
〆：；.：：：：：恥.....：とご己，，，；～九人のぷ川？ぃ：.＇ii：－＇：：・：：.＇..－：：.：：；：以

ための確認作業

！当者
！線開
；担当
：ある
i員！と

場合
頃で
（闇

成担

封入目封織の状況を；確認する。ι（開2仏国J
;<; 2ρf叫に τ 三九九九日引いぷ日 •• ・ •••. ＞.三；ベノヒ＼

三ン＇ .，乍トパ、L ' • ' 九

·•··＼＂＇.＇＼.弘三；·）＜：：·.·····

誤送付の原因は、宛名と封筒の中身のチエVクが十分に行われていなかったものがほとんど

誤送付でよくあ否ケースは以下の事初です。いずれち、作業スペースの整理整頓や複数の

チェック（ダフ1レチェック）を行うことで、発生を防止することが可能です。

事例1

00事業場から提出された36協定に不備があり、返戻する際、誤って、手元に置いていた

xx事業場から送られていた返信用封筒に確認を行わないまま00事業場の36協定を封入

し、 xx事業場に送付した。

事例2

じん肺管理区分決定通知書及びエックス線写真を送付する際、 X氏あての封筒にY氏のちの

Y氏あての封筒にX氏のちのをそれぞれ誤って投入し、十分な確認を行わずに送付した。を、

-6-
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誤送付の危険性がある書類（例）

以下の書類は平成24年度中に誤送付した書類［例）です。

i立Lガついた書類Iま複数回の誤送付事案が発生しており、特に注意が必要です。

【監督関係］

t?36協定

・就業規則

［安全衛生関係】

・じん肺管理区分決定通知書

．労働者死傷病報告

・じん肺健康診断結果証明書

－じん肺胸部エックス線写真

．健康管理手帳

［適用徴収関係】

食労働保険料申告書

大労働保険代理人選任p解任届

・労働保険等一括満期事業総括表算定基礎賃金等の報告

．一括有期事業開始届

．改善指導文書

［労災補償関係】

食特別加入関係書類

女医師への意見書提出依頼皮書

女各種労災保険請求書

女各種労災保険決定通知書

．レントゲンの信用依頼書

・傷病の状態等に関する届

．健康管理手帳更新申請書

－第三者行為災害届の提出依頼文書

・診療費請求内訳書（レセブ卜）

・受任者払関係書類

-7ー
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：書類の紛失）

防止のポイント l

" ' ・＇＇・＇一日一 ！ベ人 白.
J、？っ ' '",' .• ＼「 ～パ 一 一ーへ 4 • 

、｝心＇＂ ,, , . 吋 一 一！

？勺吋よJλ ～ハリ己主.，・....日…u：ザ ℃》 ;/ • •. －υ •.• lじれ＇.町一 •. .• ' ..  日 目、
内、 川白川瓜～引い ,, ・; ' " .’ i叩

ι ' •• i一、ぞイ ' 2、 ,. - ' ' - . ' iι 】

F一弘一山川吋， •. a山、 1 - •. - ,・・・ ' - ＇、 一 ' 
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・重大な個人情報が記載されてい否書類については、特殊取扱郵便により送付す否ことが望＊

じい。 ((A.記3(2児》、間2(3｝干併）｝

、・窓口、郵送での書類受領時には、書類が不足していない力、確認す否。 ［（悶2(3）イめ）〉

－管理者等は定期的！こ書類の保管場所を確認し、職員が保管場所への保管を確実に行っている！

ことを確認す否。行われていないことが判明した場合には、速やかに注意指導を行う。

CG闇i(3｝イ（キ））

・行政文書の廃棄に当たっては、段ボールに梱包した上で、専門業者に引き渡す等の適切な措

置を実施する（刀イドライン、文書管理規程に基づくよ）。 CA記3(3))

・業務上の必要により、個人情報が記載されている書類（紙媒体）を持ぢ出す場合には、管理

者等の指示を確実に受け、必要最小限の範囲内のちのとする。 ccl¥記3(4))

・持ち出じた書類の一覧を作成し、事業場から退出す答際に、持ち帰る書類の確認を行う。

・帰庁した際に、持ち出した書類の確認を行う。

・書類を持ぢ出した場合、常に注意を払う｛例えば、①書類を入れた鞄を富用車に置いたまま

放置しない、②電車併問棚に置いたまま座Bない、③外出先で書類を出じた場合、置き忘れ

に注意す否。）。

書類の紛失の原因は、管理が適切に行われていないことによ否ちのが大半です。

書類の紛失でよくあるケースは以下の事例です。いずれち、書類の管理を適切に行うことで、

発生を防止するごとが可能です。

事例1

労災保険給付に係る事務処理の過程において、 X氏から提出された療養補償給付たる療養

の給付請求書を自席にて保管していたはずであったが、後日紛失が明らかになった。

事例2

事業場に臨検後、署に戻った後に手持ちの書類を確認したとごろ、申告処理台帳一式が無

いことに気付き、臨検した事業場にち見当たらず、紛失が明らかになった。

-12ー
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紛失の危険性がある書類（例）

以下の書類は平成24年度中に紛失した書類倒的です。

i立Lがついた書類lま複数回の紛失事案が発生しており、特に注意が必要です。

［監督関係］

女 36協定

食監督復命書

食是正勧告書

［安全衛生関係1

－｛：（労働者死傷病報告（出力帳票含む）

．産業医選任報告書

・監察資料

・就業規則

・第一種圧力容器構造検査及び溶接検査申請書

［適用徴収関係】

食労働保険料申告書

・年度更新申告書

・現金領収書等

・臨時労働保険指導員身分証

．確定保険料申告書

［労災補償関係1

－｛：（労災保険各種請求書

女診療費請求内訳書（レセブト）

．審査請求関係資料

・特別加入に関する変更届

．特別加入申請書

-13ー
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個人情報保護定期チェックリスト

食 管理者及び職員各自が定期的にチェックをお願いします

窓口での対応中

チヱツクポイント 確認欄

1個人情報を含む書類の整理には、クυアファイルを用い否など日頃から最新の注意を払つ

てい否。

2 
来署者を呼び出した場合は、 「00様ですか。」と本人の名前をフルネームで確認し、

「そうです.00です。 Jという相手の返事を待ってから応対を開始してい否．

3 個人情報を含む書類を本人確認などの目的のみで預からないようにしていミ5.

窓口で、突然来署者が自の前k.着席した場合でち、机上に他者の個人情報を含む書類が

4 あったら待ってもらうように伝え、書類を来署者の視線や手が届かないところに保管して

いる．

5 
個人情報が記載された書類は、カウンターなど利用者の手の届く場所に置かないようにし

てい否。

6 対応中の相談内容は他の利用者に聞こえないよう配慮してい否。

7 
電話で個人情報に係否問合せがあった場合は、急ぐ場合でち必ず一度切って本人の確認を

とってから回答している。

8 端末の使用後は必ず画面を消去するか初期状態に戻している。

9 
書類をプリントアウ卜した際は、出力の度に速やかに1枚ずつ氏名や事業場名を確認して

プリンターから回収してい否．

10 
プリシトアワ卜した書類がプυシター上に見当たちないときは、そのまま再度印刷せず必、

ず周囲の職員に確認してい否。

11 
他の職員がプリントアウトした書類が放置されていた場合は、プリントアウトした職員に

声を掛け否カ惚存箱に保存している。

書類を交付す否ときは、中身、枚数、裏面等を1枚1枚確認して、 「1枚目000（書類

12 
名） ・・・氏名00さん、 Z枚目・・・ Jと氏名や事業場名をなぞりながらフルネームで

読み上げて確認してい否。また、交付前に来著者に「間違いないですかJと愚終確認をし

てから交付してい否。

13 
個人情報を含む書類について、業務の目的の達成に必要な範回以外で閲覧・使用・印刷を

していない。

-22ー
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2書類の送付／送信時

チェックポイシト 確認欄

1 
事前に送付先の情報（位五所、 FA X番号、メールアドレス）が最新のちのになっている

か、誤りがないか確認している．

※郵送時

チェックポイシ卜 確認欄

2 
書類を郵送する場合、封入作業の前に作業スペースを確保するととちに整理整頓をしてい

る．

. 
3 

他の職員から郵送の依頼を受けた場合、必ず書類ごとの送付先を確認して力、ら受け取って

いる．

4 封入作業は2名以上で実施し、 Z人以上で確認してから封をしている．

封入作業は、封筒の宛先や書類を照合しい添付書類ち含めて1枚1枚を確認している．
、

5 

6 個人情報を含む書類は全て内容を記録し、一覧表を付けて送付している．

11 

＼
 

／
 

（
 

※ F AX 時

チェックポイント 確認欄

7 
原則として個人情報を含む文書はFA Xしないこととし、やむを得ず送信する場合は個人

情報をマスキングしている．

送信の前後！こはリセットボタシ等で初期画面に戻してから番号を入力していミ5.また送信

8 前にはFA X番号、送信内容、添付書類の確認を複数の者がZ回以上行ってから送信ボタ

．シを押している。

9 送信後は電話等で送付先に受信を確認している．

※メール時

チェックポイシト 確認欄

10 
E-ma i Iアドレス、送信内容、添付書類等に不適切なちのや入力ミスがないか2回以上

入念に確認してから送信している。

11 
同時に複数に送信す否場合は、不要な添付書類がないか留意し「Bc C」で送信してい

る。

12 
送信内容に個人情報を含む場合はパスワード付けて送信し、パスワードは別途伝達してい

る。

-23-
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3その他

チェックポイント 確認欄

1 
インターネット（＜：行政文書を公開した場合、登録後（＜：画面上で確認を行うようにしてい

否。

2 
個人情報を含む文書はパソコシのjtードディスクに保存することなく本省所管システムの

tt-J tに記録し確実な管理をしてい否。

外部電磁的記録媒体は特別な場合を除き使用しないよう｛」してい吾が、一時的九使用せざ

るを得ない場合は以下を遵守してい否。

1 「庁内使用管理簿」に記入した上で管理者から媒体を受け取ってい否。

3 
2 来署者力、5手の届かない位置で使用している。

3 使用後はデータを本省所管システムのサ－）＼に移管し、媒体内のデータを消去す否こ

とを徹底してい答。

4 媒体内のデータを消去した後は「庁内使用管理簿」に記入し、管理者あてに返却して

いる。

個人情報を含む書類や外部電磁的記録媒体の庁舎外への持ぢ出しを行わないようにしてい

ミ5が、業務上持ぢ出す必要がある場合は、以下を遵守している。

1 「庁外持出し許可簿」に内容、数量、媒体の種類等を記録している。

.2 出先では、肌身離さず厳重（＜：管理している．

4 3 書類や外部電磁的記録媒体は管理者の許可を得てかち持ち出している。

4 出張先では、情報を漏えいさせるようなソフトがインストールされていない、かつウ

イルスに感染していなしI)＼ソコシを使用していミ5.

5 出張先から自宅へ直帰することを極力避け、当日内に職場に持ち帰って 「庁外持出

し許可簿Jに記録していミ5.

5 個人情報を含む書類及び媒体を、管理者の許可なく FA Xやメールで送信していなし、。

6 
個人情報が記載された書類はその都度シユレyダーにかけるか、利用者の手の届かぬ場所

に設置された「シユレッダー専用箱Jに入れて業務終了後にまとめて裁断処理している。

個人情報を含む書類が見当たらない場合、 「探せば出てくるだろう。 jなどと思Jつず、す
7 

ぐに確認するようにしてい否。

8 
漏えい案件が発生した場合、疑いの段階であって右、直ぢ（＜：上司（次長や課長など）に報

告しなければならないことを知っている．
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＜ 参 考 ＞ 

。個人情報漏えい事例集

書類の送付（郵送〉時

2 FAX送信時

3 電話対応時

4 電子メール誤送信

5 庁舎内での書類の紛失

6 庁舎外での書類の紛失

7 外部電磁的記録媒体の紛失

8 盗難

9 その他

0 様式関係

0 都道府県労働局保有個人情報管理規程準則
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1書類の誤送付

事 例 の 内 £' ヨ「 E女 圭c:皇司 策
【宛先違い】

00事業場から郵送！こより届けられた36協定に不備があ

1 り、 00事業場に返戻す否際、誤って手元に置いていたxx事

業場の住所を封筒に記載、確認を行わないまま00事業場の36

協定を封入し、郵送したちの。

［宛名シール貼付間違い］

2 
00事業場に労災保険休業補償給付に係否振込通知書を送付

する際、封筒に誤って別の事業場の宛名シールを貼付し、郵送

したちの．

［宛名シール誤作成］

00事業場に賃金関係調査票の事業主控分を過去す否際、。

3 0事葬場の宛名シールを印刷しようとして、誤って××事業場

の宛名シールを印刷した．そのまま、宛先を確認せず封筒に貼

付し、郵送したちの．

［宛名シール誤作成】

健康管理手帳の送付者リストの修正を行った際に操作を誤

4 り、住所がずれたまま宛名シールを作成した。また、送付の際
－他の書類が紛れないように、封入作業

の宛名の照合のみチェックしたため、住所の間違いに気付か
の際には、机上を整理して実施

ず、住所がずれたまま郵送したちの．
－封筒の宛先、宛名だけでなく、封入物

［混入］ を1枚ずつ確認の上、中身と宛先をしっ

A病院に照会文書を送付するに当たり、プリンターで照会文 かり確認し、他の個人情報が紛れていな

5 書を印刷した際、書類の中身を確認せずA病院に郵送した．そ いか必ず複数で確認

のため、照会文書に、別の職員が印刷した書類が混入したち －特に、個人の権利利益を侵害する度合

の． いが高い書類を送付する場合には気をつ
【同姓同名の第3者に調封切 ける．
集合住宅に住む請求人X氏に労災保険休業給付の支払振込遇 「氏名」 「住所名J等の突合など、あ

6 知書を送付す否にあたり、宛先に戸醤まで記載しなかったた らかじめチヱツクす否ポイシトを明確に
め、請求人X氏と同姓同名で同じ集合住宅に住むY氏に郵送し する．
たちの。

【類似名称の病院に誤送付】

労災保険給付f；：：係否事務処理のため、 X氏に関す否診断書の
7 

提出依頼書をムム病院に送付す否ぺきところ、類似した名称の

病院の宛先を勘違いして記載し、郵送したちの．

【所在地検索間違い］

Z健康保険組合に照会文書を発送するに当たり、イシター
8 
ネ~ト検索により Z憧康保険組合の所在地を検索したが、誤つ

てP健康保険組合の所在地を把握して記載し、郵送したちの。

［控えの間違い】

労働保険に係る開始届及び特別加入申請書について、労働保
9 

険事務組合控分（4枚目）を労働保険事務組合へ送付するはず

が、労働局送付分（3枚目）を郵送したちのロ

【書類誤作成］

10 X薬局宛に作成すべき書類をY病院宛に誤作成し、郵送した

ちの。
「－~

勾
屯
U1

 



2 FA X誤送信

事例 の 内容 改 葺i=ョ 策

【FA X番号未確認によ否漏えい］

1 00事業場のFA X番号をxx事業場のFA X番号と思い込

んだまま番号確認をせずにFA X送信したちの．

2 
【FA X番号メモ間違いによる漏えい］

FA X番号を誤ってメモし、 FA X送信したちの．

［υセvトしなかったことによる漏えい］

FA X番号を入力したままの状態でその場を離れてしまい、

3 次にFA X送信しようとした職員がそのことに気付かずに作業

を続けたため、既に蓄積されていた番号あてにちFA X送信さ
－個人情報をFA Xで送信す否こと

れたちの．
を原則禁止．

【誤ったFA X番号の通知による漏えい］ ・やむを得ず使用す否際には、管理 （） 
事業場に対し自主点検を行った際、報告先に誤った労働基準 者又は補助者が立ぢ会いの下で送信

4 
監督署のFA X番号を記載していたため、事業場からの報告 先の宛名を確認した上で送信。 (F 

が、労働基準監督署とは別の宛先にFA X送信されたもの． A X送信機又はその周辺IL:「注意喚

起Jを促す文書の掲示）

【リダイヤル機能による漏えい］ －報道機関等に送信する場合は誤つ

短縮ダイヤルでFA X送信す否際に、送信途中で不具合が て個人情報が記載されたままの書類

5 
あったため、リダイヤル機能を使用してFA X送信したが、当 を送信することがないよう、管理者

該FA Xのリダイヤル機能はテンキーで最後にダイヤルした番 の確認を得た上で送信。

号を呼び出す機能であり、短縮ダイヤルを呼び出す機能ではな

かったため、別の事業場にFA X送信したもの．

【提供されたFA X番号の間違い！とよる漏えい］
-6 労働局から提供されたりストに記載された0 0事業場のFA 

X番号が誤っており、 X氏！こFA X送信したちの．

【個人情報を黒塗りしなかったことのよ否漏えい】

7 報道機関にFAX ！こより情報提供した際、個人名を黒塗りし

ないままFA X送信したちの。

3電話対応

事 ｛列 の 内 :rヨ「－ 改 圭妄 策
, 

ー

【第三者への電話回答による漏えい】
－個人情報は他者に漏らさないこと

1 X氏の休業補償給付の支払時期や支払金額について、親族の
の徹底

Z氏から電話照会がありJ回答したちの。
・親族である場合は、回答して良い

か否かについて配慮
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4電子メール誤送信

事 例 の 内 壬同『ヨ目r 改 善 策

【メールアドレス間違い］

個人情報に係る書類を添付してメールする際、登録されてい
・郵送で対応できないか検討する。1 

ミ5別のメールアドレスを誤って選択したことに気が付かないま
「CCJか「BCCJか慎重に選

ま送信したちの。
択す.Q.

【CC間違い］ ・一度送信アイコンをクリックする

イベシト参加要請メールを各事業場宛てに送信した際、宛先 と、変更がきかないことを意識し

2 
を「BC CJにしてなかったため、他の送信者のメールアドレ て、入力ミス・選択ミスをしていな

スが他の者にち明らかになったちの。 いか、 2回以上確認す否。

5庁舎内での書類の紛失

事 例 の 内 t円坐T唱 改 主c主司 策

【自席で保管していて紛失］

担当者は、最低賃金の減額特例許可事務処理を終了したちの －机上、机の中、キャビネットは、
の、関係書類をファイルに編綴せず自席にて保管したちのの、 常にファイリシグ等を行い整理す

1 後日、紛失が発覚したちの． 否。

－必要な書類を誤ってシユレッダー

廃棄しないよラにす否

・書類等は、不在者の机に置かず面
［誤廃棄と思われ否紛失】

前で受附度す。
X氏を含む懐数の請求書のデータ入力作業後、請求書の保管

－プリンター・コピー機｛；：：印刷書類
作業と平行して、不要となった確認資料をシユレッダーにより

や原本を置き去りにしない． （置き

2 
廃棄。翌日、 X氏の請求書の紛失が発覚したもの．

去りにされた書類があったら、本人

に苧濃す．）
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6庁舎外での書類の紛失

事 ｛列 の 内 壬回ヨ目「 改 圭＂＇皇司 策
【臨検中の紛失】

事業場に臨樹量、監督署に戻った後に手持ぢの書類を確認し

1 
たところ、申告処理台帳一式を持っておらず、臨検した事業場

にちなかったちのから、紛失が発覚したちの。

－個人情報（紙媒体に限る）を公務
【車での紛失］

調査のために事業場に到着した際、書類を車のトラシクの上
で持ち出す際には許可簿に記載して

許可を受け、必要最小限の個人情報
2 に載せた．そのまま調査を終え、書類をトラシク上に載せたま

ま車を発進させて帰庁したことから、紛失したちの．
を持ち出す乙ととし、庁舎へ持ぢ

帰った際也管理者により確認す否。

【盗難による紛失】 －個人』情報が入ったカパシは常時携

労災保険の調査から車で帰宅途中、自宅近くのスーパーに買 行すミ5.

3 
い物に立ち寄った．その際、診療費請求内訳書等の入ったパッ ・電車やパスでの移動中、訪問先や

グは車内に置いたままであった．買い物を終えて車に戻否と助 飲食店等での置き忘れに注意。
( .1 

手席の窓ガラスが割られて）＼.yグが盗まれ、紛失したちの． －活動中の荷物は必要最小限にし、

, カパシは1つにまとめる。

【書類置き忘れ】

見働保険料算定基礎調査のために訪問したX事業場に、 Z事

4 業場の適用検索帳票などが入ったクリアファイルを置き忘れ、

紛失したちの．

7外部電磁的記録媒体の紛失

事 イ列 の 内 :f三割「 改 主E皇＝司 策

【庁舎外持ち出しによる紛失】

自宅で事務処理を行うため、私物のUs Bフラvシユメモリ

に業務情報を記録した．当該USBフラッシユメモリを鞄に入
－個人所有の外部電磁的記録媒体に

1 れて退庁し、そのまま忘年会に参加し、忘年会終了後、電車で
は個人情報を保存しないことの徹底

帰宅途中に鞄ごとUSBフラッシュメモリを紛失したちの。
する．

－自宅、私的持ち出し厳禁．

【管理の不徹底による紛失］ －外部電磁的記録媒体は、施錠管理

業務用パソコンに使用の都度接続する外付けHD Dが、所定 された所定の保管庫、棚等で施錠保

2 の保管場所に保管されておちず紛失が発覚したちの． 管することの徹底する．
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同一名称の医療機関に対する誤送付事例

事例

療養6か月以上となった被災労働者についての症状照会文書等の発出におい

て、指定医療機関番号から、指定医療機関名簿を確認して転記する際、名簿一覧

1 
に記載されていた病院名が同じ別の医療機関の所在地を封筒に転記し、誤送付と

なる。（法人名を省略して記載。）

届医療 法人00会ムム病院口口市

医療法人××会ムム病院く〉〈〉市

療養6か月以上となった被災労働者についての症状照会文書等の発出におい

て、指定医療機関の所在地を病院名からインターネットで検索し、岡県内の同じ

2 
病院名の別の医療機関の所在地を封筒に転記し、誤送付となる。（法人名を省略

して記散。）

自医療 法人00会ムム整形外科クリニック 口口市

医療法人××会ムム整形外科クリニック Oく〉市

療養補償給付が不支給の被災労働者について、医療機関に診療費請求に係る不

支給決定通知を発出する際、病院名が同じ別の医療機関を送付先と思い込み、封

3 筒に宛名と所在地を記載し、誤送付となる。（法人名を省略して記載。）

自 ムム整形外科医院口口市

医療法人××会ムム整形外科医院。く〉市

療養1年以上となった被災労働者についての症状照会文書等の発出において、

長期療養者の管理名簿を作成する際、別の被災労働者の医療機関名を転記し、当

4 
該管理名簿を基に処理し、岡県内の別の医療機関に誤送付となる。（病院名が異

なる事案）

固国 00整形外科 口口市ムム

××外科整形外科口口市〈〉。

療養6か月以上となった被災労働者についての症状照会文書等の発出におい

て、病院名が同じ別の病院を送付先と思い込み、封筒に宛名と所在地を記載し、

5 誤送付となる。（法人名を省略して記載。）

量 医療法人00会ムム病院口口郡付村

××県立 ムム病院 Oく〉市

( 

療養6か月以上となった被災労働者についての症状照会文書等の発出におい

て、病院名を基に指定医療機関の台帳（エクセノレ）を検索したところ、最初に該

6 
当した病院名が同じ別の医療機関の所在地を封筒に記載し、誤送付となる。（法

人名含め、病院名が同じ例）

自医療法人ムム整形外科日間O区

医療法人ムム整形外科口口市××区

療養6か月以上となった被災労働者についての症状照会文書等の発出におい

7 
て、 1つの医療機関のみに照会するところ、 2つの医療機関に照会が必要な他の

被災労働者と取り違え、別の医療機関にも照会文書を送付したもの。（療養して

いない医療機関へ照会した例）
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匡回

基発 0401第 54号

平成 26年 4月 1日

都道府県労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

（公印省略）

労災保険柔道整復師施術料金算定基準の一部改定について

標記については、昭和 53年 3月 16日付け基発第 154号「労災保険における柔道整復師

施術料金の算定基準等の改定について」（以下「通達j という。）により実施しているとこ

ろであるが、今般、通達の別紙の算定基準を下記のとおり改定することとしたので、了知

の上、別紙の改定後の算定基準に基づき、管内の柔道整復師団体と協定の締結を行い、円

滑な運営を図られたい。

コ4

1 通達の一部改定

通達の別紙の一部を次のように改定する。

c (1）「平成25年7月1日以降の施術」を「平成26年4月1日以降の施術」に改める。

( 2）「初検料 2,360円Jを「初検料 2,475円」に改める。

( 3）「再検料 350円Jを「再検料 375円」に改める。

( 4）「包帯交換料骨折、不全骨折又は脱臼 700円」を「包帯交換料骨折、不全骨折

又は脱臼 720円」に改める。

( 5）「包帯交換料捻挫・打撲 350円Jを「包帯交換料捻挫・打撲 360円」に改め

る。

2 施行期日について

本改定は、平成26年4月1日以降の施術分について適用すること。



（別紙）
芳三rf5之官忌断言Eヨミヨ主主歪藍哲芝岳市安包令貯単卜釜主主多事E天主主呈尊皇

（平成26年4月1日以降の施術）

初検料 2, 475円 注 当該施術所が表示する施術時間以外の時間において初検を行
った場合は、所定金額に 650円を加算する。
ただし、午後 10時から午前 6時までの問の初検料について

は、所定金額に 3,740円を、また、休日において初検を行った
場合は 1,870円を、それぞれ所定金額に加算する。

初検時相談 100円 注1 初検時において、傷病労働者に対し、次の（ 1）及び（ 2) 
支援料 を行った場合に初検時相談支援料を算定する。

( 1 ）職業復帰に向けた施術内容、施術期間、職業復帰見込時
期及び就労に当たっての励行・禁止事項をきめ細やかに説
明し、その旨施術録に記載する。 （ 

( 2）施術に伴う日常生活で留意すべき事項等をきめ細やカ
説明し、その旨施術録に記載する。

2 初検料のみ算定した場合においては、初検時相談支援料を
算定できないものとする。

往療料 2, 230円 注1 往療距離が片道 2kmを超え 8kmでの場合については、 2km 
又は、その端数を増すごとに所定金額に 960円を加算し、片
道 8k皿超えた場合については、一律2,880円を加算する。

2 夜間（午後 10時から午前6時までの聞を除く。）往療につ
いては、所定金額（注1による加算金額を含む。）の 100分
、の 100に相当する金額を加算する。

3 午後 10時から午前 6時までの問、難路文は暴風雨時若し
くは暴風雪時の往療については、所定金額（注1による加算
金額を含む。）のそれぞれ 100分の 200に相当する金額を加
算する。

4 2戸以上の患家に対して引き続いて往療した場合の往療順
位第2位以下の患家に対する往療距離の計算は、当該施術をE起f~ ＇）
の所在地を起点とせず、それぞれ先順位の患家の所在地
点とする。

再検料 375円 注1 再検料の算定は、初検料を算定した月においては1回、翌
月以降は1か月（暦月） 2回を限度とする。

2 再検料の算定は、初検料を算定した月の翌々月を限度とす
る。

指導管理料 680.円 注 1週間に 1回程度、 1か月（暦月）に 5回を限度とし、後療
時に算定できるものとする。

休業証明書 2, 000円

冷巷法 100円 注1 負傷当初より行った場合に加算できる。
2 温審法との重複算定は認められない。

nr』



運動療法料 340円 注各種運動器具を使用した場合に算定できる。
1 1週間に l回程度、 1か月（暦月）に 5聞を限度とし、後療
時に算定できる。

2 部位、回数に関係なく 1日340円とし、 20分以上運動療法
を行うこと。

施術情報提 1, 000円 注骨折、不全骨折又は脱臼に係る応急施術を行った後に、医療
供料 機関に対して施術の状況を示す文書を添えて患者の紹介を行つ

た場合は、情報提供料として 1,000円を算定する。

電 気光線 550円 柔道整復師が傷病労働者施術に当たり、その施術効果を促進す
るため、柔道整復業務の範囲内において保険衛生上人体に害のな

療法料 い電気光線器具を使用した場合は、 1回につき 550円を支給する。
ただし、 1日に 2回以上又は2種類以上の電気光線療法を行っ

た場合であっても 1固として算定する。

宿泊料 1, 400円 柔道整復師の施術所に通院することが極めて困難な病状にある
． 傷病労働者が柔道整復師の施術を受けるために当該施術所に宿泊

食事料 470円 したときは、 1日につき、宿泊料として 1,400円、 1食につき、
食事料として 470円を支給する。

特別措置料金

特別材料費 包帯交換料

骨折、不全骨折又は脱臼 1, 620円 720円

捻 挫 ． 打 撲 970円 360円

特別材料費は、 1負傷部位について 1回算定できる。
包帯交換料は、次の包帯交換時に算定できる。

初回の包帯交換時－－－－－－一一一一一－－－－－－－－一一一一－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－ 1回
初検日から起算して 1週間以内の包帯交換時一一一一一一一一一一一一－－－－－－－・ 1回
初検日から起算して 1週間から 2週間以内の包帯交換時一一一一一一一一一一ー 1回
初検日から起算して 2週間から 3週間以内の包帯交換時一一一一一一一一一一ー 1回
初検日から起算して3週間から4週間以内の包帯交換時一－－－－－－一一一一一一 1回
初検日から起算して4週間を超えての包帯交換時一一一一一－－－－－－－－－－－－－－－－” 1回
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（別紙）

打 撲 捻 挫

頭 膏日 頚 書店

顔 面 苦日 l胃 関 節
頚 書店 月寸 関 節
胸 音日 手 関 節
背部（肩部を含む。） 中手指・指関節
上 腕 膏E 』要 害H
Eサ 昔日 股 関 節
品目IJ 腕 吉日 膝 関 節
手根・中手部 足 関 節
手旨 音日 中足 E止 ・ 祉 関 節
I要 智 音日
大 腿 部
膝 音日
下 腿 部
足根・中足部
祉 部
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( 

都道府県労働局長殿 l

基発 0401第 55号

平成 26年 4月 1日

厚生労働省労働基準局長

（公印省略）

労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師

施術料金算定基準の一部改定について

標記については、昭和 57年 5月 11日付け基発第 326号一 1「労災保険における「はり・

きゅう及びマッサージ」の施術に係る施術料金等の取扱いについて」（以下「通達Jという。）

により実施しているところであるが、今般、通達の別紙の算定基準を下記のとおり改定す

ることとしたので、了知の上、別紙の改定後の算定基準に基づき、管内の関係団体と協定

の締結を行い、円滑な運営を図られたい。

記

1 通達の一部改定

ぐ 通達の別紙の一部を次のように改定する。

( 1 ）「平成25年7月1日以降の施術Jを「平成26年4月1日以降の施術Jに改める。

(2）「初検料 2,710円Jを「初検料 2,810円」に改める。

( 3）「施術料はり・きゅう 1術の場合 1日1回限り 2,550円」を「施術料はり・

きゅう 1術の場合 1日1回限り 2,600円Jに改める。

(4）「施術料 はり・きゅう 2術（はり・きゅう併用）の場合 1日1回限り 3,950 

円」を「施術料 はり・きゅう 2術（はり・きゅう併用）の場合 1日1回限り 3,960 

円」に改める。

( 5）「施術料マッサージマッサージを行った場合 1日1回限り 2,550円Jを「施

術料マッサージマッサージを行った場合 1日1回限り 2,600円」に改める。

( 6）「施術料マッサージ温巷法を併施した場合 1回につき 95円加算」を「施術

料マッサージ温巷法を併施した場合 1回につき 100円加算Jに改める。

(7）「施術料マッサージ変形徒手矯正術を行った場合 1肢につき 555円」を「施



術料マッサージ変形徒手矯正術を行った場合 1肢につき 565円」に改める。

( 8）「施術料 はり又はきゅうとマッサージの併用 1日1回限り 3,950円」を「施術

料 はり又はきゅうとマッサージの併用 1日1回限り 3,960円Jに改める。

2 施行期日について

本改定は、平成26年4月1日以降の施術分について適用すること。

の〆同



（別紙）

労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準

（平成E豆年生月よ日以降の施術）

「

注 当該施術所が表示する施術時間以外の時間において初

初 検 料 担比円
検を行った場合は、所定金額に 650円を加算する。

ただし、休日において初検を行った場合は、所定金額

に1,870円を加算する

注1 往療距離が片道2キロメートルを超え8キロメート

ルまでの場合については2キロメートル又はその端数

を増すごとに所定金額に 960円を加算し、片道8キロ

メートノレを超えた場合については、一律 2,880円を加

算する。

往 療 料 2, 160円 2 夜間往療については、所定金額（注lによる加算金

額を含む。）の100分の100に相当する金額を加算する。

3 2戸以上の患家に対して引き続いて往療した場合の

往療順位第2位以下の患家に対する往療距離の計算は

当該施術所の所在地を起点とせず、それぞれの先順位

の患家の所在地を起点とする。

lま
1 術の場合

1日1回限り 注傷病部イ立が2以上にわたり、かつ、当該部位に施術を

り 2,600円 行った場合には、所定金額の 100分の 20に相当する金額． 
き

2術（はり・きゅ
を加算する。

ゆ 1日1回限り

フ う併用）の場合 辺旦 円

施 注特定の組j織又は臓器を施術の対象とする特殊マッサー

マッサージを行つ 1日1回限り ジ（結合織7 ツサージ、関節マッサージ、内臓マッサー

’マ た場合 2,600円 ジ（胃、腸、肝、心等））を行った場合には所定金額の
ツ 100分の 20に相当する金額を加算する。

術
ジサ 温巷法を併施した 1回につき

場合 旦Q_円加算

変形徒手矯正術を 1肢につき

‘件 行った場合 565円

注傷病部位が2以上にわたり、かつ、当該部位に施術を

はり又はきゅうと 1日1回限り
行った場合及び特定の組織又は臓器を施術の対象とする

マッサージの併用 3,960円
特殊マッサージ（結合織マッサージ、関節マッサージ、

内臓マッサージ（胃、腸、肝、心等））を行った場合には

所定金額の 100分の 20に相当する金額を加算する。

注 あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師が傷病

労働者の施術に当たって、その施術効果を促進するため、

あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の業務の

1日1回限り
範囲内において電気・光線器具（あん摩マッサージ指圧

電気・光線器具による療法
550円加算

師にあっては、超音波（若しくは極超短波）又は低周波、

はり師及びきゅう師にあっては電気鍛又は電気温灸器及

び電気光線器具に限る。）を使用した場合に算定する。

ただし、 1日に2回以上又は2種類以上の電気・光線

器具を使用しでも 1固として算定する。

1木 業 証 料
1件につき 休業（補償）給付請求書における証明

明
2,000円

¥ 

内
毛
uw
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都道府県労働局労働基準部

労災補償課長殿

事務連絡

平成22年3月24日

厚生労働省労働基準局労災補償部

補償課長補佐（医療福祉担当）

柔道整復師の施術に係る受任者払いの事務取扱いの徹底について

（会長：．．． 氏）の会員である柔道整復師が行った施

術に係る費用請求については、平成8年6月26日付け事務連絡第24号により、

同会会長を受領代理人とすることを認めているところですが、一部の労働局I二。

おいて、施術を行った柔道整復師以外の受任者払いは認めないとして、費用請～

求書を受理せず返戻するなど、誤った取扱いをしている事例や、振込・支払通

知書を当該受領代理人以外の者に送付している事例が見受けられます。

今後、管内の監督署に対して、かかる事態が生じないよう、当該事務連絡に

基づく事務取扱いについて改めて周知するとともに、新たに労災業務を担当す

る職員の研修項目に入れる等により、不適切な事務処理の再発防止に向けて、

事務取扱いの徹底を図っていただくようお願いします。

（添付文書）

平成8年 6月初日付け事務連絡第24号「柔道整復



の

〔耕一26i:l{-tlt'.lll=務連綿24号

労働省労働基準局補償課長より都道府県労働基準局労災主務課長あて

したのでお知らせする。

なお、・・島外の者から下記3に掲げる措置と同じ取扱いを希望する旨の械があ

った場合は、当課あて協議されたい。

／ 

記

1 本件 の原因となっている施術費用については、請求内容について十

分審査を行い、所要額を受領代理人.~口座に振り込むこと。
2 労働騨監督署において保留している．．． に係る同種の請求についても、上記1

と同様に取り扱うこと。

3 今後、圃・lti代表を務める二士一一ーの会員である柔道整復師が施術した

被災労働者に係る蹴費用については、代表である圃圃島受領畑人とする一括払

を認めること。

なお、請求の調理、被災労働者との聞の委任関係を明確にさせるとともに、請求内容

についても十分審査を行うものとする。

（参考）
仁

柔道整復師・・・Jn；提訴した損害賠償請求事件の経過

．．．．．．．．． の会長である原告（

は、同会会員の柔道整復師より施術費用の受領の委任を受けたとして、受任者払いにより

施術費用を同人に対して支払うよう労働基準監督署長に求めたが、署長は、同人は被災労

働者を直接施術した者でないことから施術費用を受領する者には該当しないとして支払い

ついて調整を進めてきたものである。

円
，
』



平成26年4月請求分の審査結果承認（課長窓認）タイミング
（キャンセルが2回発生した場合のスケジュール）

【中間払いの支払分】

匡日

デー聖締切日は5月12日のため、労災レセプト電算処理システムにおける課長承認の最終日は5月日日であるが、キャンセルとなっ
た場合のことを考慮して、あらかじめ余裕をもって事前に謀長京認を行うこと．

【月末払いの支払分】
デ一宮締切日は5月26日のため、労災レセプト電算処理システムにおける課長承認の最終日は5月1,23日であるが、キャンセルと
なった場合のことを考慮して、あらかじめ余裕をもって事前に課長承認を行うこと。
なお、中間払い後の5月12日以降に課長京認を行うこと。

債権

日付

26 

3に～診療費影山

13 

27 

14 

28 

木｜金

1 I 2 

15 16 

｜ミ繋療巽戸

29 30 

h語事蚕2:¥'
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